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第１０５回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 １ 日 

                         令和３年２月２５日（木） 

                         午前９時３０分開議 

 

１.開会の宣告 

１.市長招集挨拶 

１.開議の宣告 

１.諸般の報告 

１.行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１４号）） 

日程第 ４ 議案第 ２号 令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１５号） 

日程第 ５ 議案第 ３号 令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ６ 議案第 ４号 令和２年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ７ 議案第 ５号 令和２年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第 ６号 令和２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ９ 議案第 ７号 令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第２号） 

日程第１０ 議案第 ８号 令和３年度あわら市一般会計予算 

日程第１１ 議案第 ９号 令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１２ 議案第１０号 令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１３ 議案第１１号 令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算 

日程第１４ 議案第１２号 令和３年度あわら市水道事業会計予算 

日程第１５ 議案第１３号 令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算 

日程第１６ 議案第１４号 令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

日程第１７ 議案第１５号 あわら市議会議員及びあわら市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等の公営に関する条例の制定について 

日程第１８ 議案第１６号 あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１９ 議案第１７号 あわら市債権の管理に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 



2 

 

日程第２０ 議案第１８号 あわら市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

の制定について 

日程第２１ 議案第１９号 あわら市子ども医療費の助成に関する条例及びあわら市母

子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２２ 議案第２０号 あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第２３ 議案第２１号 あわら市教育委員会委員の任命について 

日程第２４ 議案第２２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 （散  会） 
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   ５番 平 野 時 夫     ６番 毛 利 純 雄 

   ７番 吉 田 太 一     ８番 森   之 嗣 
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地方自治法第１２１条により出席した者 
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事務局職員出席者 

 事 務 局 長  島 田 俊 哉    事務局長補佐  早 見 孝 枝 

 主 事  佐々木 良 晃 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（山田重喜君） ただいまから、第１０５回あわら市議会定例会を開会いたしま

す。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎市長招集挨拶 

○議長（山田重喜君） 開会に当たり、市長から招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 本日ここに、第１０５回あわら市議会定例会が開催されるに

当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、何かとご多忙中にもかかわらず本定例会にご参集い

ただき、厚くお礼を申し上げます。 

 このたび、小林化工株式会社が製造する爪水虫の治療薬に睡眠導入剤成分が混入

された問題につきましては、２月９日に福井県から県の行政処分基準としては最長

となる１１６日間の業務停止命令が発出されたことにつきましては、これまでにな

い極めて厳しい処分となりました。 

 従業員８００人を雇用し、当市を代表する企業であり、市への貢献度も多大であ

ったことから、このような事態に至ったことは、誠に遺憾であり、残念であります。 

 今回の行政処分を真摯に受け止め、再発防止や適正な製造管理の徹底を図るとと

もに、従業員の雇用をしっかりと守っていただき、信頼回復に努め、一日も早く再

建されることを期待しております。 

 さて、私が市長に就任してから早くも３年が経過し、これまで、「誰もがときめく

あわら市」の実現を目指し、人口減少・少子高齢化への対策や、子育て支援の充実、

また、北陸新幹線芦原温泉駅開業という、１００年に一度となる好機を最大限に生

かすためのまちづくりや人づくりなどに全力で取り組んでまいりました。 

 この間、大雪や台風などの自然災害や、新型コロナウイルス感染症の流行など、

予期せぬ様々な課題も発生し、市政のかじ取りの難しさを痛感しているところです。 

 特に、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染の流行により、感染拡大

前の穏やかな日常が奪われ、市民の皆様におかれては、感染症に対する不安を抱え

ながらの生活を余儀なくされるとともに、地域経済は、観光産業や飲食業はもとよ

り、様々な業種で多方面に大きな影響を受け、その終息には現在のところめどが立

っておりません。 

 ４月からは、高齢者への新型コロナワクチン接種も始まります。接種会場の準備

や接種体制、市民への周知などについて十分に検討し、接種を希望する全ての市民

が安全かつ円滑に接種できるように努めてまいります。 

 このような各種課題への対応を図る中でも、将来のあわら市の市勢発展や市民生
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活の向上のための各種施策の推進は、欠かすわけにはいきません。 

 この難局を乗り切り、１０年先、２０年先のあわら市が発展し続けることができ

るよう、一つ一つの施策を議会の皆さんや市民の皆様、関係団体のお声をお聞きし、

手を携えて、着実かつ効果的に推進すべく、全力を尽くしてまいる所存です。 

 議員各位をはじめ、市民の皆様のより一層のご理解とご支援を賜りますよう心よ

りお願い申し上げます。 

 さて、今定例会に提出いたします議案は、令和２年度補正予算や令和３年度当初

予算のほか、条例の制定に関するものなど、２２議案となっています。 

 各議案の内容につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何とぞ慎重なご

審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨

拶とさせていただきます。 

                                        

   ◎開議の宣告 

○議長（山田重喜君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山田重喜君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                        

   ◎諸般の報告 

○議長（山田重喜君） 諸般の報告を申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 事務局長。 

○事務局長（島田俊哉君） 諸般の報告を申し上げます。 

 本定例会に市長より提出されました付議事件は、議案２２件でございます。 

 本定例会の説明出席者は、市長以下１４名でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山田重喜君） 一部事務組合議会等の議会報告につきましては、新型コロナウ

イルス感染症予防に伴い、会議時間の短縮を行うため、お手元に配付の報告書のと

おりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

                                        

   ◎行政報告 

○議長（山田重喜君） 次に、行政報告ですが、さきの一部事務組合議会等の報告と同

様、時間短縮を考え、理事者との調整の上、行政報告はお手元に配付のとおりであ

ります。 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（山田重喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、山口志代治君、
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６番、毛利純雄君の両名を指名します。 

                                        

   ◎会期の決定 

○議長（山田重喜君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２７日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日より３月２３日までの２７日間と決定いたし

ました。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配付いたしました会期日程表のとおりでありま

す。 

                                        

   ◎議案第１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第３、議案第１号、専決処分の承認を求めることについて

（令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１４号））を議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第１号、専決処分の承認を求め

ることについての提案理由を申し上げます。 

 令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１４号）につきましては、令和３年１

月の大雪に伴う除雪経費及び新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費等とし

て、歳入歳出それぞれ１億３,５２６万９,０００円を追加したものであります。こ

れに伴い、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１９７億７,７３９万７,０００

となっています。 

 それでは、補正の内容について、歳出の主なものをご説明いたします。 

 総務費では、情報化推進費で、福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金３８９

万３,０００円などを増額しております。 

 衛生費では、新型コロナウイルス対策費で、ワクチン接種に係る事務費４１９万

２,０００円を計上しております。 

 土木費では、除雪対策費で、除雪作業委託料１億１,０００万円などを増額してお

ります。 

 教育費では、小中学校の学校管理費で、歩行型ロータリー除雪機の購入として、

施設管理用備品７２０万円などを増額しております。 

 続きまして、歳入の主なものといたしましては、地方交付税１億２,５６５万６,

０００円、国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助
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金８１１万１,０００円などを計上しており、令和３年２月１日付で専決処分を行っ

たものであります。 

 よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する質疑を許可いたします。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第１号につきましては、会議

規則第３７条３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年

度あわら市一般会計補正予算（第１４号））について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

                                        

   ◎議案第２号から議案第７号の一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山田重喜君） 日程第４、議案第２号、令和２年度あわら市一般会計補正予算

（第１５号）、日程第５、議案第３号、令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）、日程第６、議案第４号、令和２年度あわら市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）、日程第７、議案第５号、令和２年度あわら市水道事業会計

補正予算（第２号）、日程第８、議案第６号、令和２年度あわら市公共下水道事業会

計補正予算（第２号）、日程第９、議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水

道事業会計補正予算（第２号）、以上の議案６件を一括議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第２号、令和２年度あわら市一

般会計補正予算（第１５号）から議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水

道事業会計補正予算（第２号）までの６議案について提案理由を申し上げます。 
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 議案第２号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１５号）につきましては、

歳入歳出からそれぞれ１億４６２万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１９６億７,２７７万５,０００円とするものであります。 

 今回の補正につきましては、年度末補正でありますので、歳入歳出各項目におい

ての事業費の確定や精算等に伴う不用額を減額する一方、国の補正予算に伴う事業

費等を計上しております。 

 それでは、補正の内容について、歳出の主なものをご説明いたします。 

 総務費では、企画費で集落ときめき活動事業補助金３８０万円、地域活性化推進

費で越前加賀インバウンド推進機構負担金５９２万円、特別定額給付費で特別定額

給付金２,０３０万円などを減額いたしております。 

 民生費では、こども園費で保育対策総合支援事業費補助金５０６万１,０００円な

どを増額する一方、障害者福祉費で障害者自立支援給付事業５６０万円、老人福祉

総務費で後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金４,３０５万４,０００円、老人

福祉施設費で老人保護施設措置費１,０００万円、児童措置費で児童手当支給費６０

０万円、母子福祉費で児童扶養手当支給費９００万円などを減額いたしております。 

 衛生費では、保険費でがん検査委託料５００万円、環境衛生費で合併処理浄化槽

設置事業補助金１２７万４,０００円などを減額いたしております。 

 農林水産事業費では、農地費で経営体育成基盤整備事業負担金２,０００万円、農

村防災減災事業の調査委託料で６００万円などを増額する一方、農業振興費で鳥獣

被害防止総合対策事業補助金２９４万５,０００円、農地費で多面的機能支払交付金

事業補助金２,６７６万２,０００円などを減額いたしております。 

 商工費では、商工振興費で商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金５００万

円、食品加工施設等整備支援事業補助金５００万円、観光費で学生合宿誘致事業補

助金７４０万円、外国人滞在型観光促進事業補助金８００万円などを減額しており

ます。 

 土木費では、都市計画総務費で芦原温泉駅周辺整備事業に係る道路改良工事９,７

３３万１,０００円などを増額する一方、北陸新幹線建設事業負担金１億７,２６８

万８,０００円、北陸新幹線整備関連事業で土地改良施設機能補償工事１億１,７４

２万２,０００円などを減額いたしております。 

 消防費では、常備消防費で嶺北消防組合負担金９０１万９,０００円などを減額い

たしております。 

 教育費では、学校管理費で細呂木小学校のトイレ改修工事関連で５,７００万円、

体育施設費でＢ＆Ｇ海洋センタープール解体工事３７３万５,０００円などを増額

する一方、教育振興費で小中学校における要保護及び準要保護援助費３９３万４,０

００円などを減額いたしております。 

 公債費では、地方債償還に係る利子１,６４４万８,０００円を減額いたしており

ます。 

 諸支出金では、財政調整基金費において、決算剰余金分を含め２億４,９９８万１,
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０００円、ふるさとあわらサポート基金費で１億４,０２７万７,０００円を計上す

るほか、新たに設置いたします新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金費で５,

３１６万円などを計上いたしております。 

 続きまして、歳入の主なものをご説明いたします。 

 市税では、法人市民税で２,５００万円、固定資産税で１億１,５００万円、入湯

税で５,２００万円を減額しております。地方特例交付金で１,１０４万９,０００円、

地方交付税で３億６,９９５万８,０００円を計上しております。 

 使用料及び手数料では、市営駐車場使用料１,３００万円、一般廃棄物処理手数料

１,３００万円を減額しております。 

 国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億４,０７

９万５,０００円などを計上する一方、特別定額給付金給付事業費補助金２,０３０

万円などを減額しております。 

 県支出金では、多面的機能支払交付金２,００７万３,０００円などを減額する一

方、農村地域防災減災事業補助金６００万円などを計上しております。 

 その他、寄附金では、ふるさとあわらサポート寄附金１億３,９９９万９,０００

円を計上する一方、繰入金では、財政調整基金繰入金５,１０１万８,０００円、諸

収入では、北陸新幹線整備関連事業補償金１億６,０７１万４,０００円をそれぞれ

減額、市債では事業費の増減に伴い２億６,１００万円を減額しております。 

 次に、繰越明許費でありますが、総務費で、高度無線環境整備推進事業補助金３,

６５０万円、土木費で、芦原温泉駅周辺整備事業１２億８,８３９万２,０００円、

北陸新幹線建設事業負担金２,９８７万１,０００円、北陸新幹線整備関連事業１億

５,５５１万８,０００円、教育費で、小学校施設整備事業８,３００万円、災害復旧

費で、道路橋りょう災害復旧事業３,７６８万円など２０事業について、それぞれ翌

年度に繰り越して使用できる経費として定めております。 

 次に、債務負担行為の補正でありますが、県経営安定資金利子補給金及び新型コ

ロナウイルス感染症対応資金利子補給金について、所要の変更を行うとともに、市

民生活安定資金利子補給金を廃止しております。 

 次に、地方債の補正でありますが、減収補塡債７,０００万円を追加するとともに、

経営体育成基盤整備事業負担金など１０件について、それぞれ所要の変更を行って

おります。 

 最後に、財政調整基金につきましては、前年度末基金残高２８億１,３００万円か

ら、当初は７億２,０００万円の取崩しを予定しておりましたが、新型コロナウイル

スの影響による事業の縮小や、地方交付税の増収などにより、実質２億円程度の取

崩しとなり、本年度末の基金残高は２６億１,４００万円と見込んでおります。今後

も節減に努め、基金残高の確保に努めてまいります。 

 議案第３号、令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、歳入歳出からそれぞれ９,４５２万３,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２９億５,８９８万４,０００円とするものであります。 



10 

 

 歳出につきましては、保険給付費で一般被保険者療養給付金９,５００万円、一般

被保険者高額療養費１,７００万円を減額する一方、諸支出金で保険給付費等交付金

償還金１,８４７万円などを追加計上いたしております。 

 歳入といたしましては、国民健康保険税３９２万円、県支出金１億１,０４３万１,

０００円、繰入金で２,２１７万２,０００円を減額する一方、繰越金で２,１２３万

９,０００円、諸収入で１,７９９万７,０００円などを追加計上いたしております。 

 議案第４号、令和２年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、歳入歳出にそれぞれ３,１６１万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３億８,７３５万９,０００円とするものであります。 

 歳入歳出の主なものといたしましては、歳出では後期高齢者医療広域連合への保

険料納付金３,２３７万８,０００円、歳入では後期高齢者医療保険料３,２１０万円

を計上いたしております。 

 議案第５号、令和２年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）につきまして

は、収益的収入の営業外収益で一般会計補助金５万８,０００円などを減額いたして

おります。 

 収益的支出では、営業費用で原水及び浄水費８６万円などを減額し、補正後の予

算額を７億２,４９９万５,０００円とするものであります。 

 また、資本的支出では、建設改良費で原水及び浄水設備改良費３４７万円、配水

設備改良費３,７００万円などを減額し、資本的収入において企業債を３,７１０万

円減額しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、損益勘定留保

資金で補塡しております。 

 議案第６号、令和２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号）につき

ましては、収益的収入の営業外収益で一般会計負担金１２６万７,０００円を増額す

る一方、長期前受金戻入で３０２万７,０００円などを減額いたしております。 

 収益的支出では、営業費用で減価償却費４４４万３,０００円などを減額するほか、

営業外費用で企業債利息４３０万９,０００円を減額し、補正後の予定額を１１億５,

９３５万３,０００円とするものであります。 

 また、資本的収入では公共下水道事業債１９０万円を減額し、資本的支出では九

頭竜川流域下水道事業建設負担金２６０万６,０００円などを減額しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、損益勘定留保

資金で補塡しております。 

 議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号）

につきましては、収益的支出の営業費用で総務費５万２,０００円を増額し、補正後

の予定額を１億６,２５６万３,０００円としております。 

 また、資本的支出では、建設改良費で事務費１２万２,０００円を減額し、補正後

の予定額を３,２８０万６,０００円としております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、損益勘定留保
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資金で補塡しております。 

 以上が補正予算の概要であります。 

 これら６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２号から議案第７号までの

６議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算決算常任委員会に

付託いたします。 

                                        

   ◎議案第８号から議案第１４号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山田重喜君） 日程第１０、議案第８号、令和３年度あわら市一般会計予算、

日程第１１、議案第９号、令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算、日程第

１２、議案第１０号、令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算、日程第１

３、議案第１１号、令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算、日程第

１４、議案第１２号、令和３年度あわら市水道事業会計予算、日程第１５、議案第

１３号、令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算、日程第１６、議案第１４号、

令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算、以上の議案７件を一括議題と

いたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第８号、令和３年度あわら市一

般会計予算から議案第１４号、令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算

までの７会計の予算につきまして、予算編成の基本方針を申し上げます。 

 今日の社会情勢につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活

動が制限され、感染防止対策と経済対策の両立という極めて厳しい局面の中、先行

きは不透明であり、我が国経済はもとより、人々の行動、意識、価値観などに大き

な影響を与えております。 

 本市においても、新型コロナウイルスの影響により、個人住民税及び法人市民税、

固定資産税、入湯税など、市税収入全体において大幅に減収が見込まれ、社会保障

サービスなど義務的経費の増大が重なり、財政状況は依然として厳しい状況にあり

ます。 

 このように激動する社会情勢ではありますが、行政運営が困難な状況である今こ

そ、あわら市の１０年先、２０年先を見据えた持続可能な行政運営を堅持し、これ
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までの施策を着実に成果に結びつけていくとともに、新たな施策などにさらなる磨

きをかけ展開していくことが必要となります。 

 このため、このたび策定する第２次あわら市総合振興計画後期基本計画のテーマ

として掲げる「誰もが夢や希望を持ち、元気に笑顔で暮らす活力あふれるまち」の

実現を目指し、市議会をはじめ関係機関や市民の皆様と手を携えて、各種施策を総

合的かつ効果的に、そして柔軟に推進してまいります。 

 今回、新たに基本目標として「活力人口１０万人、あわら市の創造」を掲げまし

たが、市民と一丸となって、地域と多様に関わる関係人口や、まちににぎわいをも

たらす交流人口を創出、拡大するための施策を力強く展開し、市勢発展や市民生活

の向上につなげてまいります。 

 さらには、このたび軌を一にして改定するまち・ひと・しごと創生総合戦略を、

国が進める地方創生の諸施策等を最大限に生かし、戦略的に実行してまいります。 

 令和３年度は、このための特に重要な施策を六つの柱として重点を置き、予算編

成を行いました。 

 一つ目は、ＪＲ芦原温泉駅及び周辺の機能の充実と着実な整備の推進です。北陸

新幹線芦原温泉駅開業が令和５年春から１年遅れる見通しとなりましたが、新幹線

開業に向けた機運の醸成や、延期となることで発生する機会ロスを最小限に抑える

ため、当初の予定どおり令和５年春に向けて駅周辺整備を着実に進めます。令和３

年度は、引き続き、東西自由通路や市道１０５号線の整備を進めるとともに、賑わ

い施設の整備に着手いたします。 

 また、民間資本により整備される駅前のビジネスホテルも建設が着工されること

から、駅前の景観形成を図るべく、まち並みの景観整備に対する補助金を創設し、

さらなるにぎわいの創出を目指します。開業まで、まだまだ多くのハードルがあり

ますが、スピード感を持って、一つ一つ着実に事業を推進してまいりたいと考えて

おります。 

 二つ目は、まち・むらの活性化及び産業のさらなる振興です。これまで、平成３

０年に策定したまち・むらときめきプランに基づき、集落の担い手の育成や集落独

自の主体的な取組に対し支援を行ってまいりました。一部の集落では、活性化に向

けた独自の取組が、少しずつではありますが芽生えてきております。これらの一つ

一つの取組があわら市全体に波及するよう、引き続き、きめ細かな支援に努めてま

いります。 

 また、検討を重ねております道の駅蓮如の里あわらにつきましては、本年度策定

する基本計画を基に、令和３年度には施設の整備の基本設計や実施設計等に入りま

す。新幹線開業効果をあわら市内に波及させるための重要な観光拠点、地域振興拠

点として、また、あわら市北部の地域振興のランドマークとして、しっかりと整備

を進めてまいりたいと考えております。 

 このほか、産業振興としては、新たに県外事業者のサテライトオフィスを誘致す

るための補助事業を創設するなど、産業のさらなる活性化が図れるよう施策を講じ
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てまいります。 

 三つ目は、結婚・出産・子育て支援の充実です。人口減少が進む中、出生数は年々

減少しており、出産や育児に対する不安の解消や、子どもを育てる環境の充実を図

ることは、未来への投資にもつながります。このため、令和３年度の予算では、婚

姻に伴う引っ越しや住宅費用に対する支援事業を創設し、あわら市での新生活を後

押しします。 

 また、出産祝い金を支給するあわらっこ子育て応援祝金を継続し、出産や育児の

負担軽減を図るとともに、令和３年度は新たに新生児の聴覚検査に係る費用の助成

制度を創設いたします。引き続き、結婚から出産、子育てに至るまで、住み、産み、

育てやすい環境を整え、子育て世代の支援の充実に努めてまいります。 

 四つ目は、定住・移住、空き家の対策の強化です。空き家関連の施策といたしま

しては、引き続き、空き家バンクの登録の促進や相談会などを開催するとともに、

空き家のリフォームなどに対する補助金などの活用を促し、空き家対策を進めてま

いります。定住・移住の推進といたしましては、あわら市の移住についてＰＲを図

るとともに、昨年度創設いたしました県外からの移住世帯を対象とした移住促進支

援金の活用を図り、移住希望者をあわら市に呼び込む施策を積極的に展開してまい

ります。 

 五つ目は、安全・安心なまちづくりの推進です。令和２年度は新型コロナウイル

ス感染症の対応に追われた１年となりました。マスク、消毒、３密の回避など、市

民の皆様には感染予防の徹底に真摯に取り組んでいただき、あわら市内での感染者

をある程度抑えることができました。しかしながら、全国的に見れば、新型コロナ

ウイルスの終息はめどが立たない状況です。このような状況の中、新型コロナウイ

ルスワクチン接種は、感染予防はもちろん、感染拡大防止の観点からも重要な事業

となります。感染により重篤化しやすい高齢者をはじめとして、市民の皆様が安心

した環境で、平等かつ確実にワクチン接種が受けられるよう、しっかりとした体制

を整え、全力で取り組んでまいります。 

 このほか、多発する台風や豪雨、豪雪、地震などの自然災害への防災対策として、

防災ガイドブックの改訂を行うなど、防災対策の充実を図ります。 

 最後に、六つ目の教育環境の充実であります。教育環境を充実するため、金津中

学校の大規模改修事業や、小学校のトイレ改修などに取り組むほか、ＧＩＧＡスク

ール構想に基づくＩＣＴ環境の整備として、令和２年度に整備した１人１台の端末

に授業支援ソフトを導入することにより、子どもたち一人一人に最適化された学習

環境を構築いたします。 

 また、金津創作の森美術館においては、２年目となる空調設備の更新を継続して

行うこととしております。 

 このほか、あわら市の将来を担う子どもたちの教育やふるさと教育など、心身の

健全な育成を図る環境を確保いたします。 

 以上が、予算編成に当たっての六つの柱となります。 
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 なお、令和３年度当初予算では計上しておりませんが、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の３次交付分につきましては、令和３年度補正予算でこ

の交付金を活用した事業を計上することとしております。 

 活用事業については、今後の新型コロナウイルスの感染状況や社会情勢を勘案す

ることとしておりますが、コロナ禍における経済対策として今年度に実施いたしま

したプレミアム商品券の再発行などを検討しております。 

 また、国が推進するスーパーシティ構想へ応募し、高速通信網を整備することな

どを検討しています。このスーパーシティ構想は、昨年５月に国家戦略特別区域法

の一部を改正する法律、いわゆるスーパーシティ法が成立し、地域の課題を最先端

の技術で解決するために、地域と事業者と国が一体となって目指す取組のことであ

ります。 

 具体的には、行政手続や防災、教育などの分野で先端的サービスの提供やデータ

連携、大胆な規制改革などを推進し、住民が参画し、住民目線で２０３０年頃に実

現される未来社会を先行実現することを目指す自治体が国へ応募するもので、採択

される場合には、国家戦略特区、いわゆる特区として指定されることになります。 

 公募締切りまで限られた時間であり、また、ハードルも非常に高いと思いますが、

あわら市が先端技術による未来社会を一躍して実現する大きなチャンスとなります。

この機会にスーパーシティ構想へぜひ参画し、市勢発展や産業基盤の充実、市民生

活の向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 これら重点施策を限られた財源の中で着実に実施できるよう、職員一丸となって

一つ一つの施策を一歩一歩着実に、効果的に推進できるよう知恵を絞り、市民との

協働を図りながら誠実に施策に取り組み、１０年先、２０年先のあわら市の発展に

つながるよう全力を尽くしてまいる所存であります。 

 引き続き、市議会の皆様と議論を交わし、調和を図りながら、市政の推進に努め

てまいりますので、さらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上が、予算編成における基本方針であります。 

 なお、各会計予算の内容につきましては副市長から説明いたしますので、よろし

くご審議賜りますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） それでは、私から議案第８号、令和３年度あわら市一般会

計予算及び議案第９号から第１４号までの各特別会計等予算について、その概要を

申し上げます。 

 まず、議案第８号、令和３年度あわら市一般会計予算について申し上げます。 

 本案は、歳入歳出それぞれ１５３億２,０００万円と定めるもので、前年度当初予

算と比較いたしまして９,０００万円、０.６％の減となっております。 

 予算総額が減となりました主な要因といたしましては、芦原温泉駅周辺整備事業、

北陸新幹線整備関連事業などにおける事業費の減が挙げられます。 
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 それでは、まず、歳入の主なものについて申し上げます。 

 第１款 市税は、総額４１億９,４０３万７,０００円で、前年度と比較して３億

９,０８０万円、８.５％の減となっております。これは、新型コロナウイルス感染

症の影響により、個人住民税で１億４００万円、法人市民税で１億４,７４０万円、

固定資産税で１億１,０００万円、入湯税で３,５００万円の減収をそれぞれ見込ん

だことによるものです。 

 第２款の地方譲与税から第１０款の地方特例交付金までは、前年度における調定

の状況や県の見込み等を勘案し、合計で１０億２,２９０万円を計上しており、前年

度比で８.２％の増となっております。 

 なお、第１０款の地方特例交付金には、新型コロナウイルス感染症対策による令

和３年度固定資産税の減免分を補塡するため、新型コロナウイルス感染症対策地方

税減収補塡特別交付金８,０００万円が含まれております。 

 第１１款 地方交付税では２５億８,０００万円を計上しており、前年度と比較し

て２億円、７.２％の減となっております。これは、普通交付税で２億円の減収を見

込んだことによるものです。 

 第１３款 分担金及び負担金は、こども園料、給食費負担金、放課後児童健全育

成事業負担金などで、前年度比４.７％の減となる２億２,７５４万５,０００円を計

上いたしております。これは、令和２年９月から幼児教育の無償化を拡充したこと

により、こども園料が減収となることによるものです。 

 第１４款 使用料及び手数料は、市営住宅使用料、市営駐車場使用料、一般廃棄

物処理手数料、窓口証明手数料などで、前年度比６.６％の増となる１億７,７２３

万６,０００円を計上いたしております。令和３年度から供用開始となる芦原温泉駅

西口立体駐車場使用料の増などが主な要因です。 

 第１５款 国庫支出金は２２億９,４３２万９,０００円を計上しており、前年度

比１３.２％の増となっております。新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負

担金や芦原温泉駅周辺整備事業に係る補助金の増などが主な要因です。 

 第１６款 県支出金は１４億５,５４７万６,０００円を計上しており、前年度比

１２.９％の増となっております。芦原温泉駅周辺整備事業に係る補助金、鳥獣害の

ない里づくり推進事業補助金、全国高等学校総合体育大会運営補助金の増加が主な

要因であります。 

 第１９款 繰入金は１１億３,７６２万８,０００円を計上しており、前年度比４

３.０％の増となっております。これは、財政調整基金繰入金を前年度に比べ、２億

２,０００万円増の９億４,０００万円としたことや、ふるさとあわらサポート基金

繰入金が増となったことによるものです。 

 第２１款 諸収入は５億４,２４９万８,０００円で、前年度比２４.９％の減とな

っています。北陸新幹線整備関連事業補償金の減少が主な要因であります。 

 第２２款 市債は、前年度比９.４％の減となる１６億６２０万円を計上いたして

おります。臨時財政対策債７億５,０００万円、都市計画債６億９６０万円が主な内
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容であります。 

 次に、歳出でありますが、まず、性質別の状況を申し上げます。 

 人件費等の義務的経費は６９億８,１５２万３,０００円で、前年度比１％の増、

構成比は４５.６％となっております。また、義務的経費以外のその他の経費は８３

億３,８４７万７,０００円で、前年度比１.８％の減、構成比は５４.４％でありま

す。 

 増減の主な理由を申し上げますと、人件費では、選挙執行に伴う職員手当などの

増加により４,０４８万６,０００円の増。扶助費では、障害児支援事業などで増額

となる一方、児童手当や児童扶養手当給付事業、私立等認定こども園運営事業の減

額により４,２１９万９,０００円の減となっております。 

 物件費では、新型コロナウイルスワクチン接種委託料などで１億９３８万７,００

０円の増。 

 補助費では、鳥獣害のない里づくり推進事業補助金や全国高等学校総合体育大会

運営補助金、結婚新生活支援事業補助金などが増額となったことなどにより１億５,

１６６万４,０００円の増。 

 普通建設事業費では、小学校トイレ改修工事、金津中学校改修工事で増となる一

方、芦原温泉駅周辺整備事業、北陸新幹線整備関連事業などの減により、４億１,２

３３万５,０００円の減となっております。 

 次に、目的別の概要を申し上げます。 

 第１款 議会費は１億７,６６１万７,０００円で、前年度と比較して１,２３７万

９,０００円、７.５％の増となっております。本会議場撮影放送設備改修工事の増

が主な要因です。 

 第２款 総務費は１５億４２５万８,０００円で、前年度と比較して８,６１６万

６,０００円、６.１％の増となっております。結婚新生活支援事業補助金や令和３

年度に実施される市議会議員選挙、市長選挙及び衆議院議員総選挙の費用を計上し

たことが要因であります。 

 総務費の主な内容といたしましては、第１項 総務管理費で、電算共同利用費に

係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金１億５,７２７万６,０００円、ふる

さと納税に係る記念品として４,８００万円、結婚新生活支援事業補助金１,０５０

万円、第４項 選挙費で、市議会議員選挙に係る経費として２,４０３万１,０００

円、市長選挙に係る経費として１,２８２万９,０００円、衆議院議員総選挙に係る

経費として１,６００万円、第７項 諸費では、デマンド交通運行事業委託料及び共

同予約配車センター運営業務委託料３,２０５万円などを計上いたしております。 

 第３款 民生費は４７億５,９７８万９,０００円で、前年度と比較して６,４６６

万７,０００円、１.３％の減となっております。後期高齢者医療広域連合療養給付

費負担金、重度障害者（児）医療費助成費の減などが要因であります。 

 民生費の主な内容といたしましては、第１項 社会福祉費で、国民健康保険特別

会計繰出金２億４４６万１,０００円、障害者自立支援給付費６億５,９８８万６,０
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００円、介護保険費等に係る坂井地区広域連合負担金４億６,１６４万６,０００円、

療養給付費等に係る後期高齢者医療広域連合負担金３億５,７９６万４,０００円、

第２項 児童福祉費で、子ども医療費助成費８,５００万円、児童手当支給費３億６,

４００万円、認定こども園施設型給付費９億２,５００万円、放課後子どもクラブ費

４,８３４万４,０００円、第３項 生活保護費で、生活保護扶助費２億３,５００万

円などを計上いたしております。 

 第４款 衛生費は９億５,２７１万１,０００円で、前年度と比較して１億１,５８

３万７,０００円の増となっております。新型コロナウイルスワクチン接種事業を計

上したことが要因であります。 

 衛生費の主な内容といたしましては、第１項 保健衛生費で、予防接種委託料５,

６８０万円、環境衛生費及び葬祭費に係る坂井地区広域連合負担金５,０７７万４,

０００円、水道事業会計補助金９,４７０万円、第２項 清掃費で、一般廃棄物収集

委託料８,１０９万７,０００円、資源ごみ収集委託料４,１４２万円、清掃センター

費等に係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金２億６,８２２万９,０００円、

第３項 新型コロナウイルス対策費では、ワクチン接種委託料１億２,７５９万８,

０００円などを計上いたしております。 

 第５款 労働費は４,０２４万８,０００円で、前年度と比較して６７万５,０００

円、１.６％の減となっております。勤労者住宅資金利子補給金の減が要因でありま

す。 

 第６款 農林水産業費は８億８６１万３,０００円で、前年度と比較して１億４７

９万４,０００円、１４.９％の増となっております。鳥獣害のない里づくり推進事

業補助金や儲かるふくい型農業総合支援事業補助金、農道保全対策事業負担金の増

などが要因であります。 

 農林水産業費の主な内容といたしましては、第１項 農業費で、鳥獣害のない里

づくり推進事業補助金４,１９５万円、儲かるふくい型農業総合支援事業補助金４,

６０４万円、農道保全対策事業負担金６,４００万円、多面的機能支払交付金事業補

助金２億３,５４０万９,０００円、第２項 林業費で、西口賑わい施設整備事業に

係る工事用資材として１,１１０万円などを計上いたしております。 

 第７款 商工費は４億３,１３６万７,０００円で、前年度と比較して８６万９,０

００円、０.２％の減となっております。西口賑わい施設の設計業務、駅西口エリア

活用促進業務委託料の減などが要因であります。 

 商工費の主な内容といたしましては、商工会運営事業補助金１,５５３万８,００

０円、中小企業振興資金預託金１億円、観光事業補助金２,３６０万円、セントピア

あわら管理委託料３,１９０万円などを計上いたしております。 

 第８款 土木費は２９億６,９９９万３,０００円で、前年度と比較して４億８,６

８５万１,０００円、１４.１％の減となっております。芦原温泉駅周辺整備事業、

北陸新幹線建設事業負担金などの減が要因として挙げられます。 

 土木費の主な内容といたしましては、第２項 道路橋りょう費で、市道改良事業
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９,２００万円、道の駅整備事業で２,３４０万円、第３項 河川費で、急傾斜地崩

壊対策事業負担金６２０万円、第４項 都市計画費で、芦原温泉駅周辺整備事業１

２億７,６４８万８,０００円、北陸新幹線整備関連事業１億８,７９６万３,０００

円、公共下水道事業会計負担金及び補助金６億８５１万７,０００円、第５項 住宅

費では、公営住宅長寿命化事業１億１,５１２万円などを計上いたしております。 

 第９款 消防費は５億４,９７８万６,０００円で、前年度と比較して３,７９６万

１,０００円、６.５％の減となっております。防災行政無線整備工事の減などが要

因であります。 

 第１０款 教育費は１５億１,７９３万１,０００円で、前年度と比較して１億１,

４１８万２,０００円、８.１％の増となっております。金津中学校改修工事、全国

高等学校総合体育大会カヌー競技委員会運営補助金などの増が要因であります。 

 教育費の主な内容といたしましては、第２項 小学校費で、本荘小学校トイレ改

修工事３,０００万円、スクールバス運行業務及び運転業務委託料４,５３４万円、

第３項 中学校費で、金津中学校改修工事８,２００万円、スクールバス運行業務及

び運転業務委託料４,８７０万１,０００円、第４項 社会教育費で、金津創作の森

空調設備工事６,４００万円、金津創作の森に係る管理及び運営補助として９,２３

０万４,０００円、第５項 保健体育費では、全国高等学校総合体育大会カヌー競技

委員会運営補助金９,０００万円、学校給食原材料費１億７４０万円などを計上いた

しております。 

 第１１款 災害復旧費は１３０万円で、前年度と同額を計上いたしております。 

 第１２款 公債費は１５億８,４６８万９,０００円で、前年度と比較して６,８３

９万５,０００円、４.５％の増となっております。 

 内容といたしましては、市債の償還元金１５億１,３５４万６,０００円、償還利

子７,１０９万３,０００円及び一時借入金利子５万円を計上いたしております。 

 第１３款 諸支出金は１,２６９万８,０００円で、前年度と比較して７３万円、

５.４％の減となっております。 

 主な内容といたしましては、森林環境譲与税基金積立金１,２５０万円を計上いた

しております。 

 第１４款 予備費１,０００万円は、前年度と同額を計上いたしております。 

 次に、特別会計等について申し上げます。 

 まず、議案第９号、令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算について申し

上げます。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ３０億２２０万円で、前年度と比較して５,７３０

万円、１.９％の減となっております。 

 主な内容でありますが、歳入におきましては、国民健康保険税４億９,０２２万円、

県支出金２２億４,９５９万３,０００円、一般会計繰入金２億４４６万１,０００円

などを計上いたしております。 

 なお、一般会計繰入金の内訳は、低所得者等の保険料軽減分として１億３,８１７
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万６,０００円、職員給与費及び事務費分として３,８５７万７,０００円、出産育児

一時金分として２８０万円、財政健全化・保険税負担の平準化分として４８２万６,

０００円となっております。 

 また、歳出におきましては、保険給付費２２億９３７万１,０００円、国民健康保

険事業費納付金６億９,９５８万８,０００円などを計上いたしております。 

 議案第１０号、令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算について申し上

げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億８,５５０万円で、前年度と比較して３,１

７０万円、９.０％の増となっております。 

 主な内容でありますが、歳入におきましては、後期高齢者医療保険料３億６５０

万円、一般会計繰入金７,７３８万７,０００円などを計上いたしております。 

 なお、一般会計繰入金の内訳は、低所得者等の保険料軽減分として７,２８３万８,

０００円、事務費分４５４万９,０００円となっております。 

 また、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金３億７,９３４万８,０００円な

どを計上いたしております。 

 議案第１１号、令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算について申

し上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ５００万円で、前年度と同額となっております。 

 主な内容でありますが、歳入においては、共済掛金１３０万円、基金繰入金３５

９万２,０００円などを計上いたしております。 

 また、歳出では、総務管理費９９万５,０００円、共済給付費１５０万円などを計

上いたしております。 

 議案第１２号、令和３年度あわら市水道事業会計予算について申し上げます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して４.１％の増

となる８億５７６万９,０００円を計上いたしております。 

 また、支出につきましても、０.１％の増となる７億２,８７７万９,０００円を計

上いたしております。県水受水費４億２,２３１万円、固定資産減価償却費１億６,

１８２万４,０００円、企業債利息１,８９１万９,０００円が主な内容であります。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して１１.７％の

減となる１億２１４万６,０００円を計上いたしております。 

 支出におきましても、１８％の減となる２億４８２万円を計上いたしております。

宮前橋・上重橋添架管布設替工事など配水設備改良費９,２００万円、企業債元金償

還金８,７９７万円が主な内容であります。 

 なお、収益的収入の営業外収益において、高料金対策、いわゆる赤字補塡に係る

一般会計補助金９,４７０万円を計上いたしております。 

 議案第１３号、令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算について申し上げま

す。 

 収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して０.９％の増となる
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１２億１２０万３,０００円を計上いたしております。 

 支出におきましては、２.２％の減となる１１億４,５７８万６,０００円を計上い

たしております。九頭竜川流域下水道維持管理負担金２億４,０００万円、固定資産

税減価償却費６億５,５３５万５,０００円、企業債利息１億３,５７８万８,０００

円が主な内容であります。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して１.７％の減

となる５億３,１２３万２,０００円を計上いたしております。 

 支出につきましても、０.５％の減となる９億２,６６９万８,０００円を計上いた

しております。管渠建設費として社会資本整備総合交付金事業分３,０００万円、単

独事業分１,２７０万円のほか、九頭竜川流域下水道事業建設負担金５,０２６万１,

０００円、企業債元金償還金８億１,４８４万４,０００円が主な内容であります。 

 なお、高資本対策、いわゆる赤字補塡に係る一般会計補助金として、収益的収入

の営業外収益で７,５００万円、資本的収入の補助金で１億７,０００万円をそれぞ

れ計上いたしております。 

 議案第１４号、令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計について申し上げ

ます。 

 収益的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して７.０％の増となる

１億７,６１３万５,０００円を計上いたしております。 

 支出におきましては、２.０％の減となる１億７,６１９万５,０００円を計上いた

しております。県水受水費７,４３７万８,０００円、固定資産減価償却費４,２６９

万６,０００円が主な内容であります。 

 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、前年度と比較して３.９％の減

となる１４６万５,０００円を計上いたしております。 

 支出におきましては、１.９％の増となる３,３５６万１,０００円を計上いたして

おります。老朽管更新などの配水設備改良費１,３９３万円が主な内容であります。 

 以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計における令和３年

度当初予算の概要を申し上げました。 

 十分なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する総括質疑を許可いたします。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第８号から議案第１４号まで

の７議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、予算決算常任委員会

に付託いたします。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。再開は１０時５５分といたします。 

（午前１０時４３分） 
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○議長（山田重喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

                                        

   ◎議案第１５号から議案第２０号の 

一括上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山田重喜君） 日程第１７、議案第１５号、あわら市議会議員及びあわら市長

の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の制定について、日

程第１８、議案第１６号、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について、日程第１９、議案第１７号、あわら市債権の管理に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について、日程第２０、議案第１８号、あわら市新型コロ

ナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について、日程第２１、議案第１９

号、あわら市子ども医療費の助成に関する条例及びあわら市母子家庭等医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２２、議案第２０号、

あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、以上の議案６件を一括議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第１５号、あわら市議会議員及

びあわら市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の制定

についてから、議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてまでの６議案の提案理由を申し上げます。 

 議案第１５号、あわら市議会議員及びあわら市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公営に関する条例の制定については、選挙運動の機会均等を図ること

で、多様な人材の立候補を促進することを目的に、選挙経費の一部を公費により負

担するため、制定するものであります。 

 内容といたしましては、選挙運動用自動車や選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスタ

ーに係る経費について、一定の単価を限度として公費により負担するものでありま

す。 

 議案第１６号、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、地方税法等の改正に伴い、個人所得課税の見直しが行われ、基礎控除額が３

３万円から４３万円へと引き上げられることに伴い、国民健康保険税の軽減判定所

得基準の見直しを行う所要の改正を行うものであります。 

 議案第１７号、あわら市債権の管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定

については、地方税法施行令等の改正により、延滞金に係る特例基準割合が、延滞

金特例基準割合へ名称が変更となり、延滞金の割合の特例に関して定める四つの条

例について、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１８号、あわら市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定
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については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を支援するため

の福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）利子補給金及び新型コロナウ

イルス感染症対応資金利子補給金の財源を積み立てる基金を設置するため、制定す

るものであります。 

 議案第１９号、あわら市子ども医療費の助成に関する条例及びあわら市母子家庭

等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定については、医療保険制

度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の改正に伴い、医療機関等に

おける個人番号によるオンラインでの保険資格確認に対応するため、所要の改正を

行うものであります。 

 議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、ＪＲ芦原温泉駅自由通路下に設ける西口トイレを、道路

の附属物または構造物の一部として整備するため、所要の改正を行うものでありま

す。 

 これら６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する総括質疑を許可いたします。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第１５号から議案第２０号ま

での６議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託いたします。 

                                        

   ◎議案第２１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２３、議案第２１号、あわら市教育委員会委員の任命に

ついてを議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 議案第２１号、あわら市教育委員会委員の任命についての提

案理由を申し上げます。 

 本案は、現教育委員会委員の玉川洋一氏が本年５月１１日で任期満了となるため、

同氏を引き続き委員として任命することについて、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 同氏は、人格、識見ともに教育委員会委員として適任であると思われますので、

よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する質疑を許可いたします。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 



23 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２１号につきましては、会

議規則第３７条３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 議案第２１号、あわら市教育委員会委員の任命について、討論

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより議案第２１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２１号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                        

   ◎議案第２２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２４、議案第２２号、人権擁護委員の候補者の推薦につ

いてを議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第２２号、人権擁護委員の候補

者の推薦についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、現人権擁護委員の西田哲章氏が本年６月３０日で任期満了となるため、

同氏を引き続き委員候補者として推薦することについて、議会の意見を求めるもの

であります。 

 同氏は、人格、識見ともに人権擁護委員として適任であると思われますので、よ

ろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する質疑を許可いたします。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２２号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 議案第２２号、人権擁護委員の候補者の推薦について、討論は

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより議案第２２号を採決いたします。 

 本案は、「適任」という意見をつけて答申することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２２号は、「適任」という意見をつけて答申することに決定い

たしました。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（山田重喜君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、３月４日は午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時０７分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和３年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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   ◎開議の宣告 

○議長（山田重喜君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山田重喜君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山田重喜君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（山田重喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、山口志代治君、

６番、毛利純雄君の両名を指名いたします。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（山田重喜君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（山田重喜君） 通告順に従い、７番、吉田太一君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） おはようございます。通告順に従い、７番、吉田、一般質問を

行います。 

 今回は３つのテーマに沿ってお伺いをいたします。 

 一つ目は、コロナ禍の中で苦しんでいるサービス業への補助は、二つ目は、新型

コロナワクチン接種について、三つ目は、あわら市の財政について、以上３つにつ

いて考え方などをお伺いいたします。 

 まず初めに、コロナ禍の中で苦しんでいるサービス業への補助についてお伺いを

いたします。 

 昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況は悪くなり、２月現在、１０

都道府県が３月７日まで緊急事態宣言が延長されていました。今月に入り、緊急事

態宣言を前倒しで解除する６府県は大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜と福岡県、国は

引き続き緊張感を持って対応してもらうと。また、残る首都圏、４都県については

宣言の期限である３月７日に向け、飲食店の営業時間短縮をはじめとする対策を一

層徹底するとしました。 

 国は感染再拡大の防止に向け、各地域で国と都道府県が連携して戦略的に検査を

行うと強調。変異ウイルスへの対応として、来月から短期間で検出できる新たな検

査方法を全ての都道府県で実施するとも発言しました。 

 県内の状況は都会と比べると落ち着いている状況で、３月１日付で福井県感染拡

大注意報を解除しましたが、決して安心できる状況ではありません。当然のことで
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すが、サービス業の時短営業などの県からの要請は出ていません。しかしながら、

飲食店の状況はよくはありません。これを機に閉店を考えている飲食店もあると思

います。また、旅館等もＧｏＴｏトラベルキャンペーンが一時停止している状況で、

年末からの予約キャンセルが出て、先が見えない状況だと思います。現在は、県の

補助は２月初めでは旅行代金の１５％のみとなっています。 

 そこでお伺いをします。 

 現在、あわら市内の飲食店の数及び経営状態は把握していますか。民宿、旅館の

数及び営業の状況及び経営状態は把握していますか。あわら市独自の持続化給付金、

給付には要件を満たすことは当然ですが、業者や個人事業主に給付金は考えていま

すか。 

 以上、１回目の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 経済産業部長、武田正彦君。 

○経済産業部長（武田正彦君） １点目の、現在、あわら市内の飲食店の数及び経営状

態は把握しているかについてのご質問にお答えします。 

 商工会が毎年実施している調査によりますと、令和２年３月末時点で市内には１

２４の飲食店があります。飲食店の経営状態については、各事業者への聞き取りや

アンケート調査、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための保証

制度であるセーフティーネット保証の申請状況、金融機関等からの融資借入れ状況

などにより把握に努めております。 

 また、小規模事業者に寄り添う伴走型支援を推進し、４人の経営指導員による相

談支援を行っている商工会と定期的に連絡会を開催し、市内事業者の活動状況や課

題などの情報交換、各種施策に関する意見交換などを行っています。 

 市内の飲食店は、昨年春先からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自

粛などの影響により人々の生活が制限され、イベントや歓送迎会などの予約が次々

にキャンセルになったほか、店内で飲食する人も減少するなど大きな影響を受けま

した。 

 このような売上げが減少している市内飲食店を応援するため、昨年４月には、外

出を控えている方でも利用しやすい持ち帰りのできるテイクアウトや配達などの取

組を支援する飲食店応援事業を実施したところです。使い切り容器や岡持ちなどの

運搬容器の購入費用の支援や、市内の店舗情報をまとめたチラシを発行したほか、

テイクアウトあわらのウェブサイトも開設し、市内５６の飲食店や宿泊事業者が参

加をしました。このうち約３０の事業者が現在も継続して実施をしています。 

 また、事業継続と雇用維持を図る事業所を下支えするため、借入金に対する利子

を県と併せて最大５年間補給する長期的な資金繰り支援や、休業や営業自粛により

著しく売上げが減少している小規模事業者に対して５万円を支給する事業者応援給

付金などの施策を講じました。 

 さらに、落ち込んだ消費を喚起するため、商工会と連携し、昨年１２月から今年
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１月にかけプレミアム付商品券事業を実施するなど、飲食店を含む市内事業者の支

援と地域経済の活性化を図っています。 

 このほか、中小企業診断士による経営相談会も毎週開催するなど、市内事業者の

事業継続に向けた支援も行っているところです。 

 現在、県においては、プレミアム付食事券を発行し飲食店を応援するＧｏＴｏイ

ートや、県内の小売サービス業店舗で利用できる電子クーポン「デジタルバウチャ

ー」を活用した消費喚起事業「ふく割」などの各種支援が行われているところです。 

 市内の飲食店は感染症対策を徹底し、宅配やテイクアウトなど経営改善に取り組

んでおりますが、長引くコロナ禍にあって客足の戻りは見通せず、引き続き厳しい

経営状況が継続していると認識しております。 

 次に、２点目の民宿、旅館の数及び営業の経営状態は把握しているかについての

ご質問にお答えします。 

 商工会の調査によりますと、令和２年３月末時点で市内には３２の宿泊事業者が

います。宿泊事業者の経営状態については、旅館組合や商工会と情報交換を行うと

ともに、先ほどの飲食店と同様に、各事業者への聞き取りやセーフティーネット保

証の申請状況、融資借入れ状況などにより把握に努めております。 

 宿泊事業者につきましても、昨年春先からの新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い、春の大型連休中にほとんどの旅館が休業を余儀なくされるなど、市内の宿泊

事業者も大きな影響を受けております。 

 市としましては、感染症の影響により大幅に落ち込んだ観光消費の回復を図るた

め、７月から８月に県民が市内宿泊の際に２,０００円を割り引く「感幸あわら」県

民宿泊客拡大支援事業を県のふくいｄｅお泊りキャンペーンと併せて実施をし、あ

わら温泉をはじめとした市全体の経済の活性化を図りました。 

 さらに、昨年７月下旬から始まった国の観光支援事業ＧｏＴｏトラベルや、１１

月から始まった県のふくいｄｅお得キャンペーンにより、冬のカニシーズンにはほ

とんどの旅館が満館になるなど、一時は活気づきました。しかし、全国で再び感染

者が増加する中、１２月２８日からはＧｏＴｏトラベルが全国的に一時停止となっ

ており、旅館では平日における計画休館の実施や週末のみの営業にするなど苦境が

続いています。 

 次に、３点目のサービス業に対してあわら市独自の持続化給付金は考えられない

かについてのご質問にお答えします。 

 コロナ禍で経済が悪化した今年度、営業自粛などの休業により著しく売上げが減

少する商工業を営む小規模事業者に対し、事業の継続を支援するため、１事業者に

つき５万円を支給する事業者応援給付金事業を行いました。 

 このような給付金支給など新型コロナウイルス感染症対策に係る経済対策につい

ては、国や県、市がばらばらに事業を実施しますと、利用する事業者や市民に混乱

を招き、結果的にその事業の効果が薄れてしまうおそれもあることから、お互いが

連携を図り、経済再生を推し進めていくことが必要です。 
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 県は２月補正予算におきまして、令和２年の事業収入が前年比で１割減少した事

業者に対して１０万円を支給する福井県版持続化給付金の制度を創設しました。 

 また、飲食店を支援するためのＧｏＴｏイートにつきましても、利用期間を令和

３年６月末まで延長することにしたほか、この事業が終了した後の７月からは、県

において１セット３,５００円分の食事券を３,０００円で販売する福井県版ＧｏＴ

ｏイート飲食店応援キャンペーン事業を実施する予定としています。 

 観光支援では、県が実施している県民対象の宿泊旅行代金を割り引くふくいｄｅ

お得キャンペーンについて、期間を当初の令和３年１月３１日までから令和３年３

月３０日宿泊分まで延長し、さらに割引率をＧｏＴｏトラベル再開まで１５％から

５０％に引き上げるなど、３月の卒業旅行シーズンにおいて観光関連産業への影響

を緩和する支援が行われています。 

 このほか、ＧｏＴｏトラベルが終了後には、県内での平日宿泊旅行について旅行

代金の最大３０％を割り引く県内観光促進事業など、様々な事業者支援が今後予定

されております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、サービス業などを取り巻く状況はいま

だ先行きが見通せない中、国や県、商工会、観光協会など関係機関と連携を密にし、

必要性、緊急性を精査しながら、市内事業者の事業継続や雇用維持に向けて、中小・

小規模事業者の支援に取り組んでまいります。 

 具体的な施策としましては、夏頃にプレミアム付商品券事業の実施を検討してま

いりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 順番に一つ一つお伺いをします。 

 全国的に見れば、コロナ禍における旅館、飲食店などの廃業が昨年度から報道さ

れています。現時点で、新幹線開業まで飲食店、旅館等、あわら市内の業者は持ち

こたえられるでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 経済産業部長、武田正彦君。 

○経済産業部長（武田正彦君） 先ほどの答弁でもお答えしましたが、そうした飲食店、

旅館等の支援を含め、さらに市内事業者を広く支援することができる方策として、

現在、プレミアム付商品券事業が有効であろうと考えているところでございます。 

 なお、商品券事業に併せて、先ほど申し上げた国や県の各施策も活用をしていた

だきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） もう一度お聞きしますが、あわら市は今まで、市民に対しての

補助、助成金は国からのコロナ関係の交付で賄ってきました。今度、第３次補正で

も今回も来ると聞いています。 
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 また県も、先ほど申したように、県独自の持続化給付金を２月補正で事業費３０

億円を計上し、給付対象者は県内２万７,０００事業所と発表しました。 

 そこで、今回、あわら市も、国も県とプラスしてあわら市独自で持続化給付金を

給付するべきだと私は思いますが、どうでしょうか。 

 また、サービス業は会社員と違い定額収入はありません。今回僕が申している給

付金、補助も、私は東京都みたいな一律同額ではなく、昨年の納税に対しての補助

金交付を行うというのはどうかなと考えていますが、考え方をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 今、吉田議員がおっしゃることも一理あるかと思いますけれ

ども、全国の経済状況はばらばらですし、福井県内もそれぞれ地域によって違うと

思っています。 

 今、あわら市を取り巻く環境は確かに非常に厳しいと思うんですけれども、今、

新幹線の事業整備なんかをしている中でですね、幸いにも県外から多くの事業が来

て、その方々によっていろんな消費も下支えされているという現状もございますし、

いざ観光的なものが全国的に展開されると、やはり宿泊所を持っているあわらとい

うのは、県内でも真っ先に益を頂けるところであります。旅館といっても別に旅館

だけが潤うわけではなくて、それを支える、関連するいろんな事業者がありますし、

当然、飲食事業者なんかも入ってくると思っております。 

 そうした状況の中を見ていると、今後しばらくは、今、国がＧｏＴｏトラベルと

か、県のほうもこういう観光事業を進めるということを我々は情報として得ている

わけです。そういうようなのを見極めた中で、今当分はですね、まだこの夏までに

継続的に国とか県が次々と施策を打っていきますので、その状況を見てからでも遅

くないと思っています。昨年は宿泊キャンペーン、あれは県よりも市のほうが先駆

けてやって、県がそれをむしろ追ってきた形になっていますけど、今回は県からこ

ういうことをやるからねという情報ももちろんもらっていますので、あわらとして

はその辺を見極めるということです。 

 それと、飲食事業者につきましても、５月、６月にやったああいう事業も、頑張

っているとか一生懸命やっていらっしゃいますので、状況を見てやりますけれども、

そういうようなのを全体的にやると、サービス業に限らず、いろんな商工業者いっ

ぱいありますので、そういうことを全体に支えるということになってくると、やっ

ぱり僕は融資であるとか、ああいう全体的な市民も巻き込んだプレミアム商品券事

業というのが有効かなと思っています。持続化給付金は、財政的に豊かなところは

できるんでしょうけれども、あわらのところは、独自にやるというよりも、やはり

別な形で状況に応じた支援をするのが効果的じゃないかというふうに今は考えてご

ざいます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 
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○７番（吉田太一君） 財政的にあわら市内単独でというのは厳しいというのはよく分

かるんですけれども、僕の考え方では、例えば、国は東日本大震災のときに使った

お金なんかは、コロナ税として国民から税を徴収しています。あわら市も独自でそ

ういうようなのを出して小さく長く集めるのもいいかなと思って今回発言をしまし

たが、市の考え方がプレミアム商品券事業で賄っていくということであればそれも

いいかなとは思うので、この夏頃に出すプレミアム付商品券事業、昨年度とどう違

うのか、同じ規模でやるのか、ちょっと内容についてお聞かせいただけますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） まだ確定したわけでございませんけれども、商工会の赤尾会

長とはいろいろ話をしていまして、前回の云々が、期間が２か月でよかったのかと

かですね、１世帯一応４セットという上限設けましたけど、ああいうようなのはも

う少し数を増やしたほうがいいんじゃないかとかですね、発行額そのものの規模を

大きくするかどうかも含めて、今後状況を見ながら判断していくということで今お

話をしています。商工会のほうからは、ぜひそういう形で、この夏にでもやってい

ただけないかという強い要望は受けています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 事業者、個人事業主の方は、現在苦しいのは間違いありません。

新幹線開業時に飲食店、旅館等がなくなることは本末転倒であります。なくなるこ

とはないと思いますが、市としてできる範囲の支援、給付だけでなく、例えば、県、

国の支援情報を知らせることも大変大事だと思います。しっかりと情報発信をして

いただきたいと思います。 

 それでは次の質問に入ります。新型コロナワクチン接種についてお伺いをいたし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り

申し上げます。 

 さて、あわら市でも、２月１日に新型コロナウイルスワクチン接種実施本部が立

ち上がりました。 

 そこで、本部長である副市長にお伺いをいたします。 

 実施本部の体制と人員の内訳をお伺いします。また、ワクチン接種までの準備、

体制整備はどのように考えていますか。４月から医療従事者、高齢者のワクチン接

種が始まると予想されますが、会場などは既に考えているのでしょうか。 

 １回目の質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） １点目のワクチン接種実施本部の体制と人員についてのご

質問にお答えいたします。 
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 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、ワクチン接種は感染症対策の重

要な柱であり、全国的に実施する施策であることから、国主導の下、市町村が実施

主体となって予防接種を行ってまいります。 

 ワクチン接種は全市民を対象としたものであり、緻密な計画や医師会など関係機

関との連携が不可欠であることから、市では２月１日にあわら市新型コロナウイル

スワクチン接種実施本部を設置しています。 

 実施本部の体制及び人員といたしましては、私を本部長とし、副本部長兼事務局

長に健康福祉部長を充てています。 

 事務局には、ワクチン接種全体を総括する健康長寿課長に加え、接種対応には多

くの職員を動員することなどを考慮し、総務課長を配置しています。 

 実務を担う組織といたしましては、接種スケジュールや医師会との連絡調整、ワ

クチン接種全体の企画調整を行う総務班に３人、ワクチン管理や接種会場を開設、

運営する接種班に５人、接種予約や各種相談に対応する予約班に２人の責任者を配

置しています。 

 さらには、機動的に事務処理を担うことを目的に、事務局長直属に総務課及び政

策広報課から３人の職員をつけており、関係機関との連絡調整など臨機に対応でき

る体制としています。以上のことから、実施本部は私を含めまして１７人による体

制としています。 

 なお、接種開始に備えて、３月下旬に開設するコールセンターに３人から５人程

度を配置するとともに、接種会場には１会場当たり医師や看護師を除き１０人程度

の職員の配置が必要となります。また、接種は数か月に及ぶことから、全庁的に職

員を導入することといたしております。 

 次に、２点目のワクチン接種までの準備はどのように考えているかとのご質問に

お答えいたします。 

 今回のワクチン接種は、国民の命を守ることを念頭に全市民を対象としたもので

あることから、安全性と迅速性、さらには、ワクチンの性質上、効率性が求められ

るなど、かつて経験したことのないワクチン接種事業となっています。 

 このことから、接種の準備に当たっては、全庁的な実施体制を確保し、実施本部

を設置したところです。 

 現在、優先的に始まる高齢者の接種に向けて、医師会との調整や接種券の発送準

備、予約・受付体制の構築、接種日程と人数のシミュレーション、会場の確保、物

資の調達などを進めております。 

 最後に、ワクチン接種の会場は考えているのかとのご質問にお答えいたします。 

 接種体制における国の想定では、接種会場や接種方式は医療機関と市町村が設置

する特設会場としていますが、ワクチンの性質上、接種可能な人数を可能な限り多

くし、効率性を高めるよう求めています。 

 このため本市では、公民館等での集団接種を基本としていますが、基礎疾患を持

たれている方については、かかりつけの医療機関での個別接種も想定しています。
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具体的には、６５歳以上の高齢者は会場までの便宜に配慮し、温泉地区及び山方・

里方地区は農業者トレーニングセンター、北潟・波松地区は北潟公民館、本荘・新

郷地区は本荘公民館、金津・伊井地区は中央公民館、坪江・剱岳地区は坪江公民館、

細呂木・吉崎地区は細呂木公民館の６会場での接種を想定しています。 

 また、６５歳未満の皆さんについては、芦原地区は保健センターまたはＪＡ芦原

会館、金津地区は中央公民館の２会場での接種を予定しています。 

 なお、基礎疾患があるなど接種に不安を持たれている方については、かかりつけ

の医師に相談された上で、集団接種か個別接種かを決めていただきます。 

 また、高齢者施設等に入所されている方については、施設の嘱託医等による施設

内での接種を予定しています。 

 いずれにいたしましても、これから実施するワクチン接種は、市民の皆様の命を

守るため、安心してワクチン接種を受けられるよう万全を尽くしてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） それでは、また一つ一つお伺いをします。 

 ２月の補正で、新型コロナウイルスワクチン接種事業８１１万１,０００円の内訳

を教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 会計年度職員１か月１名分といたしまして１８万７,０００円、広報用チラシ印刷

費といたしまして４０万円、高齢者用の接種券郵送代といたしまして７９万円、ウ

ェブサイト予約システム費といたしまして１００万円、コールセンター用の電話機

設置費といたしまして５０万６,０００円、コールセンター用パソコン及び電話機の

購入その他備品といたしまして１１０万円、接種台帳などのシステム改修、接種券

印刷費で３８９万３,０００円、その他事業用消耗品等で２３万５,０００円で予算

を計上させていただいております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 今聞いた内容で、ウェブサイトでも予約ができるということで

すが、ウェブサイト、高齢者の方できるかなと思うんですけれども。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 予約に関する方法でございますけれども、もちろんそれぞ

れの年齢の方々の特性、そういったことを考えると、その方法は幾つか用意する必

要があると考えています。 

 １点目が通常のウェブ上の予約、これはＱＲコードを読み取ることで簡単に予約

ができるという方法。加えて、このシステムに連動させて、ＬＩＮＥを活用した予
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約も可能とするように予定をしております。さらには電話による予約、これはもち

ろん高齢者の方々におかれては、やはり電話が一番多いと思われますし、あとはま

だワクチンの供給体制が明確でないことから非常に苦慮しているんですが、場合に

よっては期間が一定程度あるのであれば、はがきによる予約回答といったようなこ

とも一応想定しながら万全を期していきたいと、あらゆる手段を講じて予約ができ

るようにということを考えております。 

 一方で、医療機関でもし個別接種を希望される場合は、それぞれの医療機関へ直

接予約するということになっておりますので、申し添えさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 今、副市長、電話でも受け付けるちゅうことは、コールセンタ

ーで受け付けるということやと思うんですけれども、コールセンターの設置という

か、それは接種券発送後に設置するということでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 当初ですね、接種券の発送を３月中旬頃を予定していたと

いうこともあって、３月１５日にこのコールセンターを設置したいと予定していた

ところでございますが、ご承知のとおり、国のほうからワクチンがなかなか地方に

配ることができないという状況の中で、今のところでございますが、接種券の発送

が３月下旬から場合によっては４月の上旬にずれ込む可能性が出てきております。 

 そういうことも考えまして、現在、あわら市では、３月２２日月曜日にまずはこ

のコールセンターを設置をいたしまして、接種に関する様々な一般的なご相談を受

けつつですね、接種券の発送とともに、また予約のほうの相談も受け付けると、こ

のような体制を今考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） このコールセンターですけれども、何時から何時まで、また土

日も開いているのかお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 予約に至るまでの一般相談については、平日の８時１５分

から５時まで、業務時間内で対応したいと思います。 

 現時点でまだ決定はしておりませんが、接種予約が始まりますと、やはり土日も

開設しなければならないのではないかということを含め、今検討を進めているとこ

ろでございます。 

 ８時半から５時でございます。失礼いたしました。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 
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○７番（吉田太一君） ワクチン接種のシミュレーションは行いますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 全国的にも、例えば川崎市で行ったことは非常に有名、そ

こから得た知見が相当あっての改善がさらに進んでおりますが、県内でも幾つかの

市で行われております。 

 あわら市におきましても、３月下旬に一度、全体の流れを確認するためのシミュ

レーションを行いたいと考えております。さらに接種が始まる前、４月の上旬を予

定しておりますが、各課から動員する職員なども含めて、実際のワクチン接種の流

れを十分に検証した上で本番を迎えるための知見を得ていきたいという具合に考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） ２月１９日から福井勝山総合病院で医療従事者のワクチン接種

が始まりましたが、あわら市の医療従事者のワクチン接種はいつから始まりますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 医療従事者の実施主体は、県が主体となって現在進めております。ワクチンの供

給量が少ないという状況の中で、一部基本型病院のように供給されるということは

伺っておりますけれども、市内の医療従事者接種につきましてはいまだ未定という

ことでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） ワクチン接種にはかなりの医師、看護師の確保が必要だと思い

ますが、医師会との協議の中で必要なだけの人員は集められるのでしょうか。また、

必要な人員というのは医師何名、看護師何名でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 集団接種会場でのワクチン接種につきましては、医師及び看護師の方には、ふだ

んの医療機関での診察を行いながらの出務をいただくということになります。 

 ２月１６日に、あわら市内の医療機関の先生方に、会議の場をお借りいたしまし

て、今回の接種の方針につきまして説明をさせていただいた上で出務の依頼をさせ

ていただきました。 

 また、接種会場に出務可能な日をはじめ帯同可能な看護師の人数、さらには医療

機関での個別接種の可能人数などの意向調査も併せて実施をさせていただいており

ます。その意向調査結果を基に、今後、医師会と調整をさせていただきたいという
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ふうに考えております。 

 また、医療従事者の人数と看護師の数でございますけれども、想定といたしまし

ては、１会場２系列を持ちまして、１系列当たり医師１名、看護師２名というよう

な体制となってまいります。 

 基本的には集団接種ということでございますので、その中身のワクチンの供給量、

併せた段階で先生方に埋めていただくというような作業が実際には必要になってく

ると思いますので、万全を尽くして準備をさせていただきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） まず、ワクチン接種が始まったと想定して、直前のキャンセル

なんかは想定していますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 今まだ注射器の性能によって、５人分が取れるのか６人分

が取れるのかというような議論、大きくされておりますが、今現在、医療従事者は、

１本から６人分が取れる注射器を使っております。ただ、この注射器の供給が今後

まだ不透明で、５人になる可能性も残されております。 

 そこで、今ご質問の内容でございますが、１つのワクチンを開けますと、５人分

使わなければ、あるいは６人分使わなければロスが出ることになります。これも今

国でいろいろ想定しておりまして、例えばキャンセル待ちを導入してはどうかとか、

あるいは、例えば医療機関で余った場合は、どなたかあらかじめ確保しておいて接

種するとか、こういうことを考えているようでございますが、私ども今、集団接種

を想定する中で、現時点で５の倍数で今計算しておりますが、５の倍数での予約受

付というものを基本といたしております。 

 しかしながら、当日キャンセルでお越しになれない方がいらっしゃることも想定

されますので、その場合どうするか、これは今からまたさらにシミュレーションさ

せていただこうと思っております。具体的には、そこにいる、例えば私ども職員に

打つといったようなことも含めてですね、ワクチンに無駄が生じないようにという

ことに意を尽くしていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 安全性と迅速性、効率性を考えるのであれば、先ほど申した接

種会場、幾つも分けるのではなく、１か所に集める。例えばトリムパークで行うと

かやれば、医師、看護師なんかの人数もある程度抑えられるし、ワクチンの無駄も

なくなってくる。冷凍庫が今、あわら市に３台国から来るんですけれども、そのワ

クチンの保管場所にしても、１か所であればそこに置いておけるし、移動手段につ

いては、例えばシャトルバスを出すとか、デマンドを使うとか、そういうふうなあ

れもできると思うんで、僕は１か所でやるべきやと思うんやけれども、どうでしょ
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うか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） ご指摘のように、一度に大量に打つことでワクチンのロス

を少なくするとか出務する人数を抑制できるというような効果は確かにございます

ので、そのようなことも検討はしておりました。 

 その結果ですね、先ほど答弁させていただいたように、６５歳の方が終わった後

の一般の方については、これも１か所ではなくて２か所でございますが、芦原地区

１か所、金津地区１か所ということでさせていただくことを今予定しています。 

 なぜこれを集約しないかということでございますが、確かにお医者さんの出務機

会は減るんですが、系統数を増やすことになります。例えば、大きな会場ですと今

現在３系統予定しておりますが、これを４系統、５系統と増やすといたしますと、

それに伴って会場に集まる市民の数が多くなります。 

 ご承知のとおり、接種後には１５分から３０分間の経過観察を設ける場所の確保

も必要になってきますので、１か所に集めることがかえって密な状態をつくり出し

まして感染リスクが高まるということも懸念されます。もちろん、会場に入る際に

は検温とか予診で大丈夫かどうかの確認はいたしますが、まずは密を避けるという

ことが１つ。 

 それから、高齢者の地域でお受けいただけるという安心感といいますか、必ずし

もシャトルバスを出すから皆さんがそれに乗るということではなくて、ご家族が送

迎される方もいらっしゃると思います。そういたしますと、より身近なところでお

受けになるほうが利便性も高まりますし、またご安心いただけるのではないかとい

うことでございます。 

 したがいまして、６５歳以上の方については、先ほど申し上げました芦原地区３

会場、金津地区３会場合わせて６会場、ここを接種会場といたしまして、足のない

方、交通の便の悪い方にはバスを運行して巡回するということを今考えているとこ

ろでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） １か所に集めると密になるという考え方も分かるんですけれど

も、トリムパークは大変広いんで、一時休むところというと、例えば２階の観覧席、

それぞれの部屋があるんで、そこで待機してもらうこともできると思うんで、それ

ともう一点は、公民館を使うということは、その期間、今まで公民館を利用してい

た方がもう使えなくなる。それも短い期間じゃないんで、短期的なら皆さん我慢で

きると思うんですけれども、こういった長期的にわたる場合は、やっぱり今まで利

用していた方のことも考えてやるべきではないかと。代わりにトリムパークがある

んやで、何でそこを使えないのかなというのが僕の考えなんですけれども、改めて

もう一回お伺いします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） この会場を考える際に一番考えたのが、ふだんのご利用さ

れている皆さんに対するご迷惑でございます。 

 ただ、今お医者さん方の出務意向を確認させていただくと、一般的に木曜日の午

後、土曜日の午後が休診でございます。また、一部の医療機関は水曜日の午後もお

休みのところもありますが、そう考えますと、水曜日、木曜日、土曜日の午後、そ

れから日曜日は終日、ここが集団接種の主な日程になっていくのかなという具合に

考えております。 

 したがいまして、それ以外の日については、今、公民館あるいはスポーツ課とも

協議しておりますが、基本的にいつから始まっていつ終わるのかということをお示

しできない中、予約は受け付けさせていただきますが、その後、予防接種が入った

ときはご利用を控えていただくことになりますということを今お願いしようという

ことにしてございます。 

 そういった意味では、大変ご迷惑をおかけすることになるかと思いますが、まず

は６５歳以上の方々をおおむね２か月余り、３か月以内で終わらせた上でですね、

一般の方々の日程もシミュレーションする中で、改めてその辺は日程が確認された

上でご利用されている方々にご通知申し上げるということでご理解いただきたいと

思います。 

 なお、トリムパークかなづにつきましては、確かに大きな会場で、先ほど議員お

っしゃったように、様々な機能を持たせることはできると思いますが、一方で、中

央公民館と比べますとやはり市街地から離れておりますので、利便性に欠けるかな

と。歩いていける会場と、やはり何らかの移動手段が必要なトリムパーク、その辺

の利便性を考えて金津地区は中央公民館とさせていただいているところでございま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） いろいろな考え方があって、非常に個人的には厳しい。公民館

が使えないというのは。新たに今までやっていたことを別の会場でやらないといけ

ない。そうなると利用者が減ってくる。実際うちの場合も減ってきているんですけ

ど、それで４月以降、やめる方が何人もいます。会場が変わることによって。そう

いうようなのもちょっと考えてほしいなと思います。 

 次に、基礎疾患のある人の証明はどういうふうにするのかお聞きします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 一般的に基礎疾患と言われておりますが、じゃ、基礎疾患

とは何かということが実はまだ分かっておりません。一般的に、例えば糖尿病の方

とか心臓病の方とか、いろんなことがあろうかと思いますが、現在、この基礎疾患、
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あわら市はどの方がどういう基礎疾患を持っているかというのは把握できておりま

せん。これ、全国的に市町村どこも把握できません。 

 したがって、基礎疾患のある方の定義は、国においては自己申告ということが基

本になっております。それを証明するものは特に現時点では不要だという具合に考

えていいんではないかと思われておりますが、私はこれこれこういう不安があるか

らというご相談は、まずはかかりつけのお医者様にご相談いただくのが一番よろし

いんではないかというふうに考えておりますので、そのような周知に今後努めてま

いりたいと考えております。 

 したがって、証明書を発行するとか、あるいは事前登録が必要といったようなこ

とは現時点では考えておりません。今後また国でいろんな方法が示される可能性も

ございますが、国も現時点では自己申告という具合に申しているところでございま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） これ、証明書というのは非常に難しい。国も今いろいろと考え

ていると思うんですけれども、実際問題難しいですよね。例えば、僕がそういう特

定疾患を持っています、早めに受けさせてくださいといった場合、証明がないと、

あいつ議員やで特別にって言われる可能性がある。そういうようなのを防ぐために

もやっぱ国も考えてほしいし、市もちょっと考えてほしいかな。当然、基礎疾患を

持っている人、かかりつけ医で受けることになると思うんですけれども、かかりつ

けの先生は分かっているで打ってくれると思うんですけれども、何かやっぱし、ほ

かの市民の方にアピールできるようなあれがないとちょっと受けにくいかなという

あれがあるんで今回ちょっと質問しましたけれども、これ、今後国から何か出ると

思います。 

 ワクチン接種開始からいろんな問題も生じると思います。新型コロナウイルス感

染症の終息に向けて、切り札であるワクチン接種、多くの市民が安心して受け入れ

るように最大の努力をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） ありがとうございます。このワクチン接種、また、医療機

関の先行接種が今始まったばっかりでございまして、この先行接種の中で、実は副

反応とかいろんなことの知見を得るために行っているわけでございまして、そのう

ち２万人から報告を受けて、今後の国民に向けたワクチン接種の知見として活用す

るというような、言わば、まだ未知数、未知の世界の中を今準備を進めているとい

うことで、我々もワクチンの供給体制を含めて、先ほどの基礎疾患の問題とかいろ

んなところで、情報がない中、医師会の皆さんとの調整なども今苦慮しているとこ

ろではございますが、様々なこういう知見が明らかになってきて、また国からの通

知などを受けながら、あるいは県と協力して早期に万全の体制をつくってまいりた
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いと思います。 

 先ほどの繰り返しになりますが、基礎疾患の方々についての配慮については十分

心得ていきたいと思いますが、必ずしも個別接種にこだわっているわけではなくて、

集団接種も選択肢でございますので、まずはかかりつけ医にご相談していただいた

上で判断いただくということが基本になっております。 

 今、吉田議員から様々なご指摘をいただいたことを含めてですね、今後の接種体

制の構築に努めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 私はワクチン接種を受けたいと思っていますので、よろしくお

願いします。 

 次に移ります。あわら市の財政について。 

 コロナ禍において、あわら市の税収はかなり落ち込むと思います。現在、駅周辺

整備及び道の駅蓮如の里あわらの構想などお金のかかることばかり。また、北陸新

幹線福井開業が１年遅れることによって、あわら市の負担がどれくらいかかるか心

配です。 

 そこでお伺いします。 

 あわら市の財政の見通しはどう見ていますか。新幹線が遅れることによるあわら

市の負担はどれくらい見ていますか。また、地方債の残高と推移を教えてください。

自主財源である市民税、法人税の今後の予想はどうでしょうか。 

 最後に、コロナ禍で税収は落ちています。すぐに回復する要素が少ない中、以前

のような事業等はできないと思います。これから事業等を減らしていかなければな

らないのは皆さん分かっていると思いますが、このコロナ禍の中で減収となった今、

どのような考え方に基づいて事業を取捨選択するのか考えをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） １点目の、現在のあわら市の財政の見通しはどうかのご質問

にお答えをします。 

 現在の財政状況は、財政健全化判断比率で見た場合、令和元年度決算で実質公債

費比率が７.０％、将来負担比率が４６.１％であり、それぞれの早期健全化基準で

ある２５％、３５０％を下回っております。 

 また、県内９市における実質公債費比率の平均値８.６％、将来負担比率の平均値

６６.３％を下回る水準であることから、おおむね健全な財政運営ができているもの

と考えております。 

 今後の財政の見通しについてですが、歳入では、新型コロナウイルス感染症の影

響により、個人市民税や法人市民税のほか入湯税の減収が見込まれます。この影響

がどの程度続くのか、現在、先が見通せない状況にあります。 

 また、人口減少により地方交付税の減額なども見込まれることから、厳しさが増
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すことは予想されております。 

 歳出では、公共施設等の長寿命化や更新費のほか、公債費、扶助費の増加が見込

まれています。 

 歳入と歳出との乖離は、財政調整基金などの取崩しで対応することとなります。 

 また、公債費の増加は財政健全化判断比率の上昇を招くことになることから、引

き続き財政の健全性が保たれるよう努めてまいります。 

 次に、２点目の新幹線が１年遅れる中であわら市の負担はいかほどになるかとの

ご質問にお答えします。 

 今回の事業費の増加は、不調・不落や工期短縮などによる事業実施に伴うものや、

物価上昇等の外的要因に伴うものを合わせて２,６５８億円の増額になるものです。

このうち１,７８７億円が福井県内の事業費とされています。 

 事業費の負担割合については、ＪＲが鉄道・運輸機構に支払う新幹線施設の貸付

料を除いた残りを、国が３分の２、地方が３分の１で負担することになっておりま

す。この地方負担３分の１のうち、あわら市においては、高塚跨線橋南側から竹田

川右岸までの延長約８８０ｍが対象の事業区間となっており、地方負担の１０分の

１があわら市の負担となっています。 

 具体的に申し上げますと、あわら市の対象区間の総事業費は今回の増加により３

０３億円となり、貸付料は１４４億円となっています。事業費から貸付料を除いた

残り１５９億円の３分の１が地方負担で、このうち１０分の１に当たる５億３,００

０万円があわら市の総負担金となります。前回示されていた負担金が５億円でした

ので、今回３,０００万円が増額されたことになります。 

 次に、３点目の地方債残高の推移についてのご質問にお答えします。 

 一般会計における地方債残高の状況ですが、令和元年度末で約１７６億５,０００

万円となっており、令和２年度末で約１８３億円、令和３年度末では約１８３億９,

０００万円が見込まれています。 

 芦原温泉駅周辺整備や道の駅蓮如の里あわら整備の完了が見込まれる令和４年度

末での地方債残高が最大限となり、令和５年度以降は減少するものと予測していま

す。 

 なお、令和３年度末における地方債残高のうち、地方交付税により元利償還金の

１００％が措置される臨時財政対策債は約７３億２,０００万円で３９.８％、同じ

く７０％が措置される合併特例事業債は約４６億７,０００万円で２５.４％となっ

ており、これら有利な地方債で６５.２％、全体の３分の２を占めています。 

 次に、４点目の自主財源である市民税、法人税の今後の予想はとのご質問にお答

えします。 

 新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響は計り知れません。市の財政

基盤の根幹である市税においては、令和３年１月末現在、現年度分における収入額

は約３６億８,５００万円となっており、前年度の同月と比較して約２億１,４００

万円、５.５％の減となっています。 
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 令和２年度における市税収入は約４４億４００万円と見込んでいます。 

 令和３年度における市税の現年度分は４０億７,２００万円、前年度比で４億７,

９００万円、１０.５％の減としています。 

 個人市民税が前年度比で約１億円減となる１２億５,０００万円、法人市民税が前

年比で１億５,０００万円減となる３億９,０００万円としています。 

 新型コロナウイルス感染症の感染状況やワクチン接種の時期にもよりますが、厳

しい社会経済情勢が続くようであれば、さらに個人市民税や法人市民税の減収が考

えられます。 

 最後に、５点目のコロナ禍の中で減収となった今、どのような考え方に基づいて

事業を取捨選択するのかとのご質問にお答えします。 

 市民税や入湯税などの減収が見込まれる中であっても、活力あふれる未来に向け

た芦原温泉駅周辺整備や新型コロナウイルス感染症への対応などは着実に取り組ん

でいかなければならないと考えています。 

 また、限られた財源を有効に活用するため、事務事業の緊急度、優先度を見極め

た効果的な予算配分に努めており、また努めてまいります。 

 新型コロナウイルス感染症が社会経済に大きな影響をもたらす中、引き続き事務

事業の見直しを進めていくほか、国、県における補助制度の活用、ふるさと納税の

推進などの財源確保に取り組み、持続可能で健全な財政運営に努めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） コロナ禍前の財政状況はいいというのは分かりますが、これか

らは厳しいということですね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 今ほど市長の答弁にございましたように、コロナ禍という

こともあって税収も落ち込みます。また、人口減による普通交付税、普通地方交付

税の減も見込まれてございます。その中にあっても大型の投資的経費が続くという

ことで、厳しさが増すということだろうというふうに考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 総務部長、令和３年度当初予算によれば、地方交付税が約２億

円減額されていますが、理由は何でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 議員ご指摘のとおり、令和３年度当初予算におきまして、

普通地方交付税、前年度比２億円減の２２億円を計上して見込んでございます。 

 令和２年１０月に実施されました国勢調査における人口の速報値につきましては、

５年前の数値から約１,１７０人程度減となってございます。 
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 普通地方交付税の算定におきましては、人口１人当たり約１４万円の経費が算入

されていることから、今回の人口減に伴い約１億６,０００万円が減額になるものと

見込んでございます。 

 このほか、地方交付税原資の不足によります臨時財政対策債への振替による増な

ども見込まれることから、トータルで２億円の減としたところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 人口減少でこれだけ交付税が落ちるということは、やはり市長、

交流人口１０万人も大事ですが、人口減はかなり財政的に影響があります。今後は

人口を増やすことも考えていくべきだと私は思います。 

 この前、新聞記事にありましたが、東京都在住の２０代から４０代、調査による

とコロナの影響で地方移住への関心が、コロナ関係で１２.６％、コロナとは関係な

く３０.８％の方が関心。合わせると４３.４％の方が関心があるという記事が載っ

ておりました。 

 新たな働き方の浸透により地方移住がさらに促進していく可能性がありそうなの

で、あわら市も頑張らないといけないと思うのですが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） まずは、移住・定住に向けて組織を強化して徐々に取り組ん

でおります。 

 他県の先進的な事例を踏まえながら、移住・定住あるいは空き家活用に向けた助

成は強化しておりますけれども、とはいっても、やはりこのあわらの魅力を発信し

てですね、いかに住みやすいかとか、作業的にいいところであるかということを発

信していかないとなかなか注目はしてもらえないと思います。 

 そうした中ですね、例を申し上げますと、富山県の南砺市は毎年２００人ほど移

住があるわけですね。これは新幹線開業の後、やはりそれぞれの地域が特色をしっ

かりと発信する中でそういうことが可能になっているというふうに思います。です

から、我々は先ほど新幹線開業に向けたという話をしておりますけど、あらゆる意

味においてですね、あわらの魅力を底上げし、その底上げしたものをしっかりと発

信していくということも大事ですし、さきの議会でも申し上げましたように、もう

一つ飛躍をさせようという意味においては、１０年先を見据えた国が行うようなス

ーパーシティ構想というようなものもですね、たとえ採択されなくても、そういう

ようなＩＣＴの基盤整備などを知る中で、あわらをいかにいいところだ、住みやす

いところだ、子育てしやすいところだということをしっかり発信しながらすること

が大事です。 

 それと、やはり交流人口を広げるということは観光でございまして、これもです

ね、あわらはやっぱり温泉を持っていますので、福井県内では最も有利な観光地で

あると思っています。交流人口を深める中で、訪れていた方々があわらのよさを知
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って、あわらに住んでいただけるというような、そういうことに努めるというよう

なことも併せてしっかりしていきたいと考えています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 では次、改めてお伺いしますが、臨時財政対策債について市長のお考えをお聞か

せください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） この臨時財政対策債というものはですね、地方交付税制度に

おける国の財源不足を特例的に補完する仕組みとして国が定めたルールにより発行

可能額が算定されるものです。地方交付税の代替措置であります。 

 財源の不足を補うため、財政調整基金の取崩しを行っている現状、あるいは、今

後、芦原温泉駅周辺整備などの大型投資的経費が予定されている中では、この新型

コロナウイルス感染症の影響による市税の減収などを考慮しますとですね、必要な

一般財源の確保という観点から、この有利な臨時財政対策債というものを借入れし

活用する必要があると考えています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） この臨時財政対策債の考え方については、私、前市長とも大変

やり合ったことがありまして、徐々に市長とまたこれの考え方について議論してい

きたいと思います。 

 次に、減収の中において、限られた財源を有効に活用するために効果的な予算配

分と発言されましたが、具体的な答えというのは答えにくいでしょうかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 個々に具体的にというのはなかなか難しいところでござい

ますけれども、強いて申し上げますと、例えば令和２年度予算におきましては、道

路維持費におきましては、道路にはみ出ている伐木の伐採ですとか、街路樹管理の

予算ということで集中的に予算づけをするということで、例年より１,５００万程度

増額して適切な道路環境の整備に努めたというのもございます。 

 また、令和３年度の当初予算におきましては、道路改良事業におきまして、南部

区画整理事業内の道路の舗装ですとか、あと、芦原こども園から温泉街に向けての

道路のガードパイプの整備などに、別枠といたしまして１,９００万円程度予算づけ

をして集中的に行うというような形での効果的な配分を行ったところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 財政が厳しい中、やらなければならないことは多いと思います。
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国の補助金なんかも活用しながら、なるべく減らないようによろしくお願いします。 

 次に、コロナ禍の中で財源確保、伸ばせる要素があるのはふるさと納税だと思い

ます。これ、伸ばすために何か対策はありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 小嶋創造戦略部長。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） ふるさと納税の額といいますと、これは魅力的な返礼

品をいかによりよく提供できるかにあると思っております。 

 今年度、担当セクションを強化いたしまして、こちらのほうに力を入れまして、

百数十点前年より増やしてまいりました。その結果、現在、昨年度６,５００万円の

寄附額が今年度は１億１,０００万円まで増やせるのではないかというふうに見込

んでおります。 

 今後も引き続き、様々な方法を取りながら、返礼品のバリエーションを増やすよ

うな努力を続けてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 伸びているのはいいことなんですけれども、お隣の坂井市と比

べると随分差が出ているんで、少しでも近づけるように頑張ってください。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。再開は１０時５５分といたします。 

（午前１０時４４分） 

                                        

○議長（山田重喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

                                        

◇堀田あけみ君 

○議長（山田重喜君） 続きまして、通告順に従い、１番、堀田あけみ君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 通告順に従いまして、１番、堀田あけみ、一般質問をさせて

いただきます。 

 東日本大震災から１０年が経過した今年２月１３日に、東北地方に震度６強の地

震が襲い多くの被害が発生しました。あれほど大きな災害を経験した東北地方であ

っても、今回の地震で停電や断水などが発生し、復旧作業に大変ご苦労されていた

ようです。死者を出さなかったことや、土砂の撤去や断水地域の水の配給が迅速に

行われていたように思います。やはり防災に対する意識の高さが迅速な行動につな

がっているではないかと感じました。 

 災害での対応は自助、共助、公助と言われ、行政の支援が動き出すまでには自助、
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共助に頼らざるを得ないと思います。そうは言っても、７２時間の壁があるように、

災害への対応は１分１秒でも早く行わなければなりません。やはり、災害には日頃

からの意識づけといかに備えるかが重要かと思われます。 

 そこで、防災について質問させていただきます。 

 あわら市では地域防災計画が作成されており、多方面にわたっての計画が掲げら

れております。正直、全てを覚えるのには大変な膨大な量となっており、また、市

民が理解されているかどうか疑問がありますが、防災は多方面にわたり対応が必要

なことを改めて感じました。 

 その中に、自主防災組織育成計画が掲げられております。自主防災組織について

は、令和元年１２月議会におきまして吉田議員が一般質問されており、自主防災組

織は８割強が組織化されたと答弁がありました。その後、組織化されていない自治

会にも組織化をお願いしているかとは思いますが、組織化されている自治会におい

て問題はないのでしょうか。 

 自治会の多くで区長が防災組織のトップになっており、自主防災組織のトップが

交代されている区もあるのではないでしょうか。その交代したことで問題は発生し

ていないのでしょうか。 

 また、あわら市では令和元年に防災士の会も設立されております。この防災士の

ことは、計画の策定年度の関係から地域防災計画には書かれておりません。書かれ

ていたとしても、自主防災組織における防災士の役割は書かれておりません。自主

防災組織も防災士も、行政の初期初動には限界があることを正直に表に出し、人命

を守るため、市民の皆さんにご協力をお願いしているものです。それだけに、行政

が機能していなくても、行政が指示を出せなくても、自主防災組織も防災士も機能

していただけるようにしなければなりません。 

 自主防災組織と防災士の現状と自主防災組織が機能し続けるための課題、特に区

長が交代することでリーダーが代わることの弊害はないのか、そして、防災士を含

めて、自主防災組織が機能し続けるための戦略についてお聞かせください。 

 次に、令和２年度にハザードマップの見直しをされるとのことですが、市民の皆

様に何を知ってもらいたいとお考えでしょうか。行政の資料の中は理解しにくい、

どこに記載されているか見つけにくい、見るのが嫌になるものが少なくありません。

このような情報について行政は、発表しているのだから行政の役割は果たしたとな

らないでいただきたい。より分かりやすく、より知ってもらうことに努めるべきだ

と思います。 

 先月の東北の地震では、各地で水道管の破裂があり、断水となりました。あわら

市の場合はどうでしょう。あわら市は、専門的見地から水道の断水の確率は高いの

でしょうか。断水の危険性が高ければ、事前に市民にお知らせするべきではないで

しょうか。より分かりやすく知ってもらいたい情報が確実に伝わるための手法につ

いて、マップの作り方でお考えがあればお聞かせください。 

 また、できれば梅雨時期や台風の時期までにハザードマップを配布すべきと考え
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ますが、いつ頃を予定しているのでしょうか。配布が秋以降であるならば、それま

での期間は今現在あるマップで災害に備えればよいのでしょうか。お聞かせくださ

い。 

 次に、行政内部の防災への対応についてですが、地域防災計画にはＢＣＰ（業務

継続計画）の策定により業務継続性の確保を図り、その実効性を確保するため、資

源の継続的な確保、定期的な教育、訓練、点検などの実施、さらには評価、検証を

踏まえた改定とありますが、まず、現在の市役所の災害時の業務継続計画はどのよ

うになっているのでしょうか。 

 地域防災計画では、例えばボランティアの受入れや避難所での対応、避難所では

女性、お年寄りなど弱者への対応など多くの業務が掲げられています。これら一つ

一つに適正に対応するとなると、どれだけの人員が必要になるのか。その中で通常

の業務がどれだけ可能なのでしょうか。現在ならば、そこにコロナ禍の対応も必要

となります。 

 昨年の熊本県の豪雨災害では、人吉市の職員が月３２０時間の時間外労働という

考えられない状態で対応していました。このような３２０時間も時間外労働するこ

とは、業務継続計画があったとは思えません。職員が倒れてしまっては業務の継続

どころではありません。災害時にはこのことも含めた業務継続計画が必要だと思い

ます。 

 この業務継続計画を発表しているところもあるようですが、行政機能もいち早く

復旧し、その情報を市民に知らせることは大変重要だと思います。あわら市はどの

ようにしていくお考えでしょうか、お聞かせください。 

 最後に、コロナ禍で避難所の拡大や在り方については検討していることと思いま

すが、その中に女性の意見は反映されているのでしょうか。 

 以上、お答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 自主防災組織並びに防災士の現状と機能し続けるための戦

略についてのご質問にお答えします。 

 現在、市内１２９の行政区のうち１０９区において自主防災組織が設立されてお

ります。 

 昨年９月に実施したあわら市総合防災訓練における住民避難訓練には、新型コロ

ナウイルス感染症の影響下でありましたが、１０１地区、３,８１３人の市民の皆様

に参加をいただきました。 

 一方で、今年度に集落独自の防災訓練を行っている集落数は４３区にとどまって

います。 

 こうした中、市では、各地域の自主防災組織の活性化を図るため、防災出前講座

等を積極的に開催しているところです。この集落ごとの出前講座では、比率の高い

高齢者を見据えて集落固有の防災リスクの見える化を促すなど、分かりやすい説明
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を心がけております。 

 また、発災時における自助、地域の助け合いによる共助の重要性についても、こ

れまでの事例を取り入れながら、日頃からの意識づけ、地域における防災意識の高

揚を促しているところです。 

 次に、防災士に関しましては、令和２年１２月末現在で、市内在住の７２人と市

外在住で市内事業所に勤務する６人の合わせて７８人が資格を取得しております。

この防災士制度は、平成７年の阪神・淡路大震災において、災害の規模が大きい場

合には行政機関も被災するために、初動の救助、救出、消火活動等が制限され、限

界があることを教訓に創設されたものです。 

 防災士は日頃から、行政や地域、企業、防災関連団体との連携を保ち、総合的な

防災力の向上を図るため、防災リーダーとしての自覚を持ち、自ら動くことが期待

されています。 

 本市においては、令和元年１１月にあわら市防災士の会が設立され、本年度に入

ってからは、市総合防災訓練を皮切りに、新郷、本荘、伊井及び吉崎の各小学校に

おいて、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所設営訓練を自主的に行ってい

ます。 

 市といたしましては、このような自主的な防災訓練等が効果的に機能できるよう、

その活動を支援するとともに、防災士としての知識、技術の向上に努めていただけ

るよう、防災士と自主防災組織及び市がそれぞれの役割を果たし連携することによ

って地域における防災力の向上を図ってまいります。 

 次に、区長の交代により、自主防災組織のリーダーが短期間で替わることに関し

ては、各集落での出前講座の際にも、みんな忙しくて、リーダーとなる担い手がい

ないといったご意見をお聞きしています。 

 このため、市といたしましては、集落の区長とは別に地域の防災リーダーとなる

担い手の育成が必要であると認識しております。 

 集落での出前講座等を通して直接的な助言、指導を繰り返し行うほか、防災士の

養成や活動を支援することにより、地域における防災リーダーの育成に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、令和元年度からは、地域における防災意識の高揚を図るため、集落の役員

や消防団、防災士などの関係者に参加を呼びかけ、防災に強い集落づくりをテーマ

としたまち・むらときめきセミナーを開催しています。 

 今後とも、防災セミナーの開催等により地域の防災意識の高揚を図るとともに、

集落単位での出前講座の開催や防災士の会への支援等を通して防災リーダーの育成

を図り、地域における防災力の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ハザードマップの見直しについてのご質問にお答えします。 

 現在、市では、洪水ハザードマップの更新事業を進めており、出水期の前には新

しい洪水ハザードマップを市内全戸に配布する予定です。 

 この洪水ハザードマップは、１０００年に１回程度の大雨による想定最大規模に
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基づいて新しくつくり直したもので、竹田川流域地区及び観音川流域地区では、関

係区長を対象とした説明会を開催することにしています。 

 なお、令和３年度には、市が発行する防災ガイドブックを全面的に改定いたしま

す。今ほどの洪水ハザードマップに加えて、地震、ため池及び津波の各ハザードマ

ップをまとめて掲載したいと考えております。 

 ハザードマップは自然災害のリスクを視覚的に表現した地図であり、より直感的

に被害をイメージしやすいとされています。ただし、その浸水や被害の程度は一定

の条件により計算されたものであり、必ずしもハザードマップに掲載した被害想定

と実際の被害が同じになるわけではございません。防災出前講座などを通して、ハ

ザードマップの正しい見方などについてもその都度説明してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、地震の際の断水に関しましては、あわら市地震ハザードマップで想定する

マグニチュード７.６の地震が発生した場合には、市内全域で液状化が起こり、広範

囲にわたり断水になると見込まれます。 

 幹線管路の耐震化や老朽管の更新などを計画的に進めていく必要があるほか、今

後とも家庭での非常用備蓄として、大人１人当たり１日３リットル３日分の飲料水

の確保をホームページや広報紙などで周知してまいりたいと考えております。 

 次に、ＢＣＰ（業務継続計画）はどのようになっているかとのご質問にお答えし

ます。 

 大規模な地震災害等が発生した場合は、市役所も例外なく被災します。庁舎の一

部が使用できなくなったり、各種業務システムの停止のほか、一部の職員は参集で

きなくなることも想定されます。 

 業務継続計画は、各種業務の遂行が困難な状況下にあっても、市民の生命、身体

及び財産を守り、市民生活や経済活動等への影響を最小限にとどめるため、あらか

じめ災害応急対策業務や優先度の高い通常業務を選定し、災害発生直後から迅速か

つ適切に実施できる体制を整えておくものです。 

 あわら市の業務継続計画は、平成３０年１月に策定をしてございます。災害の発

生から３日以内の職員参集率を５７％と仮定し、５９０の非常時優先業務の目標開

始時間を３時間以内、１日以内、３日以内、２週間以内、１か月以内ごとに区分を

してございます。 

 議員ご指摘のとおり、災害発生時には、ボランティアの受入れや避難所での対応

など、各種災害対応業務が激増いたします。特に発災当初の３日間は、昼夜の関係

なく全力で応急対策業務を実施する必要があります。 

 昨今の自然災害は、それぞれの特性や被害程度も異なり、それに伴う業務量も膨

大です。被害状況の把握、初動体制の確立から始まり、救助・救急の開始、ライフ

ラインの復旧、ボランティアの受入れ、避難所の開設、支援物資等の調達、配給な

ど、その業務は多岐にわたり、これら一つ一つについてどれだけの人員が必要にな

るのかは一概にお答えすることは困難でございます。 
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 このような中で、業務継続計画の実効性を高めていくためには、様々な被害状況

等を想定した上で、平常時から多方面からの対応策を検討していくことが必要です。 

 また、現在のコロナ禍のような外部環境の大きな変化や人事異動等に伴う組織内

部の変化なども考慮した上で、定期的かつ継続的に業務継続計画を見直していくこ

とが重要でございます。 

 次に、避難所の拡大や在り方について、女性の意見は反映されているかのご質問

にお答えします。 

 コロナ禍における避難所の在り方等については、昨年６月に新型コロナウイルス

感染症に備えた避難所開設マニュアルを策定し、担当職員による実地訓練をはじめ、

防護服や間仕切りの購入など必要な資機材等の整備を進めてまいりました。 

 女性の意見に関しては、集落での出前講座や防災士の会が主催する防災訓練に参

加した女性の皆様から多くのご意見をいただいています。例えば、プライバシーを

確保するための休憩場所の設置や、洗面所、洗濯場所のこと、また、更衣室やトイ

レの形式、設置場所に関することなど、様々な事項についてお聞きをしてございま

す。 

 従来から、女性の視点に立った避難所の設営、運営の在り方は大きな課題となっ

ており、様々な機会を捉えてご意見をいただきながら避難所の改善に努めてまいり

たいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） では、再質問に移らさせていただきます。 

 先般、福祉推進委員会で防災についての講座があったんですが、そのときに、結

構皆さん、洪水に対しての関心が高く、いろんな質問が飛んでいました。ハザード

マップについても、見方が分からないとか、そういうことが多々質問の中に出てき

ました。 

 この東北の地震の断水で、改めて液状化のハザードマップを私も見たところであ

ります。自分の足元が注意地域に入って、こういうときでないとなかなか日頃から

は見ないものだなと自分で痛感しました。でも、やはりよく見ないとなかなか分か

りづらいものです。 

 防災意識アンケートで、ハザードマップについて内容を理解しているとした人は、

福井県では３割以下、全国は約４割に対して福井県は低くなっております。また、

見たこともない人が１８％もいるという他県の３倍になっております。これは周知

面に課題があるのではないかと思われますが、再度質問します。 

 今後、防災ガイドマップをつくる際に、市として、市民に何を知ってもらいたい

と考えてこの防災マップをつくる考えでおりますでしょうか。 

 また、この数字を受けて、ホームページ、広報紙などで周知をするということで

すが、そのほかにもまた周知の方法というのは考えておられますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 今年度、今、洪水ハザードマップ、建設課のほうでつくっ

てございまして、それにつきましては先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、今

年の出水期前には全戸に配布させていただいて、関係区長さん方には周知を図ろう

というものでございます。 

 あと、洪水ハザードマップなんかを取りまとめた防災ガイドブックにつきまして

は令和３年度に予定をしてございますけれども、その中で何を伝えたいかというご

質問でございます。当然、災害が起こった際には、市民の皆様にはまず自らの命は

自らで守るという意識を持っていただいて、適切な避難行動を取ることが最優先だ

というふうに考えてございます。そのための自助の重要性を伝えたいということが

まず１点でございます。 

 そのほか、当然でございますが、災害発生時に最初に持ち出していただくような

非常持出品を入れる非常持出袋の準備、備えですね。それと、あとは災害から復旧

するまでの数日間を支える災害備蓄品の備え、これらを十分重要性が伝わるように

していきたいなというふうに感じてございます。 

 あと、当然のことながら、地震や風水害などの災害が発生した際には、自分の地

区やその周辺においてどの程度の被害が想定されるのかということを知ることも重

要でございますし、その情報を家族間や地区の方々、あと情報を共有していただく

ということも非常に大事なことだろうというふうに思っております。 

 この防災ガイドブックの改定に当たっては、これら項目につきまして、目につく

箇所に配置できるような、掲載するなどの分かりやすい内容に心がけてまいりたい

と。 

 防災ガイドブックにつきましても、当然、各戸に、前回も配布してございますし

今回も各戸に配布させていただくとともに、ホームページ等で掲載をして十分伝わ

るように周知を図っていきたい、努めていきたいというふうに考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 今の防災ガイドブック、これもよくできていると思います。

ただ、つくるときの優先順位を考えてつくっていただければと思っております。 

 それから周知の徹底ですが、出前講座というのは結構効果があると私は思ってお

りますので、またこれも含めて周知徹底に努めていただきたいと思います。 

 いくらよいマップを作成しても、市民が見なくては、理解しなくては何の意味も

ありませんので、大人だけでなく、子どもにも分かるような簡単なマップを考えて

いただきたいと思いますが、そこらはどうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 今、議員ご指摘のとおり、みんなに伝わるようにというか、

みんなが分かるような内容で、できるだけ簡略っていうんですか、分かりやすい表
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現なりに努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 次のガイドマップに期待したいと思います。 

 次に、あわら市の業務継続計画を読ませていただきました。大変よくできている

と思います。これはしかし、庁舎内の内部資料として存在しておりますが、実際内

容を把握していない職員も多いのではないかと思われます。 

 今後、これを市民にも見える計画として策定すべきですし、市民だけでなく職員

のためにも概要版を作成することを提案したいと思いますが、それについての見解

をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 業務継続計画につきましては、先ほど申し上げましたとお

り、平成３０年１月に策定してございます。３０年の２月から３月にかけまして、

全職員を対象とした当該計画についての研修会、開催いたしまして、職員への周知

を図ったところでございます。 

 また、３０年の１１月に開催しました市の総合防災訓練に併せて行いました職員

の非常招集訓練というのを行ってございますけれども、これの際にも、業務継続計

画に基づいて各部署による初動の要措置業務の確認ですとか、その報告訓練を実施

してございます。 

 さらに、令和２年の４月には業務継続計画の新型コロナウイルス感染症対象編を

策定したほか、職員に対するコロナ禍における避難所開設訓練並びに職員非常招集

訓練及び初動における要措置業務確認訓練、これらを実施したところでございます。 

 今後とも業務継続計画の職員への周知には努めてまいりたいと考えてございます

が、今ほど議員おっしゃられましたように、市民への周知、これはあくまでも職員

の内部的な業務継続計画でございますので、市民への周知というものは今のところ

考えてございません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 市民に全てでなくて、こういうことがちゃんとあるというこ

とを知らせる程度のものでいいかなと私は思ったんですが。 

 この参集訓練などは、今の話で行きますと、１年に１回は行っているという理解

でよろしいんですね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） おっしゃるとおりでございまして、毎年市の総合防災訓練

をやる際に、朝早い時間に全職員を対象とした非常招集訓練を行ってございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） それについての検証も行われているわけでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 検証といいますと、当然、各職員が各部各課のほうに参集

いたしまして、それを総務課なりへ何時から何時までに何人参集したというような

報告、それが検証ということになるかどうかは分かりませんが、そういうようなこ

とはやってございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） これは大事なことですので、これからもしっかりやっていっ

ていただきたいと思います。 

 次に、自主防災組織についてですが、現在、８割の区が組織をつくっています。

その大体４割弱が何らかの形で防災訓練を行っています。残りの区に対して防災訓

練の実施は呼びかけていると思うんですが、去年はコロナで思うようには、そうい

う動きはできなかったのかもしれませんが、その点いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 自主防災組織の組織率、約９割に近いような感じにはなっ

ているかと思いますが、その中で、先ほど答弁の中で申し上げました４３区程度し

か何らかの自主的な防災訓練をやっていないというようなことにつきましては、出

前講座等も含めまして、各地区に対して実効的な組織になるようにというんですか、

そういうような働きかけはしておりますし、今後とも継続して努めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 今の現状で、このコロナ禍がまだ収束していない中ではなか

なか難しいかもしれませんけど、ただつくっただけでは、やっぱり機能しなくては

これは駄目だと思いますので、そこのところよろしくお願いいたします。 

 それと、区長がトップの自主防災組織というのが多いと思います。先ほども答弁

の中にありましたが、そうではなくて、防災リーダーをつくるような固定的な組織

づくりが必要だと、これは私も思います。各区にそういう指導を行っていただきた

いと思いますし、また、災害はいつ起こるか分からないということも考えますと、

これは難しいかもしれませんけど、防災組織の組織図といいますと、全員がそろっ

たような形の組織図というのがほぼ一般的です。ですけど、日中に起きたときは、

若い人はほとんど仕事に出ていておりません。そういうことを想定しての訓練とか

組織づくりが必要だと思われますが、このことについての指導も行っているのでし

ょうか、また、これからどのようにするようにお考えでしょうか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 確かに、各区の自主防災組織の組織図等を見ていますと、

当然、区長がトップというところが多いかと思います。そのような点につきまして

は、防災リーダーというんですか、そういうリーダーを育成して、その人たちが担

っていただけるようになっていただきたいというのは市としても考えてございます。 

 また、当然、組織の役員というんですか、班員といいますか、そこら辺の構成に

ついては、当然、若い人もある程度年配の方も入ってございます。結構勤めておら

れる方がほとんどというふうに認識はしてございますんで、そこら辺、通常、家に

いる方がどれくらいの配置になっているのかというようなことも含めて、各区に対

して今後指導もしていきたいというふうに思いますし、適正に機能するような自主

防災組織づくりに努めていただくように努めていきたいというふうに考えてござい

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） ぜひそのように指導のほうをよろしくお願いいたします。 

 次は、避難所の重要課題としまして、１位が感染症対策で７０％、２位が高齢者

や障害者対策の５０％というふうにこの間報じられておりましたが、あわら市の防

災計画の中に感染症を想定した対策は盛り込んでおりますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 地域防災計画の中にコロナ禍での防災計画は盛り込んでご

ざいます。また避難所、先ほども申し上げましたが、職員に対するあれですけれど

も、コロナ禍における避難所設営訓練のマニュアルなんかもつくってございます。 

 なかなかコロナ禍ということで対応が非常に難しい状況ではございますが、万全

を期すような体制づくり、努めてまいりたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 感染症対策の中の一つにもなるかなとは思うんですが、避難

所拡大について、愛知県の春日井市とか三重県、長野県などは宿泊施設ですね、ホ

テルや旅館を活用しております。 

 実は今年の１月の大雪のときに、ＪＲ芦原温泉駅で３００人の乗客が列車に閉じ

込められたということがありました。そのとき、あわら温泉の旅館にＪＲから要請

があって、何件かの旅館が自ら駅まで送迎をして、１４５名の方を旅館に受け入れ

たと聞いております。おかみさんや観光協会の方々も、災害時にあわら市にこうい

う形で手助けができればと言っておりました。 

 あわら市でも避難所拡大として、この避難所の一つに旅館などの施設利用の考え

はありますでしょうか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） さきのときには、ＪＲのほうからの要請で、旅館のほうでそ

ういう開設していただいたということは聞いています。 

 ただ、通常の場合の避難所においては、我々は、それぞれの避難所での受入れと

いうことで今準備をしていますので、今、各旅館と、いざとなればそうなってくる

と思いますけど、今の状況の中では、何かあったときに泊めてくださいとかという

ような話までには至っておりません。今後またそういうことも検討はいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） あわら市は、旅館とかホテルがほかに、今ちょっとないよう

な位置的にありますし、それを利用したり、旅館の経営者である方々も手助けをし

たいとか、こういうことであわら市に対して貢献ができればという考えもあります

ので、また市のほうでこういうことも考えていただきたいと思います。 

 １９９５年の阪神・淡路大震災、１６年後の東日本大震災を踏まえて、２００５

年に日本政府も防災協力イニシアティブを発表し、基本方針の一つに、様々な面で

男女格差が存在するため、女性は災害時に被害を受けやすい、防災協力の全ての側

面においてジェンダーの視点に立った支援を行うということを明記しました。 

 内閣府男女共同参画局も、自治体へ幾度も避難所や仮設の運営への女性の参画、

女性の配慮について文書を出したそうですが、４分の１の自治体しか文書を認識し

ておらず、市町村や関係諸団体と連携して対応した自治体は僅か４.５％だったそう

です。 

 あわら市としまして、女性の意見を取り入れた避難所づくりや避難所運営組織の

中に女性を入れる考えはおありでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、避難所の在り方

に関しましては、集落での出前講座ですとか、防災士の会が主催する防災訓練、避

難所設営訓練に参加した女性の皆様から多くのご意見をいただいているところでご

ざいます。 

 例えば、間仕切りの中で着替えるにしても、上からのぞかれたり、影が透けるの

で着替えをためらうですとか、あと、災害現場での性犯罪が多いということを聞い

ているので、個室で人気のない場所を利用するのが怖いなどの意見をお聞きしてご

ざいます。 

 今後、避難所を開設いたしまして、避難所運営委員会というものを組織する形に

なろうかと思います。その際には、多くの女性の方に委員として参画をしていただ

いて、女性にとっても安全・安心な避難所になるよう市としても努めてまいりたい

というふうに考えてございます。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） ぜひそういうふうに、運営委員会の中に女性を入れた委員会

をつくっていただきたいと思います。 

 さっきの大震災のときも、５年前の熊本の地震のときも、物資担当が男性のため

に、下着や女性特有のものをもらいに行きにくいとか、今答弁していただきました

ように、更衣室とか、トイレの数とか、授乳室など、女性に対する配慮も当然必要

かと思います。もちろん、被害者、弱者に対しての配慮もそこには出てくるわけで

すが、これは日頃の地域での活動の代表が男性に偏っているために、急にそのとき

に女性を引っ張り出してもうまくいかないということもあります。そのためにも女

性のリーダーは必要だと思います。 

 女性というのは弱者としての存在だけでなく、支援や復興の担い手としての力も

持っています。あわら市で防災リーダーの育成を図るというお答えでしたが、その

中に女性のリーダーの育成も考えているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 女性の防災リーダーの育成ということでございます。防災

士の資格、取得されている女性も、今ちょっと数何人かというのはあれですけれど

も、何人かいらっしゃいますし、議員さんもお持ちかと思います。その点からも、

防災士の資格を女性の方にも積極的に取っていただいて、その地域の中での防災リ

ーダーになっていただけるように、市としてもまた推進していきたいなというふう

に考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 私も一応防災士の資格は持っていますが、実は講習を受けに

行って試験を受けるというのには丸２日間、朝から晩までかかるわけですが、なか

なか女性でこの時間を取れるかというと難しい問題があります。 

 他市では、防災指導員という制度を設けまして、自分の命を守るために必要なこ

とを指導して、市民に自助、共助の防災意識を高めていく施策を取っているところ

もあります。防災士の資格までは行かなくても、あわら市独自の何かそういうリー

ダー的な存在をつくるとか、市民に防災意識を高める施策として何かお考えはお持

ちでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 今ご指摘の点につきましては今後検討してまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 
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○１番（堀田あけみ君） いろんな女性と話していますと、やっぱり自分の命を守るた

めにどういうことが必要かとか、私も本当は防災士の資格を取りたかったんだけど、

やっぱり時間的に行けないから、そういうのがあるといいねという声を最近よく耳

にしますので、ぜひ前向きにそのところを考えていただきたいと思います。 

 防災だけでなく、いろんな面で幅広い年代に多様な活動している女性たちが参画

し、リーダーとして活躍できるようにすることが今求められております。 

 防災のまちづくりには、男性主体によるものだけでなく、仕事や子育て、介護を

実際に支えている女性の視点を反映させることが必要だと思いますが、改めて市長、

そのことについてのお考えありましたらお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 防災時にあるのは、被害に遭われてどうのこうのありますけ

ど、例えば高齢者の安否確認とかですね、あるいは大きくなれば赤十字の奉仕団が

おにぎり握ったりとかという、民生委員なんかの方も女性が多いですし、それを見

ると、これまでも女性がこういう防災に携わってこなかったわけではないと思いま

す。でも、これからはもっと、日赤の方もこの間言っていましたけど、参加してい

るのがみんな高齢化しているので、活動が昔から比べると少し参加者も少なくなっ

ているということもありますので、今後ともですね、若い世代にも声をかけながら、

市民がいろんな形で災害時には助け合えるような、そういうような仕組みづくりを

考えてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １番、堀田あけみ君。 

○１番（堀田あけみ君） 今、青壮年団とか婦人会がだんだんなくなっている時代でご

ざいますので、団体の意識を高めるということも大事ですが、一人一人の意識を高

めるということも重要かと思われます。 

 そのための制度や仕組みをつくり、日頃から全ての人々が平等な社会を実現して

いくことが災害に強いまちづくりにつながると思います。ぜひあわら市も女性の意

見や参画を積極的に反映されることを願いまして、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

                                        

◇山口志代治君 

○議長（山田重喜君） 続きまして、通告順に従い、３番、山口志代治君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） 通告順に従い、３番、山口志代治、一般質問を行います。 

 私の質問は、まず１点、まち・むらときめき事業の進捗、並びに市民活動サポー

ト助成金の進捗と２点でございます。 
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 それでは、１番からさせていただきます。 

 今、コロナ感染の拡大が続き、社会の至るところでその影響が出ております。佐々

木市長が肝煎りで２年前から提唱しておりましたまち・むらときめきプランについ

てはや２年が過ぎようとしており、３月補正においては４５０万円の減額補正が出

ておりますが、その執行状況はどのようになっているか。 

 集落に対する助成であるので、コロナ禍の中でのまさに今、このコミュニケーシ

ョンのありようが問われております。 

 住民自治の最小単位である集落の元気が求められている今だからこそ、この事業

が生きてくるんではないでしょうか。 

 それでは質問に入ります。 

 今日まで事業ベースでどれぐらい執行されたか。また、この２年間でどれぐらい

の集落が取り組んで、その内容はどういうものであったか。また、いまだ取り組ん

でいない集落について、これからどのようにそれを促していくのか。 

 私も何人かの区長に尋ねたところ、事務の煩雑さや煩わしさを上げており、何と

かもっと簡単にできないかというような意見を聞いております。今取り組んでおら

ない集落等の問題点をどのように把握しているのかお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） まち・むらときめき事業２年目となるが、その進捗はいか

ほどかとのご質問にお答えします。 

 ご承知のとおり、平成３０年度に策定したまち・むらときめきプランにつきまし

ては、人口減少や少子高齢化が進む中、各集落のコミュニティの活性化を図るため、

活力ある豊かで魅力にあふれた集落づくりのための主体的な取組を支援し、誰もが

ときめく集落づくりを推進することを目的としております。 

 令和元年度に創設した集落ときめき活動事業補助金では、県の集落活性化支援事

業補助金を活用し補助率を７割とし、令和元年度から４年度までに活用できる集落

ごとの補助限度額を示し、集落コミュニティの活性化に向けた取組に対し支援を行

っております。 

 支援の進捗につきましては、令和元年度で実施した補助事業は２１地区、事業費

６０９万７,０００円に対し、補助金３８９万８,０００円を執行しております。 

 令和２年度で実施した補助事業は３５区、事業費１,３６６万５,０００円に対し

補助金８９３万２,０００円を執行しております。 

 集落の行った主な活動内容といたしましては、集いの場づくりとして、集会場へ

の高齢者用座椅子の購入ですとか空調設備の整備、誰もが簡単に設置できる簡易テ

ントの購入。集落コミュニティの活性化として、集落内を流れる河川を活用したダ

ックレースの開催やフラワーアレンジメント教室の開催。人口減少対策と空き家や

空き地の活用として、空き家を管理するための竹伐採用のチェーンソーの購入。交

通利便性の向上に向けた取組として、乗り合いタクシー停留所への雨よけの設置。
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ふるさとへの愛着や誇りの醸成として、中山間地の魅力ＰＲのためのコスモス畑の

整備や花桃の植樹、伝統行事を継承していくための備品の購入や修繕など様々な事

業にご活用いただいております。 

 また、このほかにも、まち・むらときめきセミナーを開催し、集落の担い手育成

に努めてございます。令和元年度には、防災、健康、地域資源の活用をテーマに３

回のセミナーを開催し、延べ４８０人の参加をいただきました。 

 令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで

セミナーを開催することができませんでしたが、現在、防災に強い集落づくりをテ

ーマに、セミナーを動画で配信できるよう準備をしているところです。 

 次に、いまだに取り組んでいない集落については、どのようにして促していくの

かとのご質問にお答えします。 

 現在、集落ときめき活動事業補助金につきましては、補助期間４年間のうちの２

年間が経過いたしました。補助金を活用した集落の割合は全体の３８.０％となり、

補助金の執行割合は２４.３％となってございます。 

 補助制度の周知につきましては、区長会や区長会連絡協議会などで制度の内容や

申請方法、限度額などについて周知を図るとともに、活用の実績や活用状況につい

て広報等でお知らせをしてございます。 

 また、総務課に設けている区長相談窓口におきましても、その活用方法や申請方

法について例年多数の相談を受けており、申請に係るサポートを行っております。 

 相談を受けた集落の中には、どのような事業に活用してよいか悩んでいる集落も

多いことから、引き続きコミュニティ活性化の手法や活用事例の情報提供などに努

めてまいりたいと考えております。 

 なお、補助期間が限られていることから、今後は活用されていない集落に対し、

個別に制度についての周知ですとか活用に関する相談に応じるなど、全ての集落で

コミュニティの活性化が図られるよう、きめ細やかな支援に努めてまいります。 

 次に、事務の煩雑さ、煩わしさなどがあるため簡略化できないかとのご質問につ

いてお答えします。 

 補助金の申請につきましては、年２回の申請期間を設けるとともに、事前に申請

に関する相談に応じ助言を行うなど、申請に関する負担軽減を図っております。 

 補助金の手続につきましては、その他の補助金と同様の手続となりますが、申請

後、補助の可否を審議するための審査会を開催しております。この審査会では、各

集落からの申請には様々な事業があるため、集落コミュニティの活性化につながる

取組か、補助金の使途が適正か、県の補助金を活用していることから県の補助基準

に合致しているかなどを審査いたしております。 

 統一した見地で補助の可否を判断するための必要な手続となりますので、ご了承

をいただきたいと思います。 

 人口減少や少子高齢化、高齢者対策、防災対策など、集落が抱える多様な課題が

少しでも軽減できるよう、引き続きまち・むらときめきプランの推進に努めてまい
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ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） ただいま答弁をいただきましたが、周知に努めるということ

で、毎年同じようなやり方でやってもですね、２年間でこれだけしか消化できてい

ないと。補助金の執行率については２年、５０％期間は過ぎましたけれども、補助

事業としては２４％、４分の１だと。ということはですね、今までどおりまた来年

もやりましょうというように私には聞こえるわけなんです。 

 やはり予算化して集落にこれだけのことをやろうというんなら、やっぱり９割以

上は消化してもらいたいというのが担当者の思いじゃないかなと思うわけです。 

 なぜ取り組まないか、なぜ来ないかということに対する、今の答弁、明確とは私

は思っておりませんが、やはり集落の希望なりですね、区長の仕事そのものが非常

に煩雑化しているというのも事実だと思うんです。 

 そういう中で、さらにですね、いくらいい話言うても区長はもう乗ってこないん

じゃないかなっていう、私、そういう思いもするんです。 

 それで、二、三年前も話出ましたけども、いわゆる小規模多機能自治体というの

を南砺市でやっているということで、それについても一応検討しますということで

ありました。近くの坂井市の三国町では、区長事務というのを持っている集落もあ

るそうです。何らかの集落をまとめてそういう窓口をつくってですね、やはりこう

いう流れでどうですかとか、もうちょっと区に寄り添った指導というのができない

ものでしょうか。 

 確かに区長さんは１年限りが多いところがあるんですね。そうしますとね、１年

だけ何とか我慢すればいいわなっていう形でずるずると過ぎてしまうということで、

行政側だって、何でこんないい事業取り組まないかなという思いがあるんですが、

その辺のギャップを埋めない限りですね、やっぱり地域のそういうものは結びつい

てこないんじゃないかなと。 

 私自身ですね、非常に過疎化、高齢化ということは非常にひしひしと身にしみて

感じておりますし、何とかしたいと思っているんですが、いろんな行政がいろんな

おいしい事業を出しても乗ってこないっちゅうとこを本当に真剣に考えていかない

と、いろんな事業をやってもまた未消化な部分が多いし、財源残ればいいかも分か

りませんけど、そういうことじゃないと思うんです。何とかしてこういうこと、も

うちょっと区に寄り添った事業を進めてもらえないかなと。例えば、じゃ、こうい

うことはこういう部署でやっていますよとかさ、見積り取ってこいっていったって、

１年の区長ではどこで何をどう取ってくればいいか分からないというようなことも

含めてね、指導をお願いしたいなと思いますが、いかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ご意見ごもっともなところございまして、これは県の事業を
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使っていますので、取りあえず今４年間でということで最大限使う。補助率も７割

という補助率なんですね。これまでは、やはり区長さんが毎年代わりますので、な

かなか引継ぎがうまくいっていないというようなこともあります。これ、連携加算

というのがありまして、小さいとこは横連携すると加算されるというのがありまし

て、今年は区長会とか地区区長会連絡協議会で、この補助制度についてはもうやか

ましく今言っているんですよ。やったところの区長が逆にですね、やらない区があ

るんだったらそのお金を回してくれっていう意見まで出ていますので、そういう意

見もある中で改めて、今おっしゃったようなことも加味しながら、今後いろんな形

で、区長さんにこの有効な活用というものを助言するようにしていきたいと思いま

す。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。 

○３番（山口志代治君） これだけちょっと、締めだけさせてください。 

 今市長言いましたけれども……。駄目ですか。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

（午前１１時５７分） 

                                        

○議長（山田重喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

                                        

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） 午前中に引き続きまして質問をさせていただきます。 

 先ほど理事者よりいろいろ答弁ございましたけれども、あと、事業期間が２年の

間で４分の３の補助事業費が残っております。なるべくたくさんの集落にですね、

この意図するところが皆さんに行き渡るよう、しっかりと予算の執行をお願いして

一つ目の質問を終わります。 

 続きまして、市民活動サポート助成事業についてでございます。 

 先ほどのまち・むらときめきプランにつきましては、行政主体の区に対する助成

でございますけれども、この事業につきましては、いわゆる有志の皆さん方の活動

に対する助成で、最長３年間の補助期間があるということでございます。 

 この事業につきましては、いろいろたくさんの団体に助成をしているわけでござ

いますけれども、その中でもやっぱり継続して有意義なものがあるんじゃないかな

ということでございますけれども、こういうものにつきましてですね、市として事

業として取り組むつもりはあるのかないのか。また、今年度新たにこの事業に採択

されたものがどれぐらいあるか。また、事前審査等が必要とのことであるが、いわ

ゆる、しょせんボランティアの、しょせんって、もともとボランティアの方のいろ

んな活動でございます。これについてですね、事後においても必要条件を満たして

いれば採用してもいいんじゃないかと思いますけれども、この辺をどうお考えです
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か。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） １点目の有意義な事業については、新規事業として支

援するつもりはあるかとのご質問にお答えいたします。 

 市民活動サポート助成金事業は、市民が主体となったまちづくり活動の促進とま

ちづくり団体の育成を目的に、市民が自発的かつ継続的に行う活動を支援するもの

で、平成２２年度から実施しております。 

 平成２８年度からは、自立した活動の継続を促進するために、単年度のみであっ

た助成金を３年間を限度に継続して交付する内容に見直しました。 

 事業の創設からこれまでに６２団体からの申請を受け付け、採択した４１団体が

地域の活性化に向けた様々な取組を行い、現在は１年目から３年目までの計１２団

体が助成対象となっております。 

 なお、これまでの助成団体は４１団体ですが、現在も活動を継続している団体は

３３団体あり、現行の制度においても自立的かつ継続的な活動の促進に一定の効果

が認められるものと考えております。 

 繰り返しになりますが、本事業の目的は、市内で自主的に活動するまちづくり団

体をより多く育成し、まちの活性化につなげていくために、３年間の助成期間で団

体の自立を促そうというものです。したがいまして、有意義な事業であっても、特

定の事業あるいは団体を長期間この助成金で支援することは事業の趣旨に合致しな

いものと考えております。 

 次に、２点目の今年度の新規採択事業の内容についてお答えいたします。 

 今年度は４団体から申請があり、２団体の事業を採択いたしました。採択した事

業は、郷土の偉人、藤野厳九郎を末永く顕彰していくため、組織づくりや活動を進

めるもので、関連図書の読書を促進するなど、趣旨に賛同する人を広く募りながら、

顕彰のための諸活動を展開していこうというものです。 

 もう一件は、景観を阻害するセイタカアワダチソウの駆除を兼ねて、自然素材を

生かした草木染め製品の開発や、体験型プログラムの商品化を目指すものです。 

 いずれの活動も市民が中心となっており、地域の活性化等を目指す内容となって

おります。 

 次に、事後においても必要条件を満たしていれば採択する考えはないかとのご質

問にお答えいたします。 

 助成金の交付を受けようとする団体は、事前に提案書や計画書等を提出した上で、

公開プレゼンテーションの場で事業内容や取組への意欲などを説明し、審査を受け

ることになります。 

 公開プレゼンテーションは、それぞれの団体が活動に対する思いや情熱、予想さ

れる効果などについて様々な手法を用いてＰＲできる貴重な機会であるとともに、

公開で行うことにより、各団体にとっては自己研さんや勉強の場となり、他の団体
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と切磋琢磨できる場にもなっております。 

 審査会は学識経験者を委員長に、副市長や教育長、他市のまちづくり団体代表者

等の委員で構成されており、各団体のプレゼンテーションを受けて、公益性や先駆

性だけでなく、実現性、自立性、継続性などに着目した審査が行われております。 

 今回ご質問の趣旨は、公開プレゼンテーション等の事前審査だけでなく、各団体

の活動実績に対しても補助してはどうかとのご提案かと思いますが、事業内容の事

前審査は重要であり、仮に趣旨を満たしていたとしても、事後審査での事業採択は

補助金等交付規則上認められるものではありません。 

 なお、ご提案のものと類似の事業といたしましては、合併５周年を記念して平成

２１年に実施した地域力コンテストが挙げられます。この地域力コンテストは、市

内の集落や団体が既に実践してきた活動やまちづくりの秘訣を募集し、それを公開

の場で審査した上で、優秀な取組を地域力大賞や地域力優秀賞に認定し、副賞を添

えて表彰したものです。 

 また、寄せられた４５の事例については、市民全体で共有するため、冊子に取り

まとめ、全ての行政区に配布させていただきました。 

 したがいまして、既に行われている活動に対する応援の仕組みにつきましては、

今後、この地域力コンテストに準じた取組を検討したいと考えております。 

 これにより、市内全域において市民、地域のアイデアやパワーが存分に発揮でき

る機運と土壌づくりを進め、活力あるまちづくりにつなげてまいりたいと考えてお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） ただいま答弁をいただきましたけれども、事業そのものの趣

旨からすれば、そのようなご回答かなと思いますけれども、今、集落宛ての助成事

業が芳しくない中でですね、このような自主的な活動に対する助成というのは非常

に意義あるものじゃないかなと私は思っております。 

 こういう事業がですね、やはりある意味でまちづくりに来ているということも事

実だろうと思いますし、今ほどの答弁でね、３０団体ですか、３年間たったこの各

団体の事業というのは、それ終わりましたら、またほかの事業に取り組むっちゅう

事例はなかったでしょうかね。今幾つかの団体がやってきました、３年間過ぎまし

た。そして、その団体はまたほかの形の中で事業を再開するということは多分あっ

たかと思うんです。その中で、いわゆるこれが今、市長が唱えている地域の魅力発

信というものに私はつながってくるんじゃないかなと、そう思っておりますし、だ

から、そういう各団体から持ち上がったいろんな事例をですね、今度は行政サイド

で取捨選択しながら、次のまちづくりへつなげていくという考え方はないでしょう

か。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 
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○創造戦略部長（小嶋範久君） このサポート助成金事業、採択された団体がですね、

支援期間が終わりまして、また別な取組を行って助成を受けたという例はまだ今の

ところございません。ただ、この事業の性質上、各団体がそれまで行っていた事業

をさらに拡大して行うとか、また別の取組として地域の活性化を図るという場合は

採択事業の支援の対象になりますので、そういった取組についてはどんどん応援を

していきたいと。 

 繰り返しになりますが、この事業に関しましては、市内で自主的に活動する団体

をたくさんつくって、町の活性化、最終的には市の活力につなげていこうというも

のでございますので、こうした取組に関しましてはどんどん応援をしていきたいと

いうふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） これからそういう方向に持っていってもらいたいと思うんで

すが、実は新年度の予算を見ますとですね、市民サポートに関する助成予算が減額

されていると思うんですが、これはどういう考え方でしょうかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） これは、過年度分の２年目、３年目の団体がこちらの

想定数に達していなかったということ、それと、公開プレゼンの審査の結果、２年

度、３年度の支援金ですね、一般的ですと、１年目が２０万円、２年目１０万円、

３年目５万円ですけれども、事業の趣旨によっては３年目３万円とか２年目５万円

とかという審査が行われることになりますので、その場合に前年と比べて金額が減

っているというものでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） そうしますと、やっぱりこれからの動向によっては柔軟に事

業費も対応していくと考えてよろしいですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） はい、ご指摘のとおりでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ３番、山口志代治君。 

○３番（山口志代治君） これで私の一般質問を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

                                        

◇仁佐一三君 

○議長（山田重喜君） 続きまして、通告順に従い、４番、仁佐一三君の一般質問を許

可します。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 一般質問させていただきます。 

 まずテーマでございますが、北潟湖畔公園のさらなる活用についてであります。 

 今、北潟湖を中心にいろいろな話題が浮上しております。去る２月１３日の土曜

日に行われましたテレビ東京の企画で、「池の水ぜんぶ抜く」スペシャルで、北潟湖

の巨大魚から寒ブナを守れ、約１時間余りの放映があり、湖の風景を余すところな

く捉えてくださり、改めて湖のすばらしさを知り感動いたしました。 

 また、北潟湖自然再生協議会を法定協議会に移行し、湖を守る大きな役割、より

よい方向に導いていただいていると強く感じいたします。そうしたことから、北潟

湖畔公園は湖に囲まれ市民の憩いの場であり、また、他県からも多くの人が訪れて

くれる公園でございます。 

 私も何回も一般質問させていただいた公園であります。しかし、この公園も開園

をして１９年目になろうとしております。新幹線開業に向けて大きくアピールした

い公園であり、あわら市の一番の公園として、うわー、すごいと、そういう声が出

るくらいにしたいと私もいつも考えております。 

 こうしたことから、５点の項目について質問させていただきます。 

 まず１点目でありますが、公園に設置されているエコトイレ、これは本当に老朽

化になり、２年以上もエコトイレが使用できないというような状況でございます。 

 その場所はですね、一つ目は、赤尾側の駐車場の横にあるエコトイレであります。

それから二つ目は、秋の森にあるエコトイレであります。これはほとんどもう何年

も使われてないトイレでございます。 

 こうしたことからですね、こういう状態ですから、今後これらのエコトイレにつ

いてはどうするのかをちょっとお聞きいたします。 

 ２点目はですね、公園の花壇の拡幅を図っておりますが、散水栓が遠いため、設

備の改善をというテーマですが、３年前から地元の人たちでフラワーラブというネ

ーミングで会員を集い、花壇や花木の手入れをやっていただいております。直径１

５ｍもあります花壇３か所にはですね、３年前に、たしか市長会があったときだと

思いますが、そのときにきちっと整備をしていただきまして、本当に大きな花壇も

楽になりました。 

 それから、３点目でありますが、芝生の広場の活用で、グラウンドゴルフ、また

ターゲットゴルフの常設についてでありますが、この件はですね、何回もグラウン

ドゴルフの常設をと申し上げてきましたが、あまりはっきりした回答をいただけた

ことがございません。今これだけグラウンドゴルフの愛好家が増え、中高年の男女

を問わず、健康には物すごくよいと、本当にフレイル予防にも大変によいとされて

おります。そうした大きな公園の一部を活用していない芝生の広場はですね、何と

かそういう活用をしていただきたいのであります。について伺います。 

 それから、４点目であります。グラスハウス活用についてですが、何か活用など
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を考えているのですか。４か所の四季の名前がつきましたグラスハウスがあります

が、特に春の森のグラスハウスは建物も大きく、展望もよく、本当にカフェテラス

にはもってこいの場所であり、そして、そうすることで、さらにグレードアップで

きる公園として人気が上がるのではないかと思っております。 

 それから５点目でありますが、一般社団法人への移行について、これ、一般社団

法人化してですね、湖畔公園を管理することができるのかどうかであります。 

 この５点をお聞きしたいと思いますのでお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部理事 伊藤裕一君。 

○土木部理事（伊藤裕一君） １点目の、公園内にあるエコトイレの全てが故障してい

るが、何か対策はあるのかとのご質問にお答えします。 

 現在は、北潟湖畔公園に１棟、サイクリングパークに２棟のエコトイレがありま

す。このエコトイレは、浄化槽と同じく汚水を分離、潮流、曝気等の処理をした上

で、浄化された処理水を再度トイレの洗浄水として流すという工程となっておりま

す。 

 この洗浄水は、このトイレの機能上、２４時間常時流水をしなければならないた

め、稼働させた場合、配管詰まり等の故障や、それによる汚水等の溢水、水分不足

等による水の補充巡回という懸念があります。 

 また、２４時間稼働による機能の損耗故障等により度重なる汚水の溢水等もあっ

たことから、現在は使用不可としております。 

 サイクリングパーク管理棟や青年の家カヌー艇庫のトイレにつきましては、汚水

をポンプアップし公共下水道へ流しておりますので、エコトイレにつきましても今

後、公共下水道への接続等の可否を検討し改修、撤去を図ってまいります。 

 次に、２点目の公園内の花壇を少しでも広げる活動に取り組んでいるが、散水栓

が遠い。設備の改善をとのご提案にお答えします。 

 一昨年の国体開催を機に、北潟地区の団体に花壇３か所の管理業務をお願いして

おり、色とりどりの花で多くの来園者に楽しんでいただいております。 

 ご指摘の散水栓の位置でございますが、周辺の給水施設の配置に合わせまして、

維持管理上不都合が生じないよう、委託団体と管理上の問題点を共有し、協議の上、

利用しやすい位置に増設したいと考えております。 

 ３点目の、芝生の活用、グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフの常設につ

いてお答えします。 

 今年度、あわら市グラウンドゴルフ協会の活動といたしましては、延べ１８回の

月例大会、金津地区、芦原地区交歓大会が２回、また、サイクリングパークでの北

潟湖畔公園グラウンドゴルフ大会が１回実施されています。 

 冬期間を除き、余熱館ささおかやトリムパークかなづ、国影グラウンドで週数回

の練習会を設けていると伺っており、大変活動的であると感じております。 

 しかしながら、練習場所という点では北潟湖畔公園やサイクリングパークでの活
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動はなく、定期的な使用に対する相談等もないことから、常設ではなくても既存の

芝生スペースで十分に利用できていると考えております。 

 定期的な練習場所等としての利用につきましては、公園等の一部を使用するとい

う申請により利用していただければよいのではないかと考えています。 

 ４点目の、グラスハウス活用について何か活用などを考えているのかとのご質問

にお答えします。 

 グラスハウスをカフェテラスに使用する案でありますが、利用者が公園内の施設

で飲食をすることを禁止してはおりません。他の利用者の迷惑とならなければ自由

に使用できる施設であることから、公園施設としての位置づけ以外、特別な活用は

考えておりません。 

 なお、民間事業者などが業としてグラスハウスをカフェテラスとして使用する場

合には、あわら市公園条例に定める許可を取った上で、事業者の負担において給排

水設備等を整備する必要があります。 

 最後に、５点目の一般社団法人への移行についてのご質問にお答えします。 

 平成３０年１２月議会でも答弁させていただきましたが、サイクリングパークが

県の施設であることから、公園全体を一括して指定管理とすることは制度的には難

しいものと思っております。 

 しかし、地元が主体となり、維持管理をしていただくことにより、利活用の向上

や地元への経済的な効果が期待できます。 

 現在、当公園に係る経費ですが、人件費や芝生、植栽等の維持管理、園内施設、

備品の修繕、その他光熱水費等で約１,３００万円となっております。 

 市といたしましては、経済的な観点を踏まえ、地元に管理を委ねる方策等につい

て具体的に検討してまいりたいと思いますが、まずはその受皿となる一般社団法人

等の組織体制を構築していただくことが必要であると考えております。 

 今後、地元において地域活性化を担う法人等が立ち上がった際には、公園の管理

についても具体的な協議を行うことができると期待しているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） ちょっと再質問させていただきます。 

 公園ができて、当時はすばらしいエコトイレであると私たちも思いましたが、や

はりこの五、六年についてはかなりの老朽化が進み、先ほども言ったように、循環

というのはやはりいろんな問題が出て本当に残念でありますが、ほとんど使われな

い状況になっていると。 

 今、あそこの赤尾側にある駐車場の横のトイレは本当にたくさんの人が使用した

いと。今までもたくさんの人があそこでトイレを使用していたと。そうしたことか

ら、あの位置にある、恐らく下水道につなげられると思いますので、ぜひここを早

く改修、また新築していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをした

いと思います。 
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 それから、２問目の公園の今の花壇でありますが、公園の玄関口と言われるとこ

ろでありますが、フラワーラブ、私たち全て、公園に入る玄関先ですね、もうずっ

と上に駐車場があり、そこを通って、そこ、今まで花がなかったんですけども、少

しでも上がるところを花で埋めようと。そして、もう両脇花を、２年ほど前からず

っと花を植えているんですが、今の本当に温暖化によるんですかね、もう１か月も

雨が降らないと、昨年のように８月はもうほとんど雨が降らないと。そうしたこと

から、散水栓はあるんですけども、そこへ持ってこようと思うと、５０ｍも離れて

いるような散水栓なんですね。今、女の人なんかも水やりをする場合は、２人がか

りでホース等を抱えてやらなければならないと。こうしたことからですね、ぜひこ

の散水栓、今お話があったように、そういう形として造りたいということでござい

ます。 

 本当にその辺も何とぞよろしくお願いして、できるだけあの公園に花を植えてみ

んなに喜んでもらえるような公園にしたいと思っていますので、これもまたひとつ

お願いいたします。 

 それから３番目の、一般社団法人化への移行についてお聞きいたしましたが、地

元が主体となって維持管理をするようになれば、ある面、地元の考案や発想、そう

したことを取り入れて実現できるようになるということでしょうか。その辺をちょ

っとお聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部長、永井宏昌君。 

○土木部長（永井宏昌君） エコトイレにつきましてはですね、まず最初のエコトイレ

も言っていましたので、エコトイレにつきましては、当時、東日本大震災を受けて、

国もそのエコトイレを推奨するような形がありましたので、当時、エコトイレにつ

いてはですね、浄化槽を設置すると建築物になりまして、非常に費用的にかさばる

と。大きさも大きくなって、公園の敷地内にも場所を取るといったところもありま

した。それで、どこでも移設ができやすいエコトイレというのが一番理想じゃない

かといったところで設置をしております。 

 また、赤尾側につきましてはですね、これは県事業におきまして設置もいたしま

したけども、確かに設備の老朽化によってコストがかかるといったところで、今現

在、答弁申し上げましたけども、今赤尾の近くまで下水が来ておりますので、そこ

に接続可能か、また、三国土木になりますけども、管理者とまた協議しながら検討

していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、一般社団法人につきましてはですね、先ほども答弁上げましたけれども、

地元でも今そういった花壇整理とか、またいろんなイベントとか、今、北潟湖畔公

園の上の四季の森を利活用した形をまたお考えがあるとなればですね、そういった

地元において、そういった利便性のしやすい社団法人化にしていただけると今後も

協議がしやすくなってくるのではないかなというふうに思っておりますので、その

点はご理解願いたいかなというふうに思っております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 管理の方法はいろいろあるんですけども、任意の団体で運転

を委託するという方法もあるんですけど、公園全体であると責任ある体制で、会計

管理なんかもしっかりした組織が必要ですから、そのためには任意団体というより

も、そういうような団体を、一般社団法人ですかね、そういうようなのをつくって

いただいてしっかり管理していくほうが我々としては任せやすいということでござ

います。それすら駄目だっていうわけじゃないんですけど、あれだけの大きい公園

で、もしもですね、この１,０００万円ぐらいのものをどっかに任せようと思ったら、

そんな１任意団体に１,０００万のお金をどんと任せて好き放題にっていうわけに

いかないでしょうということです。ですから、財団なんかやって、理事会とか設け

る中でしっかりした計画の下にやっていただくというようなある程度の責任体制を

明確にしていただけないと、安易に我々やるから任せてくれというだけでは難しい

んじゃないかということです。 

 それと、３年前、今だと２年前なのかな、３年前ですか。国体のときに、本当に

公園をちゃんとした枠組みなんか三国土木にきれいにしていただいてですね、本当

にそこ、お世話になっております。その後ですね、こういう放水の問題とかについ

ては、なるべく改善をさせていただきたいと思います。この夏またインターハイが

あるわけでございます。国体以上に全国からお客様含めて参りますし、その後のま

た新幹線開業等によりますと、あの一帯まだまだお客さんが来ると思います。 

 なお、このコロナ禍におきましてもですね、やはりコロナ感染が少ないと考える

のか知りませんけれども、私も日曜日、何となく行きましたけれども、やはり湖畔

公園にはそれなりの親子連れとか若者が多く集って、いろんなスポーツを楽しんだ

り、湖上の足こぎボートっていうんですかね、ああいうようなのを楽しんでいると。

大いに楽しんでいますので、あの公園はやはりあわらを代表する公園だと考えてお

りますので、その辺の維持管理について今後とも地元の方々と十二分に協議させて

いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） いろいろ市長の意気込みを聞いたんですけども、私もあの公園

で３年間働かせていただきました。その中で、よいところ、また本当に弱点も見て

きました。設備のことや芝生のこと、景観のこと、これら一つ一つを見ても、やは

り地元としては、少しでもすばらしい公園にしたいと、そういう思いで今、花なり、

いろいろと木を切ったりということをやってきております。そして、もう３年後に

はまた新幹線の開業に向けてですけども、やはりそうした中で、しっかりとあの公

園をアピールしたいと、そういう思いがあります。 

 そうしたことからですね、あの公園をできるだけすばらしいものにしたい。まず

はあの公園はきれいにしなければならないとも思っております。本当に芝生も落ち
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葉も、そういうことも本当にきれいになることがやはり今の湖等の景観も含めて上

がるのではないかなということであります。 

 それからですね、このことで最後になりますが、例えば地元が受皿となって一般

社団法人の組織をつくると、これは私の思いとしては絶対にやり遂げたいなという

感じがいたしますが、このような例えば取組についてですわね。細やかなそういう

アドバイスとか、そういうことは市としてやっぱり力になってくれるんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 現在、市内にはですね、波松小学校の活用を元に一般社団

法人ができております。また、吉崎小学校の活用を機に蓮如の里吉崎という一般社

団法人もできております。また、吉崎ではＮＰＯ法人が創生会を中心に結成をされ

ています。 

 いずれの団体も、まだ手探り状態で進められていることは多々あろうかと思いま

すが、収益事業を始めるとかですね、お客様のおもてなしに努めるといったような

目的の下に、徐々に活動の幅を広げていらっしゃいます。 

 北潟につきましては、私も前々から申し上げておりますが、北潟湖自然再生協議

会ができたことによって、今後、北潟湖を含め、どうやって魅力ある場所にしてい

くのかということが非常に重要かと思っていますし、これまでも例えば花菖蒲まつ

りの際の湖上遊覧であるとか、現に今、花菖蒲園も地元のグループの方に管理をお

願いしているといったような素地がございますので、地元として、施設の管理にと

どまらず、お客様をおもてなしする、誘客につなげるといった事業化も含めてご検

討いただければ、地元に対する経済効果も出てくる、また、地域の結びつきも強く

なるんではないかということで、法人化について積極的にお取り組みいただきたい

ということを考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） なお、支援のことにつきましては、直接的な支援あるいは

間接的な支援ありますが、設立に関してはあくまでも地域の実践において設立いた

だきたいと思いますが、その活動については、例えば観光政策あるいは自然環境の

保護といったような施策に関連する部分については、市の施策と合致する部分につ

いては支援をさせていただくということも予定されることという具合に理解してお

ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） 一般社団法人のことは昨年、市長からもちょっとお話聞いたん

ですけども、本当に実際に吉崎、それから細呂木、できているんですけども、なか

なか詳しくそういう話聞いたことないんで、本当に何かはっきり分からんことばっ

かりなんで、もしこれからですね、そういう形で地元でやるとして、いろんなこと
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をまたアドバイス、そういうこともしっかりしていただいて、それらが少しでもあ

の公園に役立つように私たちもやりたいし、ぜひそういう形で、もしやるとしたら

もう本当に早く立ち上げて、少しでもあの公園をすばらしいものにしたいなと、そ

ういう思いでありますので、ぜひぜひそういうご支援のほどをお願いしたいと思い

ます。 

 市長、また本当にいろいろと言っていただいたんですけども、あの公園はやはり

本当に北潟、今、再生協議会もいろいろとやっていますし、湖もいろんなことで、

潮の安定もして白魚も捕れるようになったと、そういうことを言っております。そ

うした中で、やはりあそこ一帯でですね、しっかりと取り組んでいきたいと思いま

すので、またひとつよろしくその辺もあれしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 観光のいろんなスポットとか拠点、点じゃなくて、それを面

にするという意味においてはですね、今、北部地区におきましては、波松しかり、

それから吉崎しかり、細呂木しかりやっていますし、今回、吉崎のほうにですね、

北部エリアの新たな観光拠点、地域振興拠点として吉崎道の駅の整備計画もござい

ます。そういうところが連携してしっかりとネットワークを組む中で、まだまだポ

テンシャル高いと思っているんですね。ですから、今、北潟湖畔のサイクリングロ

ードとかジョギングコースの計画なんかもやれば結ばれますし、北潟のあの拠点で

の活動もしっかりやってもらう必要がありますけれども、いろんな関係団体と連携

してですね、線を面にして、あの一帯全体が発信力も強めながら、いろんな人たち

が交流することによってお互いのアイデアを出し合いながら、すばらしいエリアに

なるように我々も支援をしますし、地元の方もそういう形での活動をよろしくお願

いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ４番、仁佐一三君。 

○４番（仁佐一三君） これで私の一般質問を終わります。 

                                        

◇平野時夫君 

○議長（山田重喜君） 続きまして、通告順に従い、５番、平野時夫君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 通告順に従いまして、５番、平野、一般質問を行います。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症によって亡くなられた方々のご冥福を心より

お祈り申し上げます。そして、日夜、医療従事に奮闘されている皆様のご労苦に対

しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。 

 さて、現在、一部緊急事態宣言が発令中でございますが、待望のワクチン接種が
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医療従事者の方から先行して開始されております。順次、４月以降からは高齢者へ

の接種が実施される見通しですが、これが終息の決め手となるワクチン接種は、希

望する全ての人を対象に全国で集中的に実施する未曽有の大事業です。万全の準備

体制で必ず成功させなければなりません。 

 コロナウイルス感染症拡大は、紛れもなく未曽有の大災害であります。さきの全

員協議会で厚労省の基本的な考え方の一つに、体制整備や接種の実施方法の策定で

は、関係者の負担軽減を実現する観点も重要となるとありました。走り始めた今、

自治体、関係機関の業務も多岐にわたり混乱も予想されます。 

 そこで、１つの案としてでありますが、接種に係る業務の効率化や事務負担の軽

減などを図るためにボランティアを配置するという考えはございませんか。例えば、

接種会場の設営や運営などの一端を許容の範囲内でボランティアに受け持っていた

だいてはどうかという提案でございます。私の身近な団体の方からも応援できない

かとの声があったと聞きました。 

 それから、医療従事者と同様に、介護従事者も優先的に接種をするべきではない

でしょうか。 

 次に、感染症の重症化の兆しを把握するための測定器パルスオキシメーターを備

えておくという考えはございませんか。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） １点目の接種会場にボランティアを配置するという考えは

ないかとのご質問にお答えいたします。 

 仮に個人または団体からボランティアの申出があったといたしましたら、大変あ

りがたく思います。しかしながら、ワクチン接種は人の生命、命に関わることであ

りますので、事故などの万が一のことを考えますと、ボランティアを受け入れての

実施は極めて難しいのではないかと考えております。 

 一方で、かつて医療に従事されてされていた看護師などにつきましては、集団接

種会場での従事をお願いできないか検討を進めているところであります。 

 また、高齢者施設に従事されている方々の接種についてでございますが、高齢者

や障害を有する方々が入所、居住する福祉施設等の職員については、業務の特性と

して、仮に施設内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合であっても、高齢の

患者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラスターを抑制するための

対応を行う必要があります。 

 このため、高齢者施設等の従事者には接種順位の特例が設けられております。市

と施設との双方で準備が整った場合には、それぞれの施設において入所者と同じタ

イミングで接種を行うことも可能としております。 

 本市では、２月２５日に入所、居住系の福祉施設等を対象とした説明会を開催し、

ただいま申し上げた内容を伝えており、各施設において準備が進められております。 
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 最後に、パルスオキシメーターの準備と貸出しできる体制を整える考えはないか

とのご質問にお答えいたします。 

 肺炎により肺がダメージを受けた場合には、肺から血液中に十分な酸素が行き渡

らず、酸素飽和度が低下いたします。パルスオキシメーターは血中酸素濃度が測定

でき、新型コロナ感染者の判断目安として用いられております。 

 感染拡大地域では、感染が確認された人のうち無症状または軽症と診断され、宿

泊療養施設または自宅での療養となった場合において、重症化の目安となる血中酸

素飽和度を測定するために貸出しが行われています。 

 本県においては、現在、新型コロナウイルス感染病床は十分に確保されているこ

とから、感染が確認された人は、無症状であっても全員が入院療養となっており、

パルスオキシメーターを用いる必要はございません。 

 なお、今後、感染が拡大し病床が逼迫した場合に備えて、県においては、宿泊療

養施設及びパルスオキシメーターを確保いたしております。 

 また、感染した患者の状況は県や保健所が把握することとされていますので、こ

れらの情報を持ち合わせていない本市がパルスオキシメーターを準備いたしまして

も有効に活用することはできないと考えております。したがいまして、市として準

備あるいは貸出しすることは考えておりません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 再質問させていただきます。 

 ワクチン接種事業に貴重な時間を割いてくださる医療従事者の方に、市単独で独

自による協力金を支給してはいかがでしょうか。 

 岡山県総社市は、集団接種会場に派遣される医療従事者には１人１日２万円、個

別接種をする病院には１か月最大６０万円など、市の担当者は、接種にはどうして

も人材の確保が課題となるため支給を決めたと説明しております。 

 本市はこの協力金に関してどのようなお考えをお持ちかお聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 先ほどの吉田議員のご質問にもお答えいたしましたが、集

団接種を行う際には、やはり医療機関の協力が不可欠と考えております。 

 今、ご指摘の例のようにですね、協力金という意味合いではございませんが、国

におきましては、ワクチン接種にかかった費用は全額国が負担するということを表

明しておりますし、私どももその費用については全額国庫の負担を求めているとこ

ろでございます。 

 このような中、今ご指摘の医療機関の協力金――協力金という表現がよろしいか

どうか分かりませんが、例えば予防接種会場にご出務いただいた場合には、当然に

おいてその報酬をお支払いする予定で今準備を進めておりますし、また、ディープ

フリーザーを設置していただく医療機関も今後出てまいりますけれども、そういっ
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た際には、ワクチンの管理であるとか開業医の皆さんへの小分けといったようない

ろんな事務が出てまいりますので、こういったディープフリーザーを設置される医

療機関については、何らかの謝礼といいますか一定費用の負担を我々としても考え

るべきと考えております。 

 ただし、現時点ではまだ金額まで定めておりませんが、そのような出務いただい

た際の手当と、それからワクチンを管理いただくための管理費、これらについては

支出をしていく。これは先ほど申し上げたように国庫負担の中で考えているという

ことでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 次に、介護従事者は現場の判断次第で医療従事者と同じ扱いを

することも可能であったり、また、例外的に高齢者と同時に接種することも認めて

いますが、訪問介護や通所介護など居住サービスの職員は優先接種対象から除外さ

れており不公平に思えるんですけれども、問題はないのかお聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 入所、入居する施設従事者と、訪問や通所介護施設の従事者は、高齢者への介護

サービスという点では変わりません。しかしながら、ただいま副市長が答弁の中で

申しましたとおり、入所、入居系の施設従事者は、仮に施設内で新型コロナウイル

ス感染者が発生した後にも、患者や濃厚接触者へのサービスを継続をしてもらわな

ければなりません。さらに、クラスターを抑制する対応も取っていただくというよ

うな必要があることから、高齢者に次ぐ優先順位と位置づけられております。 

 高齢者にサービスをすると、行う観点という中では変わりはございませんけれど

も、居住、通所あるいは訪問介護につきましては、仮に高齢の方が患者となったと

いう場合には当然、入院、療養という形になりますし、サービスが停止するという

ようなことでございますので、その点で違いがあるということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） それから、ワクチン接種記録システムについて本市の対応は整

っているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 令和２年度の予算で、市のワクチン接種台帳システムを改定、改修を行っており

ます。さらに、現在国が構築しているシステムとワクチン接種に係る個人番号をひ

も付けできるように改修を進めているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 予防接種台帳というのがございますけれども、そのシステムや

住民基本台帳システムの情報ですけれども、リアルタイムに更新はしているのかど

うかお聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） お答えをいたします。 

 既存の予防接種台帳システムの住民情報は毎日更新をされます。接種履歴等の情

報につきましては、現在進めています国のシステムにより接種者番号をタブレット

で読み取り、国のデータベースに送ることにより、個人の接種記録が全国規模で集

計され、リアルタイムで更新されることとなっております。 

 また、住民基本台帳システムの情報を基に毎日更新作業を行うことで、個人の接

種記録につきましても、情報もリアルタイムで更新されるというようなシステムと

なっております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 次に、訪問巡回による接種は視野に入っているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 今、訪問巡回というお言葉でございますが、いわゆる往診

によって接種が可能かということでよろしゅうございますか。 

 今、国の想定の中にも、やはりお医者様の往診を受けて在宅療養されている方は

非常に多くいらっしゃいますし、あわら市においてもいらっしゃいます。この場合

の取扱いでございますが、原則として、かかりつけのお医者様が自宅を訪問されて

接種をするということになっております。そういう形で言えば、お医者様から見れ

ば、それぞれの医院における個別接種の一つという具合に位置づけているところで

ございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 先ほど副市長の答弁の中に、経験者、ボランティアというより

も、元看護師さんとか、医療に関わってこられた従事者のＯＢ、経験者を対象に募

って応援をお願いしますと。これはどういうルートで、医師会を通じてですか、そ

れとも、例えば、私個人だったら、経験者が身近にいると。そういったものをどこ

に持っていけばいいんですかね。本部ですかね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 看護師の皆様には、例えばワクチンを注射器に入れるとか

ですね、場合によっては直接接種をいただくというような非常に重要な役割をお願
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いすることになりますが、各医療機関から帯同いただける看護師の数にも限度があ

るということも踏まえて、あらかじめ私どもで看護師を確保しておくことが円滑な

集団接種につながると考えております。 

 したがいまして、基本的には公募といいますか、市のほうに一定の情報を我々と

して提供させていただいてお手伝いいただけませんかというような呼びかけをさせ

ていただきますし、市の中でも、知り合いの看護師とか、今議員ご指摘のように、

こういう方がいらっしゃいますよという情報をいただければ大変ありがたいと思っ

ておりますので、広く呼びかけながら看護師さんの確保も進めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） それからですね、高齢者、また障害者の皆さん、この優先接種

も訪問接種も、どちらになるかですけれども、家族の方に丁寧に説明を行っていた

だきたいと思っておりますけれども、やっぱり説明をしっかりとされないと、本人

とまたその家族、身内の方に丁寧な説明が必要だと思うんですけども、その辺どう

でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 今回のワクチン接種は、希望される全ての方に接種すると

いうことで、本人が希望するということが前提条件になっております。しかしなが

ら、今ご指摘のように、ご自身で意思を表明できない方もいらっしゃると思います

ので、例えば、先般の施設等への説明会におきましても、ご家族への説明、ご家族

の同意を十分に取っていただくようにということがやはり前提になるということで、

施設側においても、例えばですが、私どもとしてあらかじめ施設入所が分かってい

る方については、施設に直接接種券をお送りして、その意思確認も施設においてや

っていただくといったようなことを含めてですね、ご自身の意思あるいはご家族の

意思の下に接種すると、こういう体制で進めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） １６歳以上である日本の全国民の皆さんに対して、希望者にで

すけれども、ワクチンを僅か３か月以内に２回接種するという壮大な事業でござい

ます。 

 ワクチン接種実施に伴う様々な課題は、これからもどんどんたくさん出てくると

思われますけれども、国と各自治体の緊密な連携なくして成功はありません。総力

を挙げて最後まで無事故大成功の接種の事業にしたいと思いますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 次に、学校体育館、空調設備導入についての質問をさせていただきます。 

 学校の空調設備に関する質問は、平成２６年５月、平成３０年１２月に続き３回
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目でございます。現在は普通教室全てに設置され、特別教室の整備に移りつつあり

ますが、改めて学校体育館に移動式のエアコンの導入について提案をさせていただ

きます。 

 近年、夏の記録的な猛暑が多発する中、文部科学省の補助金によって、全国の自

治体では熱中症対策として、学校を含む公共施設への空調設備の導入が急速に進ん

でおります。しかし、体育館などは利用時間が限られる上、断熱性が低く、面積が

大きいため、維持費がかさみ、空調設備の整備には膨大な費用がかかってしまいま

す。ですから、導入には二の足を踏む自治体が多いというのが現状でございます。 

 一方、全国では、暑さで体育の授業や部活動のほか学校行事を取りやめるなどの

支障を来している中、エアコン設置にかじを切る自治体が増加しております。 

 また、数年前から、熱中症予防のために冷房を積極的に使うよう進めていますが、

一般家庭に限らず学校も同じでございます。昔と違い、今や学校生活には冷房なし

では考えられない時代になっているのです。 

 このような状況の中、現在は必要なときに必要な範囲にだけ使える仮設の空調設

備のニーズが高まっています。 

 ３０年１２月定例会において教育長が、エアコン導入に関してクリアすべき問題

点を幾つか述べられた後、結論的に多くの課題があります、慎重に検討していきた

いとのご答弁でした。現時点でも同様のお考えなのかお聞きいたします。 

 私は、体育館は災害時の指定緊急避難場所でもあり、着実にエアコン整備を進め

る必要があると考えます。 

 そこで、最初に、改めて学校体育館空調設備の導入に関する当局のご見解を伺い

ます。 

 それから、学校体育館冷暖房設備設置の年次計画を策定する考えはございません

か。 

 私は、大型空調機１台で体育館全体を隅々にまで冷却できなくても、体育の授業

や式典などの熱中症対策には十分冷却効果を発揮できる仮設の設備でよいのではな

いかと考えます。 

 今回、導入を提案する移動式エアコンは、配管工事が不要なため、電力供給を受

けられる環境であれば移動時間しかかかりません。キャスターつきで、女性１人で

も簡単に動かせる空調設備です。広い空間でも手軽に設置できるこの空調機は、東

日本大震災の避難所に提供した後にも改良を積み重ねています。使用電力を抑える

インバーター機能やデマンド機能なども備えており、レンタルやリースにも対応し

つつ、予算に応じて柔軟に導入できるというものです。手軽さ、実用性を兼ね備え

た移動式エアコンを熱く勧めておりますが、以前同様、忖度など一切しておりませ

んのでご承知おきください。 

 そこで、当局には引き続き、エアコン導入の意向にとらわれず、調査研究をしっ

かりと進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 それから、移動式エアコンの導入を前提とした質問になりますが、イニシャルコ
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スト、つまり、初期費用が大幅に抑えられるリース方式による導入を提案いたしま

すが、いかがでしょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 教育長 大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 学校体育館空調設備の導入に関する市の見解についてのご質

問にお答えをいたします。 

 近年の猛暑や新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、学習環境の整備は大きな

課題となっております。 

 本市では、市内小中学校の全ての普通教室における空調設備の整備が平成２９年

度に完了いたしました。 

 また、特別教室においても、今年度の２度の補正予算により空調設備の整備を進

めた結果、設置率も４２％となっております。これは、福井市や坂井市など、県内

の他市町と比べ同程度の水準となってまいりました。 

 一方、学校体育館の空調設備につきましては、市内小中学校に整備された体育館

はなく、県内でも小中学校体育館３０２に対して設置数は僅か１か所となっており

ます。 

 全国的に見ましても、文部科学省の調査によると、令和２年９月時点で５.３％の

設置率となっており、整備が進んでいない状況でございます。この体育館に空調設

備の整備が進まない要因には、多額の費用を要するということがあります。体育館

は断熱性が低いことや、大空間であるために大きな稼働能力の空調設備が必要とな

ります。このため、初期費用が高額になることに加え、ランニングコストも高額と

なります。 

 また、学校施設の整備は、空調設備だけではなく、令和３年度予算にもあります

ように、トイレや床、サッシの改修、進入道路の補修など、限られた予算の中で多

くの改修を必要としております。 

 このため、空調設備の整備につきましては、設置率が４２％となっている特別教

室をまずは優先すべきというふうに考えておりますので、現時点では学校体育館の

空調設備に対する年次計画を立てる段階にまでは至っていません。 

 次に、初期費用が大幅に抑えられるリース方式による導入をとのご質問にお答え

をいたします。 

 平成３０年１２月議会の答弁でも申し上げましたが、体育館の空調設備は大型の

設備が必要となることから、設備費用が大変高額になります。 

 一方、移動式エアコンは導入費用が１台当たり約１８０万円前後ということでご

ざいますが、エアコン前面の数ｍの限られた空間のみの冷却となってしまい、それ

だけの空間の冷却では体育などの授業を行うことは困難と考えます。 

 このため、十分な冷却効果を得るには、児童・生徒数に合わせ、数十台の移動式

エアコンを導入する必要がありますが、この場合、導入費用が大変高額になってし



80 

 

まいます。 

 このように、費用対効果を考えた場合、移動式エアコンを学校体育館において効

果的に使うことは難しいと考えております。 

 費用面の対策として、議員ご提案の移動式エアコンをリース方式にした場合は、

初期費用が抑えられるとともに、毎年の支出をリース期間内で平準化することがで

き、メンテナンス面におきましても、故障時や維持管理のコストを省くことができ

るというメリットがあります。 

 しかしながら、リース期間満了後のトータルコストを比較いたしますと、リース

方式のほうは費用が大きくなるため、現在のところ、リース方式を含めて移動式エ

アコンを導入する考えはございません。 

 なお、学校体育館は避難場所となっていることから、空調設備の必要性は理解し

ております。 

 災害時に体育館が猛暑により避難場所として適当でないと判断した場合は、空調

設備が整っております普通教室や特別教室などを活用することも可能でございます

ので、費用対効果の面からも現時点では導入できないものと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 教育長の答弁は以前と変わらない答弁ですけれども、時々刻々

と変化していく時代でありますし、将来的には、年次計画を今立てられなくても、

いずれそういうときが来ると私も思いますし、また将来的に統廃合とか、また新し

く建てなきゃいけないとかといったときには必需というか、常設をせざるを得ない

と、またやっていただきたいと願っておりますけれども、今般、文部科学省から令

和時代の公立学校施設のスタンダードとして、学校施設は我が国の将来を担う児

童・生徒の学習生活の場であり、よりよい教育活動を行うためには、その安全性、

機能性の確保は不可欠であると。ポストコロナの新たな日常の実現に向けて、学校

においても感染症対策と児童・生徒の健やかな学びの保障を両立していくことが必

要であるとの方針が示されております。 

 そして、第３次補正予算で、防災・減災、国土強靱化の中で、公立学校施設整備

に１,３０５億円がついております。「災害・事故等から子供たちの生命を守る」で

は、子どもたちの命を守り、地域の避難所となる安全・安心な教育環境の実現の下

で、体育館の空調設備、防災機能強化等とはっきりと示しているのです。したがっ

て、体育館空調設備の導入に踏み切るべきと私は考えております。 

 市長はこの点どのようにお考えか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 教育長 大代紀夫君。 

○教育長（大代紀夫君） 私のほうから答弁させていただきます。 

 議員ご指摘のように、公立学校の施設整備事業のメニューに体育館の空調の補助

事業として盛り込まれております。以前はクーラーというか、こういうものはぜい
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たく品というふうに考えられておりましたけれども、今般のこの猛暑、温暖化によ

りましてですね、１０年前まで普通教室でもエアコンなんて考えられなかったんで

すけれども、今はもう当たり前の状況になっております。 

 議員おっしゃるようにですね、私ども教育委員会といたしましても、学校の施設

面での充実を図ってよい環境をつくりたいというのは常々考えております。教育大

綱の中でも今回そういうことを盛り込ませていただいておりますけれども、やはり

限られた予算の中で施設の充実を図っていくということになりますので、やはり高

額となります体育館の空調につきましては長期的な視野で考えていかねばならんだ

ろうなというふうに考えております。 

 ただ、市内の小中学校は、ほとんどが築５０年を経過しておりますので、今後建

て替え等を含めました学校施設設備の長期ビジョンを策定する際には、議員ご指摘

の体育館の空調設備の必要性についても検討していかねばならないだろうなという

ようなことは考えております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 同様の考えでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 近年、世界中が気候変動によって、猛暑を含む種々の災害の発

生は必然性が高くなってきており、常態化してきていると強く感じています。これ

らを踏まえ、当局には学校体育館空調設備の導入ももはや必然であるとの認識を持

っていただいて、力強く進めていただけることを期待してこの質問を終わります。 

 次に、図書消毒機の設置について質問させていただきます。 

 読書離れ、活字離れが指摘されて久しくなりましたが、今のコロナ禍をポジティ

ブに受け止めるなら、ゆったりと読書時間が取れるときでもあるのかなとも思いま

す。申すまでもなく、幼い頃からの読書かつ良書に触れることは、人格を磨く上で

とても重要なことであります。その大きな役割を担っているのは地域の図書館でご

ざいます。私は、活字文化の向上と図書館環境を整備しつつ、便利で利用しやすく、

そしてより広く市民に親しまれる読書環境に取り組む必要があると考えます。 

 図書館職員の皆様は、毎日たくさんの書籍の貸出しや管理業務等に携わっておら

れる中、本を清潔に保つことも大事な業務の一つだと思います。 

 現在、コロナ禍にあって感染防止対策を講じながらですので、消毒作業などの手

間も増える中、何かと気苦労も多いのではないでしょうか。 

 さて、いよいよ待望のワクチン接種が開始されましたが、今後、加速度的に収束

に向かってほしいと願うものです。 

 さて、今回私は、新型コロナウイルス感染症対策として、図書館に図書消毒機の

導入を提案させていただきます。 
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 この消毒機は、小型の冷蔵庫程度の大きさです。ドアを開けた中で、本を広げて

立てた状態でセットした後、スタートボタンを押すと、本に挟まっていた髪の毛や

ごみ、ダニやほこりを送風で除去する仕組みになっております。操作もワンタッチ

で簡単でございます。また、ランプが発する紫外線の照射で雑菌やカビ、ウイルス

を除菌できる。ちなみに、インフルエンザウイルスは９０％以上除去可能だそうで

す。それから、たばこなど不快な臭いも取り除くことができ、衛生面の注意喚起に

もつながります。 

 通常、借りた本を持ち帰る際に消毒機を使いますが、一度に最大６冊まで消毒可

能で、僅か３０秒間で完了します。 

 本を清潔に保つことで借りやすくなるとともに、少なからず感染防止に対応した

運営も可能になると考えます。 

 ２０２０年度第３次補正予算が１月末に成立しています。 

 そこで、多くの人が手にする書籍を安心して利用できるためにも、ぜひ新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を図書消毒機に導入していただきたいの

です。 

 では、市長にお聞きいたします。芦原と金津図書館に図書消毒機の設置をしてい

ただきたいのですが、いかがでしょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 教育部長、西川佳男君。 

○教育部長（西川佳男君） 芦原図書館と金津図書館に図書消毒機を設置してはどうか

とのご質問にお答えします。 

 コロナ禍における図書館は、令和２年４月から５月にかけて１７日間の休館や小

中学生、高校生の入館制限を行いました。この間、前年度に比べ利用者人数は若干

減少したものの、貸出し冊数に関しましてはほぼ同数となっており、市民の皆さん

が外出を自粛している中においても図書館を多く利用していただいたことがうかが

えます。 

 現在も、図書館職員が通常業務に加えて、返却時の本の消毒や机など共有部分の

消毒作業を行うなど、新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら図書館を運営

しています。 

 幸い、全国的にも図書館や書店での図書を介した感染例の報告はありません。ま

た、現在までに市民の皆さんから本を介した感染を危惧するといった苦情もござい

ません。しかしながら、昨年春の状態はどのような状況で感染が拡大するのか全く

検証がなされていない中での感染対策となっており、やむなく図書館への入館を制

限するなど手探りでの対応となっておりました。 

 こういった状況の中、対応策の一つとして、議員ご提案の図書消毒機があります。

この消毒機は国内で主に流通しているものが２機種あり、いずれも紫外線の照射や

送風により雑菌やごみ、ほこり、臭いを除去する仕組みとなっており、一度に６冊
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まで消毒可能なタイプが主流で、１台１００万円前後となっております。 

 その導入についてですが、県内では福井市が既に導入しており、小浜市、越前市、

敦賀市が導入予定とのことです。全国では、図書館３,３００のうち１割程度で導入

されております。 

 導入済みの福井市では、貸し出した本全てを消毒するのではなく、利用者が自由

にこの消毒機を使える形で運用しており、不安に思う利用者に配慮したものとなっ

ております。 

 昨年春、緊急事態宣言が発出されていた時期には、この消毒機も新型コロナウイ

ルス感染防止対策における一つの候補となっておりました。しかし、各種検証が進

む中で、昨年７月に日本図書館協会から「新型コロナウイルス感染防止対策 人と

資料を守るために」とした発表がございました。この中で、紫外線の照射による新

型コロナウイルスへの消毒の効果及び有効性についてはまだ立証されておらず、加

えて紙が劣化する悪影響があるとされ、紫外線の照射による消毒は奨励されておら

ず、むしろ否定的な内容となっております。 

 これらのことから、当面は現在の利用者への検温、手指消毒と本や机の消毒作業

の徹底による対策を続けることとし、消毒機を導入することは考えておりません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 先ほど部長のほうから、日本図書協会資料保存委員会での、コ

ロナに関してはもう全然効果がないというふうな内容でしたけれども、一方、昨年

の９月の１１日のプレスリリースでは、愛知県の藤田医科大学というところがござ

いまして、そこの発表した内容ですけれども、村田教授、このグループです。ウイ

ルスとか寄生虫学問の専門だそうです。国内の研究機関として初めてＵＶＣ紫外線

照射装置の抗原により新型コロナウイルスの不活性化を確認と。図書消毒機の抗原

も今使われている消毒機の光の元もＵＶＣ紫外線照射装置を搭載しているというこ

とであります。 

 この研究結果ですけれども、普通の市販の紫外線灯、ＵＶ灯、これ、２秒間照射

すると感染症ウイルスが９５.５％減少すると。また、１０秒間照射すると９９.９

９％減少すると。それから、ＵＶＣ照射４秒後、検出限界以下と測り切れない値が

出るということですけれども、こういったデータも一方ではあるということですけ

れども、どちらが真実かどうか、専門家ではございませんので分かりませんけれど

も、こういったデータも出ております。 

 また、私、この図書消毒機、この除菌機をつくっているところに問合せをさせて

いただきました。もちろん、先ほど西川部長が言った内容のこともご存じでした。

実際に社会で使われているということですね。世界各地で使われていると、そうい

う消毒機が。病院関係とかスーパー関係なんかでも使われているということで、ス

ーパーの籠とか、私たちも病院に行ったときにはやっぱりスリッパとかそういうの

もみんな紫外線の照射によって消毒しているということですけれども、そういった
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形で、コロナに効果があるということもございますけれども、将来的にというか、

やっぱり今、いろんな形で、こうやってマスクしている、手洗いすると同じような

感覚で、図書館のサービス、またイメージアップするためにもぜひ導入を考えてい

ただきたいなと思っておりますので、その点どうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 教育部長、西川佳男君。 

○教育部長（西川佳男君） 議員ご指摘のように、新型コロナウイルスへの対応として、

ウイルス除去とか不活性化が期待できる、こういううたい文句で販売されている

品々は大変数多くございます。その中では、たまに後ほど効果がなかったと発表さ

れるようなものもございまして、大変多くの情報の中で間違いなく有効なものを見

極めるのは、先ほど議員もご指摘のように、専門家でない私どもにとっては大変困

難な状況でございます。 

 そのような中で、消毒機に関しましては、本を介したクラスターなど感染事例が

発表されていない状況、それから、全国の図書館でもまだ１割程度しか導入されて

いないこと、これらのことから、１台１００万円の機械となりますと、費用対効果

が低いと考えております。 

 議員ご指摘のように、このウイルス不活性化に効果があると発表された機器を

次々に導入していきますと、大変予算が膨大に膨らんでしまうかと思います。 

 今後、更新の場合も考えますと、時期が終わってから５年先、１０年先にこの機

械更新するのかということも考えますと、今、補助が手厚いという中で導入しても

その先続けるということはなかなか難しいかと考えております。 

 今後は、感染の状況とか文科省などの見解などを参考にしながら、臨機応変に対

応していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 部長のほうから福井市、それから敦賀、越前市、それから小浜

ですか、９市のうち４市一応導入されると。見込みも含めて。だそうですね。割合

的には結構高いかなって今、聞かせていただきましたけども。 

 図書館所蔵の本にはたくさんの古いものもあり、不特定多数の人が使用している

中、衛生面が気になるという声や、アレルギーを持つ人から消毒機導入の希望を聞

いた図書館もあると言います。 

 幼児期は、絵本や児童書などを手にした後、口元に近づけてなめたりかんだりし

がちです。親子連れの利用者も多い中、今、特にコロナ禍において安心して本を借

りられるようにしてあげてはどうかと私は思っております。 

 現在、全国の多くの自治体でも導入されており、県内では先ほどの、大体見込み

を入れて４市が設置されるということを聞いておりますけれども、図書館のサービ

ス、イメージアップに寄与するものと考えます。ぜひ将来的には導入のほうも考え

ていただきたいと思います。 
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 あわらが最後というか、未導入があわらだけだというふうにならないようにだけ

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 紙は劣化するという話がある中でですね、この辺がちょっと

僕ら引っかかるところでございます。県内最大の県立図書館、福井と小浜にありま

すけど、そこらの導入がない中でですね、一部市町の図書館、先行はしております

けども、その辺の効果とか状況をしっかり見極めたいと思います。これは図書館だ

けではなくて、学校の中にも図書館がございまして、じゃ、学校の中の図書館どう

するんだとか、生徒の教科書どうするんだとかと問題が広がりますので、今の状況

ではまだ導入するだけのことではないんじゃないかというふうに判断しております。

今後の動向はしっかり見極めさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 市長はご心配していただいていますけども、紫外線による紙の

劣化、これも私聞きました。ほとんどないと言っておりました。むしろ、ちょっと

日当たりのいいところに置いてあるほうが劣化するということを聞いておりますの

で。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１４時４５分といたします。 

（午後２時３４分） 

                                        

○議長（山田重喜君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後２時４５分） 

                                        

◇毛利純雄君 

○議長（山田重喜君） 続きまして、通告順に従い、６番、毛利純雄君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） それでは、通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず本題に入ります前に、先ほど吉田議員、また平野議員からお話がございまし

た新型コロナウイルス感染症対策ですが、いよいよワクチン接種が始まるというと

ころでございます。コロナが始まりまして１年余りが経過し、大変多くの方がご苦

労されておられます。今日までに亡くなられた方々に心からのご冥福をお祈り申し

上げますとともに、現在も入院治療されておられる方々の一日も早い回復を願って

おります。また、医療従事者の方々はじめ、関係されている皆様の今日までのご労

苦に対しましても感謝申し上げます。今後ともなお一層のご尽力をお願い申し上げ
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ます。 

 それでは、本題に入らせていただきます。 

 今回、１点目は除雪対応状況についてと、また２点目は、市道及び幹線農道の管

理状況について２つの質問をさせていただきます。 

 まず最初に除雪対応でございますが、１月、２月の降雪時には、市民の皆様をは

じめ、区長あるいは民生委員等多くの関係者、それから除雪委託建設業者、また市

の雪害に関わった職員、特に建設課の方々には心から敬意と感謝を申し上げます。 

 さきの１月２６日でございますが、議会全員協議会において、対応状況について

資料で説明を受けました。資料の除雪状況には、１月９日午前２時より２次体制に

より除雪が開始されておりますが、降雪量の多い伊井、坪江、剱岳地区の一部集落

において除雪が遅れたと聞いておりますし、私も何区かの区長さんあるいは区民の

方より早く除雪してほしい旨の電話がありまして、市役所に連絡をさせていただき

ました。 

 除雪が遅れたと思われますが、詳細にお聞きしたい点があるので質問をさせてい

ただきます。 

 まず一つ目は、原因でございますが、雪の降り方が異常であったのか、また委託

業者の区域が広過ぎたのか、２次体制に入る時間が遅かったのか、それとも問題は

ないと考えているのか。 

 次に２点目でございます。２次体制、１月９日午前２時でございますが、その日

のうちに除雪に入れなかった区等はあるのか。 

 ３点目は、今後、除雪体制を見直す考えはあるか。 

 以上３つの点をご質問いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部長、永井宏昌君。 

○土木部長（永井宏昌君） １点目の、原因は雪の降り方が異常であったのか、委託業

者の区域が広過ぎたのか、２次体制に入る時間が遅かったのか、問題はないと考え

ているのかとのご質問にお答えをいたします。 

 まず、名泉郷に設置されております下金屋観測所の計測値によりますと、１月８

日１２時からの２４時間降雪量は約４０㎝となっております。その後、２４時間も

同じペースで降り続けていたことから、雪の降り方としては異常に多かったと言え

ます。 

 なお、降雪量の多かった剱岳、坪江、伊井地区でありますが、１月８日の１４時

に剱岳、坪江地区、２１時には伊井地区の２次路線に除雪指示を出しており、２次

体制に入るタイミングは適切であったと考えております。 

 しかしながら、短時間での降雪量が非常に多かったことから、除雪作業の効率が

著しく低下し、地区によっては予定どおりに次の区へ進むことができませんでした。

こういった意味では、除雪を委託する区域が広過ぎるといった業者があることは否

めません。 



87 

 

 次に、２次体制、１月９日午前２時に入り、その日のうちに除雪に入れなかった

区はあるのかとのご質問にお答えをいたします。 

 ８日から２次路線の除雪の指示を出した伊井地区、坪江地区、剱岳地区でありま

すが、除雪を行った路線であっても、９日午前中には３０から４０㎝の新たな積雪

となりました。その後も雪が断続的に強く降り続いたため、１集落当たりの除雪に

かなりの時間を要することとなり、多くの区で除雪に入れない状況となりました。

芦原、金津両市街地においても道路が入り組んでおり、狭小な路線も多いことから、

２次路線については９日時点で入れていない箇所もありました。 

 次に、今後の除雪体制を見直す考えはあるのかのご質問にお答えをいたします。 

 ３年前の豪雪後、除雪計画を見直し、早期に除雪体制が取れるよう、積雪５㎝で

出動する最重要路線の設置、２次路線の出動基準を２０㎝から１５㎝に見直したほ

か、除雪機械の増強等を行っています。しかしながら、今回は時間当たり降雪量が

多く、かつ断続的に降り続いたため、予定どおりに実施できないところもありまし

た。 

 今回の反省を踏まえ、除雪委託範囲が広いほど積雪量、降雪状況により除雪の進

捗に対する影響が大きいことから、今後、１次路線、２次路線、さらには県道除雪

路線との関係性を加味した上で委託区域の組替えを行うとともに、バックアップと

いたしまして、市職員による直営除雪の組込み方なども含め、除雪体制の見直しを

検討したいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） それでは、一つ目の答弁についてでございますが、１月２６日

の全協資料では、２次路線は１月９日午前２時に指示したと理解しておりましたが、

今のお答えの中では、剱岳、坪江は１月８日午後２時に、伊井地区は午後９時に指

示を出したということで理解すればいいんですね。 

 それと、二つ目の答弁で、９日は午前中に３０から４０㎝の新たな降雪があった

とのことであるが、１月８日頃からの降り始めから１０日午前中までに一回も入っ

ていない集落はあったのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部長、永井宏昌君。 

○土木部長（永井宏昌君） ２次路線に当たりましては、１回は入っております。ただ、

８日からスタートしておりますので、８日地点で入っているところと９日から入っ

てないところを追加して入れたということで１回、２回といったところもございま

すので、一応１０日時点までに入ってないということはないと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 私が地元の方からお聞きしたところでは、入ってない路線があ

るんですね。 
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 なぜこのようなことを質問するかといえばですね、１月の１０日午後にあわら市

の成人式が行われたことで、一部市民の皆様から行政に対する支援の不満を聞いて

いるからこういうことを言っているわけでございます。 

 どういうことがあったかというと、その集落で成人される子どもさんがおられる

わけでございます。そのため、出席する家族の方が大変ご苦労されたということな

んです。 

 １つの例でございますが、まずその家族の方が、９日に大変降雪が続いている中、

当然まだその時点では全然入ってないということで、成人式開催について市役所に

電話しまして、市道が除雪されていない中で開催するのかと聞いたところ、開催予

定であるということであったそうでございます。除雪ができるかと聞いたところ、

多分これ、建設課かね、順次除雪に入る予定とのことであったそうです。しかし、

１０日になっても来ないので、その方の家の前での子どもさんの車への乗り入れと

申しますか、乗ることはできずに、数十ｍ家族の方が、五、六十㎝あったそうでご

ざいますが、雪かきをして、その雪かいたところを子どもさんが着物を着て車に乗

ったと。ここはちょうど県道があったわけで、ここは除雪がされていたということ

で、そういうことで会場へ向かわれたということです。大変ご家族の方がご苦労を

されていたと、そういうことの不満が大変あったように思われます。 

 こういうような大変な状況であったんで、市長か教育長ですか、何か思うところ

がありましたら一言いただきたいなと。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ９日の土曜日ですね、朝、相当もう降ってまして、で、降雪

状況で、午前中、１１時頃に教育長と相談をいたしました。その中で、福井市はや

るという状況だったんですね。坂井市もそのときはやるというような判断でござい

ました。私どもは、１０日の日の天気予報を見たところ、１０日は朝頃から降りや

んでて、お昼は晴れるという予報が出ていました。ということで、私どもは１０日

の朝からは一応降りやんでいることを考えれば、成人式が１２時半からでございま

すので、何とかそれに合わせて頑張ろうということでやることを決めました。その

後、２時頃でしたか、坂井市のほうから、うち、やっぱり延期するんやという話が

まいりました。それは坂井市は三国と丸岡の会場があって、三国はできるんだけど、

丸岡がとてもじゃないけどできそうにないので、この際延期するという方向でした。 

 そこで、どうするかということを再度検討したんですけども、このままやるとい

う方向で、それまでやるってご連絡をしていたこともありますので決めました。そ

れで、その日はできるだけやってくれということを私、直に頼んだんですけれども、

前日からずっと作業をしていましたので、９時とか１０時頃に切り上げるという、

休ませたいというところもございました。で、引き上げたところもあるって聞いて

おります。でも僕は、その日ですね、１０時半頃に行ったときには、例えば、中浜

なんかはまだやってました。で、そういうところには、あした成人式があるんで頑
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張ってほしいという話をして、なおかつ、１０日に向けて各事業者さんのほうに、

できれば深夜２時から除雪に入ってほしいと。特定の路線をやるというんじゃなく

て、とにかく全市的に行けるように、主な１次路線を中心に可能な範囲でやってく

れということで指示をし、そのように動いてもらっていたと思います。 

 ただし、今ありましたように、一部地区とか路線によっては入れてなかったこと

があったことについては大変申し訳なかったと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 今、市長のお話を聞きました。 

 私、ホームページですか、あれで成人式の式典の様子を録画されてたんで見させ

ていただきました。その方もご父兄の方も見られたそうでございます。 

 そこで、やっぱり何を言いたいかっちゅうと、全然道来なんだっちゅうことです

ね。やったことが悪いんではなしに、全然来んのに、市長は式辞の前に一言雪につ

いて、市職員が昼夜を問わず一生懸命努力しましたということで、そこに参加され

た成人の方大変でしたと。私も聞きましたんで。しかしながら、その方にすれば大

変なこと、数十ｍも雪をかいて子どもさんを出したということで、いま一つ市長の

言葉にしっくりこなかったんかなと。今後ですね、またこういう降雪時期の成人式

ですから、情報網も発達しておりますので、やるやらんの判断をまた今後において

は的確にやっていただきたいと思います。 

 次に、３つ目の答弁で、除雪体制を見直すとのことでありますが、現状を見ます

とね、委託建設業者の体力が、大変公共工事等も減少しておりまして、大変厳しい

状況になっていると思っております。 

 今回の降雪状況で、二、三日の間、除雪に入れないところが出ていることは、当

然建設業者の方の限界ではないかなと考えられます。 

 そこで、この答弁にありましたように、市直営での除雪を充実するということは

大切かと思います。しかしながら、市職員の方が、若い方が免許を取られて、経験

もほとんどないような状況で、また事故等の危険も伴うこともあり、私が考えてお

りますのは、除雪経験のある市のＯＢ、私もそうでございますが、免許も持ってい

ます。また、市の道路状況も把握している部分もございますので、またそれ以外に

も、一般の建設会社へ行っていた方で経験のある方もおられます。そういう方に除

雪期間に運転をお願いするという考え方も一つの方法かなと思っております。 

 もう一点は、集落には農業の大型機械がございます。私の集落もございますし、

そこの大型トラクターに除雪機と申しますかショベルをつけまして、ある程度その

集落の狭い市道もございますので、そういうとこも委託されたらどうかなと思って

おります。今後いろいろと検討するということですので、その辺も検討いただきた

いかなと思っております。 

 以上で、１点目の除雪については終わらさせていただきます。 

 次に、２点目の市道及び幹線農道の管理状況についてということでございます。 
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 あわら市には、北陸自動車道、国道８号、国道３０５号、県道福井金津線はじめ

多くの県道がございます。そして、市が管理する市道及び幹線基幹農道もございま

す。道路は市民の生活に欠かすことのできないライフラインと言っても過言ではな

いかなと考えております。 

 昨年、私、あわら市全域の交通量の多い道路、交通安全施設、特にセンターライ

ン、外側線ですね。整備状況を見ようと何日かに分けて走ってみました。そしたら、

国道及び県道についてはほぼ完璧にラインが引かれております。しかしながら、市

道につきましては、もう何年も前から消えたままの道路、辛うじて薄く残っている

道路、また交差点での停止線が消えている道路が多くありました。大変車の通行上

危険であります。特に雨天の薄暮時ですね、特に高齢になりますと、また夜間はセ

ンターラインあるいは外側線を頼りに運転をしている人が多いと思われます。セン

ターライン、外側線がないために、事故が起きた場合にはですね、道路管理者の責

任を問われる場合もないとは言えません。今冬の雪による路面及びガードレール、

ライン等破損した箇所が多くあると思われます。市民及び通行される多くの方々の

安全・安心を最優先に質問をさせていただきます。 

 交通量の多い路線を最優先に、早急に停止線、センターライン、外側線を施工す

る考えがありますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部長、永井宏昌君。 

○土木部長（永井宏昌君） 交通量の多い路線を優先的に早急に停止線、センターライ

ン、外側線を施工する考えがあるのかとのご質問にお答えをいたします。 

 現在、センターラインや外側線などの各線が設置されています市道は５７路線で、

延長は約６８㎞となっております。 

 また、幹線農道は５路線で延長は約１５㎞となっており、多くの路線で経年劣化

等による区画線の剥離、摩耗消失が見受けられます。 

 市道における直近の区画線引き直し実績は、平成３０年度にセンターラインで約

０.６㎞、外側線約３㎞、令和元年度にセンターライン約３.１㎞、外側線約１.１㎞、

今年度はセンターライン約４.３㎞となっています。 

 なお、幹線農道につきましては、現在、広域坂井北部線において県営農道保全対

策事業による路面改良工事を実施していることから、坂井農林総合事務所と工事時

期等の協議を行っております。 

 令和３年度に工事を実施しない同農道と広域坂井線につきましては、令和３年度

において県単小規模多土地改良事業による区画線の引き直しを実施する予定でござ

います。 

 ご指摘のとおり、センターラインは車対車の事故が懸念されることから、特に交

通量の多い路線や区画線が完全に消えてしまっている路線を選定した上で、随時セ

ンターラインを優先して引き直しております。 

 なお、停止線などの規制表示や指示標示は公安委員会が設置、管理することとな



91 

 

っておりますが、同一路線で区画線を引き直しすることがあれば、市において停止

線等の引き直しも実施しております。 

 今後も改めて区画線、路面標示等の劣化具合を確認しながら、計画的に引き直し

を実施してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 答弁の中で、基幹農道と思いますが、令和３年度に広域坂井線

において県単事業で区画線を引き直すということですが、場所についてはどこでし

ょうか。 

 いいです。私が見た限りでは、多分桑原からちょうど安光の県道の立体交差です

ね、あそこまで全線、大体２㎞あるんですね。これはもうほとんどラインはないで

す。もう１０年ぐらいしてないんじゃないかな。そういうところと、それから三国

のほうから河間通って中番、そして昔の８番らーめんのほうからずっと轟木の南側

へ行って、県道２９号線、昔ベストスタンドですか、そこらもかなり距離あるんで

すけど、その中で、ちょうどえちぜん鉄の中番踏切付近で１.１㎞余りラインがない

ですね。それでトータル３.１㎞ですか、それぐらいないです。あとは横線ですか、

河間とか、それから番田のあこですね。ああいうのはかなりきれいにラインがござ

います。特に河間、安光は中部工業団地の通勤の方がかなり通行されます。大変危

のうございますので、一日も早く施工していただきたいなと思っております。 

 それから、今、市道の、今年度は４.３㎞ということですが、大変交通量の多い、

私、ずっと見ましたら、まず一番に金津芦原線ですね、高塚から湯のまち駅まで。

ここは４㎞あるうちの２.４㎞は消えています。そして旭山室線やね。ちょうどエイ

チアンドエフの前。これはＪＡ金津から三差路の交差点まで完全に消えています。

これは０.９㎞。それから十日嫁威線、ちょうど中央区から日の出へ行きまして嫁威

まで、これも２.７㎞は消えています。滝高塚線は滝区内が１㎞。それから、あわら

温泉の芦泉荘、そこからグランディア通って中浜まで、これが２.４㎞、これも全線

消えています。それから千束赤尾線、これ、ちょうどフルーツラインから赤尾を通

って北潟までですが、ここでも２.２㎞消えています。これ、合わせますと約１０㎞

あります。これは大変交通量が多いんで、先ほど部長は今年は４.３㎞と。交通安全

施設の３年の予算は４００万と。多分これでは全然足らんのかなと。 

 そこで、何とかこの路線ぐらいは交通量が多いですから、今年度早めにやること

を思いますが、どうですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 土木部長、永井宏昌君。 

○土木部長（永井宏昌君） ご指摘ありがとうございます。 

 先ほども申しましたけれども、我々としてはですね、そういった道路の形態、今、

聞いているところは、交通量を加味しながら優先的に計画的に引き直しを今実施し

ていっておりますので、今後また予算的な足らないとかそういったところがもしあ
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るとなれば、今後また補正等も検討しながらまたやっていきたいというふうに考え

ております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 部長、４.３㎞でどれぐらい見込んでいますか。 

（発言する者あり） 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ６番、毛利純雄君。 

○６番（毛利純雄君） 部長、いいです。大体、内容はメーター四、五百円かなと思っ

ております。なので、今の４００万ではとっても足らんのかなということで、先ほ

ど言いましたように、大変交通量の多い約１０㎞については、ぜひともですね、新

年度始まったらやっていただきたいなと思います。 

 それで、市長、交流人口１０万という中で、いろいろと新幹線、また吉崎道の駅

等整備しましてですね、県外の方も来られると。しかしながら、やっぱり市民の生

活が大事です。市民が住みたくないまちになったんではよそから来ても駄目だと思

いますので、ぜひともこれは補正つけてでも実施していただきたいなと。ここでの

即答は結構でございます。 

 以上、私の一般質問を終わらせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 土木の査定でですね、細かいこういうところまで、１から１

０まで僕んとこへ上がってくるわけじゃないですね。で、道路の改修、去年は雑木

をやるって話になって、今年は何するんやっていうことを土木に言ったときに、今

年は道路の補修をせなあかんねということだったので、そうかということで収まっ

ている話です。今、議員ですね、ずっとばーっとこんないっぱいあるぞということ

について、ちょっと僕も初めて知ったところでございますので、また今後、できる

範囲内で補正等を考えますので、ありがとうございます。 

                                        

   ◎延会の宣言 

○議長（山田重喜君） お諮りをいたします。 

 本日の会議はここまでとし、明日に延会したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 なお、明日３月５日は午前９時３０分から会議を再開いたします。 

○議長（山田重喜君） 本日はこれをもって延会といたします。大変ご苦労さまでござ

いました。 
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   ◎開議の宣告 

○副議長（吉田太一君） これより、本日の会議を開きます。 

○副議長（吉田太一君） 議長が不在でございますので、私、副議長が議長の職をさせ

ていただきます。 

○副議長（吉田太一君） 本日の出席議員数は、１４名であります。 

 山田重喜君は欠席の届出が出ております。 

 森 之嗣君は遅刻の届出が出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○副議長（吉田太一君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○副議長（吉田太一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、山口志代治君、

６番、毛利純雄君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○副議長（吉田太一君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇山川知一郎君 

○副議長（吉田太一君） 通告順に従い、１４番、山川知一郎君の一般質問を許可しま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 日本共産党の山川知一郎でございます。 

 ２点について質問したいと思います。 

 第１は、生活保護申請に際しての扶養照会についてでございます。 

 今まで、生活保護を申請すると３親等内の親族に対して、申請者への経済的援助

ができないかの扶養照会が行われており、このことが、生活保護申請をためらわせ

る大きな理由となっていました。 

 最近、生活保護を受けることになった方も、２０年以上前に四国の親元を離れて

あわらで働いてきましたが、体調を崩して働けなくなり、やむなく保護を申請しま

した。四国には、７０歳代の父親が１人で暮らしており、この父親も病気がちとの

ことです。あわらに来てからの２０年間、年に一、二度電話をするだけでした。こ

のような父親に扶養照会が行くことはとても耐え難いことです。 

 １月２８日の参院予算委員会で、厚生労働大臣は「扶養照会は義務ではない」と

明言しました。２０１７年度で扶養照会によって援助につながった件数は、３万８,

０００件中６００件しかないとのことであります。戸籍や住所を調べて問い合わせ
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ても、ほとんど援助に結びついておらず、場合によっては親族との関係を悪化させ

るケースもあります。 

 このような扶養照会は直ちにやめるべきと考えますが、市の考え方を伺いたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） 生活保護申請に際しての扶養照会は直ちにやめるべき

とのご質問にお答えします。 

 生活保護制度は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、生活に困窮する

方に対し、必要最低限の生活を保障するとともに、自身の力で生活ができるよう支

援することを目的とした制度です。この制度の下、生活保護法第４条第１項では、

保護は、利用し得る資産や能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活維持のた

めに活用することを要件としており、その適用に際しては一定の調査が義務づけら

れています。 

 一方、扶養義務者の扶養については、同条第２項において「保護に優先して行わ

れるものとする」と規定されており、扶養義務者が明らかに扶養することができる

と判断される場合は、その責任を果たすことが基本的な考え方となっております。 

 なお、国が示す生活保護の実施要領では、家庭内での暴力といった事情がある場

合や、２０年間音信不通であり、明らかに交流が断絶している場合などは、扶養義

務の履行を期待できないことから、扶養照会を行わないこととして差し支えないと

してきたところです。 

 しかしながら、この扶養照会の基準について、国会で弾力的に運用する方針との

答弁があり、本年２月２６日付厚生労働省通知において、２０年間音信不通であり、

明らかに交流が断絶している場合の取扱いについて、「１０年程度音信不通である場

合は、その他の個別事情を問わず、扶養照会を行わないこととして差し支えない」

と変更されました。 

 本市においては、まず、要保護者の面接時に生活保護制度の説明を行い、十分に

理解をいただいた上で、要保護者からの申告に基づき、戸籍調査による扶養義務者

の存否の確認を行っています。その後行う扶養照会においては、金銭的な援助だけ

ではなく、定期的な電話や訪問による健康状態の確認、身の回りの世話など、心の

支えとなる精神的な援助の可能性についても、要保護者了解の上で調査を行ってい

ます。 

 また、この扶養照会は、行政が家庭や親族の問題に立ち入ることでもあることか

ら、一律に扶養照会を行うのではなく、要保護者に寄り添いながら慎重な検討を行

っており、調査によって保護申請をためらうこととならないよう、十分に注意を払

っています。 

 今後とも、生活保護が必要な人には確実かつ速やかに保護を開始し、最後のセー

フティーネットとしての役割を果たしてまいりたいと考えております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 国会でですね、厚生労働大臣が義務ではないと言ったにもか

かわらず、実際上は、厚労省の通知は、今までの２０年間音信不通の場合は照会し

ないとしていたものを１０年程度と、この部分だけ少し緩めたといいますか、そう

いう感じですが、基本的には、やはり扶養照会するというふうになっておりまして、

ちょっと国会答弁とは違うなというふうに思いますけれども。 

 具体的にお聞きしたいと思いますが、３親等までということになりますと、１親

等の親子の間ぐらいはまだあれかなと思いますけれども、兄弟の子供、甥とか姪ま

でが３親等ということでございます。それから、おじいさん、おばあさん、ここま

で３親等というのは及ぶと。 

 大体、生活保護を申請する方のほとんどはですね、そういう扶養、援助してもら

える人がいれば、そこに話をして、そしてどうしても、もうそういうものは期待で

きないという場合に申請するというのがほとんどでありまして、そういう親でも子

でも十分扶養能力があればですね、実際に保護申請はしないということがほとんど

だというふうに思います。 

 それで、具体的に、昨年１年間、あわら市で生活保護の申請は何件あってですね、

そのうち、扶養照会をして、そして、それで分かったと、扶養しましょうと、援助

しましょうとなった件数はどれだけあるのか、それから、その照会は３親等まで全

部やっているのかどうか、この点について伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） 昨年度、令和元年度では１０世帯が保護開始となり、

扶養義務者の数は合計３２名でございました。そのうち、２０年以上の疎遠の理由

により支援が期待できないと判断して照会を行わなかった人数は１４名で、１８人

の方に対しまして扶養照会を行っております。扶養照会した１８人のうち、金銭的

な援助を行うとなった人は１人、定期的な訪問や電話連絡などを行う精神的な支援

を行っていただける方は４人となりました。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） １０世帯３２名について照会したということですが、この１

０世帯というのは、生活保護を受けることとなった人なのか、申請した件数なのか、

ここはどうですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） １０世帯が保護開始となったということでございます。

それから、扶養義務者は３２人、そのうち１８人の方に対しまして調査を行ったと
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いうことでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） そうすると、申請したけれども受給にならなかったという方

もいると思うんですが、受給にならなくても、それは調査の結果でならないわけで

すから、その申請したものに対して全部照会したんではないんですか。それと、そ

の照会先は、この今、１８名ですか、照会したということですけど、それは３親等

まで全部やったのかどうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） 申請につきましては、２０件上がってきております。

そのうちの１０件が扶養開始となったということでございます。 

 それから、扶養照会の範囲でございますが、兄弟姉妹の配偶者、あるいは３親等

の甥、姪。または、父親の方とか母親の方がお年を召していて期待ができない、病

院に長期入院しているとか、あるいは高齢者の施設に入っている等、明らかに期待

できない方につきましては照会を行っておりません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 照会する前に、これは出してもとても期待できないというと

ころは出さなかったということですけども、それでもですね、３親等というと甥と

か姪まで行くわけですよね。これは、申請する者にとっては非常に耐え難いという

かね。親子の間ぐらいならね、何とかしてくれやって言えるでしょうけど、兄弟の

子ども、甥やら姪までね、何とかもう生活できんので助けてくれんかと言うのはね、

それは、ふだんから付き合いがあって気安くそういうことが言える関係ならいいで

すけども、そうでないとですね、そんなほとんど話をしたこともないと、中には会

ったこともないというようなね、そういう者もいると思うんですけれども、そうい

うところまで扶養照会するというのは、申請する者にとっては非常に苦痛になると

いうことだと思うんですよね。 

 ですから、義務ではないと厚労大臣も言っているわけですから、そこらはもう少

し範囲を狭める。ヨーロッパは大体１親等だけなんですよね、照会する場合でも。

日本は非常に範囲が広くて、全然交流のない者にまで照会が行くというのは、これ

はちょっと、生活保護申請者に対する、非常に問題だというふうに思いますが、今

後、こういう厚労大臣の発言も受けて、何か今までと変わる点はあるんでしょうか

ね。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 健康福祉部長、糠見敏弘君。 

○健康福祉部長（糠見敏弘君） 何度も申し上げますけれども、２親等となるような兄

弟姉妹の配偶者、あるいは３親等の甥、姪等につきましては、本市につきまして、
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よほど期待できるというようなことがない限りは、扶養照会は行っていません。 

 それから、今後ですね、どのように対応するかということでございますが、今、

大変コロナ禍の状況において、生活困窮者というような方が大変多くなっておりま

すことから、国のほうにおいても、いろいろな留意点に関します通知も来ておりま

す。弾力的な対応というようなことでございますが、本市におきましても、できる

だけ速やかな保護の開始ができるような事務手続を進めていきますとともにですね、

自立支援というようなことで、社会福祉協議会等とも十分連携をとりながら進めて

まいりたいというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 市担当としてもですね、全部戸籍とかね、そういうことまで

調べて、３親等はどこに誰がいるかということを調べて、そして、照会をして、結

果的には、全体としては、それで援助してもいいというのは１％にも満たないよう

な、全国的に見ればそういう状況だというふうに言われています。そういう点では、

もう少し本当に生活保護申請者の立場に立ってですね、大幅にこれは改善していた

だきたいなというふうに思いますけど、これについて市長、何かありましたらお願

いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） この照会は、金銭的なものだけでなくてですね、先ほど言い

ました、連絡するとか、身の回りの世話とか、いろんな意味でサポートできること

があるという中で、それは要保護者にとっていいことじゃないかということで、そ

ういう観点からも照会をかけていますので。何かお金を引っ張り出そうと思ってや

っているとか、そんな悪意はございませんので。むしろそのほうが要保護者のため

にいいんじゃないかということで、市のほうではやっているというふうに担当のほ

うからは聞いております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） そういう思いでみんなやってもらっているんならいいんです

けども、中にはね、いや、私は誰も、そんな身内と付き合いもないし、交流もない

んやと、そんなところ問合せせんといてくれと言ってもですね、やっぱりしている

ケースもあるわけですよね。だから、その辺りは本当に、今回の厚労省の通達も踏

まえてですね、ぜひ全部、できれば扶養照会というのは私はやめるべきだというふ

うに思いますけれども、やるにしても１親等に限るとか、本人の申請者の意向をよ

く聞いてですね、問題がない場合にはやるというぐらいに、ぜひ改善をしていただ

きたいなというふうに思います。 

 ２つ目の問題に移りたいと思います。 

 女性の地位向上について。先般、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会
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の会長を務めていた森喜朗氏が女性蔑視の発言を行い、辞任に追い込まれました。

この森氏の発言については、「不適切である」というのが世論調査では６０％、それ

から、「辞任は当然だ」というのが７４％でありました。国内だけでなく世界中から

大きな批判が寄せられ、日本社会における女性差別の構造的なゆがみが暴き出され

たというふうに思います。 

 日本国憲法は男女平等が明記されておりますが、この憲法ができて７５年たった

今でも、男中心の社会はいろんなところで生きているというふうに思います。 

 あわら市でも、市役所の管理職の男女比率を見れば明らかではないでしょうか。

今こそ女性の地位向上と男女平等を実現するために真剣に取り組むべきときだと思

います。 

 この問題について、市の考え方と対策はどうなっているか伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 副市長、城戸橋政雄君。 

○副市長（城戸橋政雄君） 女性の地位向上と男女平等社会の実現に向けた市の考え方

と対策はどうなっているかとのご質問にお答えいたします。 

 本市では、男女共同参画社会の実現に向け、平成１７年に、あわら男女共同参画

プランを策定し、平成１９年には、より強力に推進するため、あわら市男女共同参

画推進条例を制定しています。また、平成２７年には、第２次あわら男女共同参画

プランを策定し、これまでの取組を継承しつつ、職場における男女の均等な機会と

待遇の確保、女性の起業等に対する支援、男女の職業生活と家庭・地域生活の両立

支援といった、女性の活躍推進に向けた新たな重点目標も設定するなど、国や県の

取組とも協調して、様々な分野の施策に反映させてまいりました。 

 市では、これまで、男女共同参画の普及啓発のため、市民を対象とした、あわら

男女共同参画のつどいを毎年開催してきたほか、感謝状や図画を募集するなど、市

民や子どもたちが、助け合い、認め合い、思いやりなどの大切さについて考え、男

女共同参画への理解を深める取組を推進してきたところです。 

 さらに、市内企業に対しては、職場での男女共同参画や女性活躍の取組について

聞き取り、市の広報紙等で広く市民に紹介するなど、地域や職場での取組の促進や

啓発も行ってきています。 

 市民アンケートでは、「あなたの周りで男女共同参画が進んでいると思いますか」

との問いに対し、「進んでいる」と肯定的に回答した人の割合が、平成２４年度は２

４.７％であったものが、令和元年度には２８.４％となり、僅かながらも増加して

いることから、これまでの地道な活動の継続により、徐々にではありますが、男女

共同参画に対する意識の変化や理解が浸透しているものと捉えております。 

 一方、市の女性職員の管理職登用に関しましては、さきの１２月定例会におきま

して、堀田議員からもご質問をいただきました。女性職員の管理職や課長補佐への

登用については、家事や育児、介護等の負担による仕事と家庭の両立の困難さから、

ややもすると、昇任試験を受けない、または諦める女性職員がおりました。このた
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め、昨年度から試験方法等を見直したところ、今年度グループリーダーに就いてい

る女性職員は３人増え、２４人となっています。また、ここ数年の職員採用では、

女性の人数のほうが半数を超えてきており、多くの部署で、女性職員が市政運営の

重要な役割を担うようになっています。 

 今後も、将来を担う職員として計画的に育成し、適材適所に積極的な登用を進め

てまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 今言われましたように、市民の間でも意識は少しずつ変わっ

てきているというふうに私も思いますけれども、しかし、男女平等とかいう点から

見るとまだまだではないかなと。今言われたように、平成１７年に、あわら男女共

同参画プランをつくったと。もうそこから１６年たっているわけですね。その後、

条例もつくったと。しかし、このプランにきちっと数値目標というか、そういうも

のは入っていますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 男女共同参画プランに関しましては、計画期間１０年

間を想定したものでございます。したがいまして、１０年間といいますと、１０年

先の目標というのはなかなか立てづらいということで、プランに関しましては基本

的目標を定めており、数値的なものは示しておりません。この数値的なものに関し

ましては、毎年定めております、その下の推進計画ですね、こちらのほうで各部署

ごとに目標を定めながら毎年検証しているということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） その計画では数値を示しているということですけど、それの

達成状況というのはどうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 今年度に関しましてはコロナ禍ということで、副市長

が答弁申し上げましたように、男女共同参画のつどいが実施できなかったというこ

ともございまして、今年度の重点目標に関しましては、おおむね５０％から６０％

台の達成状況という状況でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 森さんの発言で組織委員会の会長が交代をいたしましたけれ

ども、橋本会長はですね、今度の組織委員会の女性の比率は４０％以上にしたいと。

数が同じであればそれで女性の地位向上って言えるかというと、私はそんな単純な

ものではないと思いますけれども、しかし、やっぱり、まず数で示されるものはき
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ちっと数で示して、それを達成していくということをしないと。失礼ですけども、

ここの前にいらっしゃる、ここにも女性は１人もいないと、こういう状況ではとて

も女性の地位向上にはつながらんのではないかなと。 

 今、市の中で、さっき管理職の試験を女性も受けるようになったという話があり

ましたけど、実際、数字として課長級、それから部長級で女性の比率はどれだけで

しょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 部長、理事、課長までということになりますと、男性３０

人に対しまして女性５人ということで、女性職員の割合といたしましては１４.３％

という形になります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 役所だけでなくて、これは日本社会全体、我々ももっともっ

と意識改革をせないかんなと思いますけども、実態はですね、女性の割合はあわら

市でも１４.３％と。民間がどうなっているかということについては、つかんでいる

でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 民間の企業等ともいろいろ男女共同参画に関する啓発

活動は実施をいたしておりますが、今現在、ここに民間の企業の管理職がどうなっ

ているかという資料は手元にございませんのでご了承いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） やっぱりこれを本当に進めるんであればですね、国とか県も、

女性管理職の割合とかそういうものは、民間に対してもいろいろ調査していると思

いますけれども、市としてもその辺りをきちんとつかんでですね、していくという

ことが必要ではないかなというふうに思います。 

 世界経済フォーラムというところが調査したジェンダー・ギャップ指数というの

がありますが、１５３か国中、日本は１２１位と、非常に遅れていると言わざるを

得ないというふうに思います。そういう点では、最初にあわら市がこの参画プラン

を立ててもう１６年たつわけですけども、数字的にどこまで進んだかというような

ことは、いまだにはっきりしないというような状況だったと思います。そういう点

では、期限を切って数値目標をきちっと掲げてですね、取組を強化するということ

が必要だと思います。 

 それから、毎年、あわら男女共同参画のつどいというのをやっておりますけども、

私も何回か出させていただきましたけども、あれが本当に女性の地位向上につなが

っているのかなって疑問に思うんですが、あのつどいの今までの経過と成果につい
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てはどのように考えておられるでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） あわら市における男女共同参画事業の施策の推進団体

といたしましては、附属機関でございます男女共同参画審議会、あるいは、実施機

関である男女共同参画ネットワーク、そして、男女共同参画推進の市民会議と、そ

の３つの団体がございまして、それぞれが活動を行っているわけでございます。そ

の集大成と申すものが、今ほどご紹介をいただきました男女共同参画のつどい、あ

るいは、絵画とか感謝状の紹介事業になると思います。 

 つどいがあまり男女共同参画に意味がないのではないかというご指摘がございま

すが、こうした取組を通しながら、先ほど申し上げました市民意識の向上と、僅か

ながらも改善に結びついているというふうに考えております。内容のほうをどう実

施をしていくかという検討も必要と思いますが、こうした取組については、引き続

き行ってまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 先ほども言いましたけど、例えば、管理職の比率が同じにな

ればそれでいいかという問題でないということは、私もよく分かっているつもりで

ありますし、やっぱり基本的にはもう意識が変わらないとですね、なかなかこの問

題は解決しないというふうに思いますけれども、しかし、まずは数字で表されるも

のはきちっと数字で表してですね、きちっと改善を図っていくと。やっぱりこの市

の管理職の比率は５０％ずつということを目標に掲げてやるべきだというふうに思

いますけれども、これらの点について、市長のお考えと決意を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 人の登用は、その人の適性とか能力をもってやりますので、

性別でどうのこうのということではやっておりません。結果的に女性が増えること

もあると思います。ただ、今の職員構成上ですね、たまたま４０後半から５０でそ

ういう管理職になっている女性が育っていないと。それはこれまで育てられなかっ

た組織の問題もあるかと思いますけれども、見ているとですね、今、補佐級も主要

なポストに女性がいっぱい就いていますし、ここ１０年でごろっと変わると思いま

す。それはえてしてですね、逆に、あの人は女性だから偉くなったんだとか、そう

いうような批判があっても僕は駄目だと思っていますので、やっぱりそれなりの適

性、能力を持ってしっかりとマネジメントできるような能力を育てていった中でで

すね、そういう頑張る職員は、女性、男性関わらず、しっかりと登用してまいりま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １４番、山川知一郎君。 



105 

 

○14 番（山川知一郎君） 今のはちょっと引っかかりますが、やっぱり女性も管理職な

りですね、いろんなところで活躍できるように育てていくということが必要で、そ

れをするということが１つは大事でありますし、それから、そうは言ってもやっぱ

り、例えばね、今、ここの前におられる皆さんのうち半分が女性になれば、おお、

あわら市も変わったなと、誰が見てもそういうふうに思えるわけですよね。そうい

う点では、やっぱりいろんなところでのそういう女性の活躍の場、それから、地位

とか、そういうことについてもやっぱりプランに数値目標を掲げてですね、取組を

強化すべきだというふうに思います。 

 そういう点を強く希望して、私の一般質問を終わります。 

                                        

◇室谷陽一郎君 

○副議長（吉田太一君） 続きまして、通告順に従い、２番、室谷陽一郎君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 通告順に従いまして、２番、室谷、一般質問を行います。 

 今回のあわら市議会定例会の前に、令和３年度から令和７年度までの５年間の第

２次あわら市総合振興計画後期基本計画（案）が作成提示されました。また、同じ

く国が施行した、まち・ひと・しごと創生法に基づき、あわら市においても、同じ

く令和３年度から令和７年度までの５年間を対象とした、第２期あわら市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（案）が作成提示されました。 

 ご存じのように、第２次あわら市の総合振興計画後期計画が、あわら市における

今後５年間の最上位計画です。令和３年度の当初予算においても、よく見てみると、

当然ながら、総合振興計画からくる事業であることが認識できます。総合振興計画

によって漏らさず全体を捉えていることがうかがえます。 

 そこで、こういった全体を捉えた計画に対して特に気になった点、また、アフタ

ーコロナをにらんだ事業について市長にお聞きします。 

 １つ目、総合振興計画後期計画の基本目標に「活力人口１０万人 あわら市の創

造」とうたっていますが、活力人口の定義と１０万人とした理由を質問します。 

 ２つ目、令和３年度当初予算において、サテライトオフィス誘致事業（制度創設）

が記述され、また、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略にも記述があります。

サテライトオフィス誘致事業の構想、見通し、または意気込みを質問します。 

 ３番目、総合振興計画のａｃｔｉｏｎ６の地域社会、情報化の推進でスマートシ

ティ政策の推進とあります。構想、ビジョンを質問します。また、できるならば具

体的構想をお聞かせください。 

 ４番目、総合振興計画のａｃｔｉｏｎ６、地域社会で持続可能な行財政運営とあ

ります。市税収入の増加があまり期待できない中で、多くの事業が遂行されていき

ます。市長はどのような考え、かじ取りをするかをお聞かせください。 
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 以上、質問といたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 私からは、１点目の第２次あわら市総合振興計画後期基本計

画における活力人口の定義と１０万人とした理由についてお答えをいたします。 

 暮らしやすくて幸せを実感できるまちを基本理念とした第２次あわら市総合振興

計画の前期基本計画期間である５年間で、あわら市を取り巻く環境は大きく変化し

てきました。世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症への対策や、ＡＩ

やＩＣＴといった情報通信技術の進展、持続可能でよりよい世界を目指して取り組

むべき全世界共通の目標であるＳＤＧｓも広く浸透し、誰一人取り残さない社会の

実現が求められています。 

 また、全国的な少子高齢化は、あわら市においても例外ではありません。平成１

２年をピークに減少傾向が続き、現在、約２万７,０００人の人口が、２０年後には

約６,５００人減り、２万１,０００人まで減少するとの予測がされています。年間

出生数については、平成１６年度が２２３人であったのに対し、令和元年度の出生

者数は１５６人と約３０％減少するなど、目に見えて減少しております。 

 さらには、地域の担い手不足や空き家の増加、多発する大規模災害への対策など、

様々な課題に取り組む必要があります。 

 こうした背景を踏まえ、「暮らしやすくて幸せを実感できるまち」を実現していく

ためには、令和６年春の北陸新幹線芦原温泉駅開業を、市政を飛躍的に発展させる

ビッグチャンスと捉え、まちづくりや人づくりなどに市民一人一人が知恵を出し合

い、覚悟を持って行動することが非常に重要であると考えております。 

 このため、後期基本計画では、１０年後、２０年後を見据え、「誰もが夢や希望を

持ち、元気で笑顔で暮らす活力あふれるまちへ」をテーマにしました。また、新た

に「活力人口１０万人 あわら市の創造」という目標を掲げました。 

 あわら市では、この活力人口を、多様な形であわら市と強いつながりを築き、あ

わら市に活力をもたらしてくれる人や、活力を担ってくれる人たちのことと定義し

ています。 

 現在のあわら市の活力人口は、まず、関係人口の中から、あわら市に縁やゆかり

のある人、市外からの通勤通学者、市内の産業振興に関わっている人、あわらのフ

ァンなどを合わせて約１万人と見込んでいます。加えて、交流人口では、宿泊観光

客のうち、リピーターとして毎年訪れてくれている人などを約４万４,０００人と見

ておりますが、これらに定住人口約２万７,５００人を合わせた８万人を活力人口と

推定しています。 

 この活力人口を５年後には１０万人にすることを目標として、活力あるまちづく

りを強力に進めたいと考えております。また、５年後の目標数値であることから、

実現可能性も考慮し、２万人増、率からすると毎年５％、５年で２５％増の１０万

人を目標値としたところです。 
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 なお、２点目以降の質問につきましては、各担当部長から答弁いたさせます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 経済産業部長、武田正彦君。 

○経済産業部長（武田正彦君） 私からは、２点目のサテライトオフィス誘致事業の構

想、見通し、または意気込みについてのご質問にお答えします。 

 これまで、働く世代の移住希望者にとって、地方への移住を検討する上で、就職

先や転職先が少なく、働く場所の確保が大きな課題となっていましたが、コロナ禍

においてテレワークを導入する企業が増え、転職しなくても移住できるという認識

が広まったことで、移住に対するハードルが下がったと言えます。 

 企業から見れば、サテライトオフィスやシェアオフィスなどは、働き方改革や人

材確保、災害時のリスク分散などにメリットがあると考えているようで、今後、さ

らに企業の地方移転が進むことが予想されています。 

 このため、県においては、新年度から県内にサテライトオフィスを設置する県外

の事業者を対象に、オフィスの開設や運営に係る経費の一部を、市町とともに連携

して助成する制度を創設することとしております。 

 市におきましては、この事業を活用して、県とともにサテライトオフィスを誘致

するため、先行して制度を設けるものであります。 

 テレワークなど、新たな動きを一過性の現象に終わらせず、地方への企業移転や

社員らの地方移住に向けた機運をさらに醸成するチャンスと捉え、サテライトオフ

ィスなどの市内への新規立地や移住、定住、新しい生活様式による多様な働き方を

推進していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 私からは、３点目のスマートシティ政策の推進の構想

（具体的構想）、ビジョンについてお答えいたします。 

 本市では、人口減少、少子高齢化の進行と相まって、地域経済の停滞、税収の減

少、社会保障費の増大等により、安定的な行財政運営に加え、行政サービスをいか

に維持し、向上させていくかが大きな課題となっております。 

 国は、令和２年１２月に行政手続の原則オンライン化に向けたデジタル手続法を

施行し、令和３年９月にデジタル庁を発足させる予定です。また、コロナ禍で表面

化した各自治体の非デジタル化を克服するため、自治体デジタルトランスフォーメ

ーション推進計画の下、抜本的な改革を推し進める方針です。 

 一方、市の現状としては、国が推し進めている行政手続のオンライン化や、シス

テムの標準化・クラウド化、ＡＩ・ＲＰＡの活用などを進めることとしております。

このため、ＩＣＴを取り巻く環境の変化に的確に対応し、ＩＣＴを積極的に活用し

て利便性の高い市民サービスの提供を進めるとともに、庁内業務の効率化を図るこ

とを目的に、あわら市ＩＣＴ推進計画を策定中です。現在、行政手続のさらなるオ

ンライン化やマイナンバーの利活用を推進していくとともに、ペーパーレス化、Ｇ



108 

 

ＩＧＡスクール構想により導入したタブレットの有効活用、公共施設等でのキャッ

シュレス化など、多分野にわたり検討を進めているところです。 

 さらに、国が推進するスーパーシティ構想に応募し、高速通信網を整備すること

も検討しております。このスーパーシティ構想は、昨年５月に国家戦略特別区域法

の一部を改正する法律、いわゆるスーパーシティ法が成立し、地域の課題を最先端

の技術で解決するために、地域と事業者と国が一体となって目指す取組のことであ

ります。具体的には、行政手続や防災、教育などの分野で先進的なサービスの提供

やデータ連携、大胆な規制改革などを推進し、２０３０年頃に実現される未来社会

の先行実現を目指そうというもので、採択された場合には、国家戦略特区、いわゆ

る特区として指定されることとなります。 

 あわら市では、まずは行政手続、交通、観光、医療・介護、教育、防災の６つの

分野での取組を考えております。公募締切りまで限られた時間となりますが、採択

となれば、あわら市が、先端技術による未来社会を他市町に先んじて実現できる大

きなチャンスとなります。この機会にスーパーシティ構想へ参画し、市勢発展や産

業基盤の充実、市民生活の向上に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 最後に、私からは、４点目の総合振興計画の「ａｃｔｉｏ

ｎ６ 地域社会」で、「持続可能な行財政の運営」とあるが、市税収入の増加が期待

できない中でどのような考えでいるかとのご質問にお答えいたします。 

 市民税や入湯税などの減収が見込まれる中であっても、活力あふれる未来に向け

た芦原温泉駅周辺整備や新型コロナウイルス感染症への対応などは着実に取り組ん

でいかなければならないと考えております。また、限られた財源を有効に活用する

ため、事務事業の緊急度、優先度を見極めた効果的な予算配分に努めてまいります。 

 新型コロナウイルス感染症が社会経済に大きな影響をもたらす中、引き続き事務

事業の見直しを進めていくほか、昨日の市長の答弁にありましたように、国、県に

おける補助制度の活用、ふるさと納税の推進などの財源確保に取り組み、持続可能

で健全な財政運営に努めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） ちょっと再質問させていただきます。 

 １番目のほうのことに対してなんですけれども、第２次あわら市総合振興計画後

期計画ですけれども、これを読みますと、第１章に前期基本計画の実施状況と達成

率が書いてあります。次に来るのが第２章のあわら市の現状で、主に人口推移に関

するデータとその記述となっております。そして、その章の最後に、将来の人口展

望についての記述があります。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、２０１

０年の約３万人の人口が、実に２０４０年には２万９００人まで減少すると見込ま
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れていると記述されています。これは先ほどもおっしゃっていただいたことだと思

いますが。さらに、記述は、第２次あわら市総合振興計画やあわら市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に掲げる事業や施策を強力に推し進めることで、２０３０年の

人口を約２万５,８００人、または２０４０年の人口目標を約２万３,９００人とし

ますと明記されています。 

 今回の後期基本計画においても、基本目標にこの人口目標も明記すべきではない

でしょうか。いかが考えていますかお答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 人口ビジョンもありますけど、それは長期的に見てやってい

ると書いてありますよね。長期的に展望しているわけです。我々は、２０年後、３

０年後の人口を見て、今何をすべきかということを考えている計画です。短期的に

５年後の人口がこうだからどうのこうのという、そういうような考え方じゃないで

す。現実ですね、減っていることは事実ですし、それを埋めるためには、自然増、

社会増を増やしていく必要があります。ただ、それにも限界がある中で、今回は、

関係人口、交流人口という中で、大きい意味で活力人口という大きい――まだほか

の市町は使っていません。県はちょっと使っていますけど――そういう考えの基に、

トータルして、単に人口が減るのを最小限に抑える努力もするけれども、それ以上

にあわら市の活力を担う人たちを増やしていこうじゃないですかという計画をつく

っていますので、特別、人口部分をこうする、ああするという目標を５年後に入れ

る必要はないと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） じゃ、ちょっと視点を変えます。 

 第２期あわら市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中に、関係人口、交流人口、

活力人口の言葉が出ています。自分が受けた研修会では、２０１６年から２０２０

年の第１期まち・ひと・しごと創生総合戦略で挙げた目標で、「人口減少に歯止めを

かける」とありますが、そのための希望出生率１.８が結局１.４止まりということ

で目標達成できず、東京圏への過度な人口集中の是正で、東京圏への転出、転入の

均衡を図る目標も、現在のコロナ禍は別にしまして、東京圏への転入が逆に増大し

たというのが第１期のまち・ひと・しごと創生総合戦略であったと思います。その

上で、今回、第２期の５年間の新たな視点として、この関係人口が出てきたものと

私は理解しています。 

 第２期における新たな視点としては、地方への人、資金の流れを強化するがあっ

て、そこで将来的な地方移住にもつながる関係人口の創出、拡大の政策が出てきま

す。自分の感覚でいきますが、関係人口に関する取組としては、プロフェッショナ

ル人材事業、サテライトオフィスにおける２地域居住、サテライトキャンパス、地

方創生インターンシップ、子どもの農村体験が挙がってくるのですが、市からいた
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だいた算定資料の関係人口の内容を拝見させていただきますと、市外からの通勤者

は分かりますが、例えば、姉妹都市の訪問団、あわらファン等が関係人口の中に含

まれています。私の感覚からいけば、これは交流人口に当たるように私は思います

が、いかがでしょうか。あわら市の振興事業のモチベーションアップを考えては、

再度こういったところの定義、見極めというのを明確にしたほうがよいかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 県が言う活力人口、あるいは私どもが使う活力人口の定義は、

別に法律で決めてあるわけではないわけです。議員はですね、そういうようなとこ

ろは交流人口じゃないかということですけれども、これまで、交流人口というのは、

ともすれば観光客をもって交流人口と言っているわけですね。今回、交流人口全員

を活力人口と言っているわけじゃないんですよ。そんなこと言ったら、８０万人も

９０万人も交流人口いますから、活力人口１００万人になってしまいますから。そ

うじゃなくて、今回はあくまで宿泊客のうち、コアにリピートしてくれている、あ

わらのためになっているような観光客、あわらファンの観光客という意味で、そこ

を４万数千人と出しているわけですね。 

 ですから、それとは別の部分を、今回新たに、交流人口とは別に関係人口という

枠を作って、実は交流人口以外にも関係人口という中で、こういう人たちがあわら

を担ってくれていますよねということを明確にするために、あえて交流人口からで

すね、そういう姉妹都市の交流とかそういうことで、あわらのためにいろんな情報

を持ってきてくれる、交流してくれるという人たちは、交流人口じゃなくて関係人

口と、今回、あわら市が定義したというだけです。県がそういう定義をしているわ

けでもありませんし、今回、庁内等で検討した結果ですね、そういう形で区別しよ

うということになったということです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 自分の関係人口に対する理解というものは先ほど述べたとお

りですし、あわらなりにそういった定義をされたということだと思いますが、この

件、もう一度ちょっと整理して話します。 

 活力人口１０万人の目標設定は、数字の切りもよく、スローガンとしてよいとし

ても、その内訳の定住人口の目標値、関係人口の目標値、交流人口の目標値は、そ

れぞれ明記した基本目標を掲げるべきではないでしょうか。より事業効果が明確に

なるＰＤＣＡを回すためにも、こういったことは明確にしたほうがよいのではない

かと自分は思います。 

 例えば、内訳において、人口推計データではあわら市の定住人口が、あのグラフ

からいきますと、２万５,７００人まで落ち込むとする予測を、人口目標２万６,８

００人とかに明確にするべきだと私は考えます。 
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 国からの交付金の算出においても、定住人口が大きな要素であると聞いています。

昨日の答弁にありましたが、人口１人当たり１４万円の交付金という算出の目安も

あります。まずは定住人口の目標値を設定し、事業を展開すべきかと思います。性

質の違う定住人口、関係人口、交流人口を一くくりにした目標では、数値的にはま

ちづくりが曖昧になるかなと私は思います。 

 定住人口ががた減りして、交流人口が増え、トータルで活力人口が１０万人に達

成しましたという町と、定住人口はきっちり増えましたが、交流人口はさほどぱっ

としなくて増えませんでした。でも、トータル活力人口１０万人達成したという町

では、この２つの町の性格というものは、私は違うと思います。これから私たちが

目指すべき町というものの明確な性格づけをする意味でも、こういったところもき

ちっと明記すべきではないかと思います。 

 言葉は少し乱暴になりますが、そういった曖昧な数値を基本目標に持ってくるの

ではなく、その３つのそれぞれの数値を出して１０万人というふうなスローガンで

あるべきだと考えますが、再度ですけれども、最後にご意見ください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 実際の人口ですね、定住人口というのを伸ばすということは

至難の業だと思っています。この２万７,７００人を２万８,０００人にするんだと

かって書いた途端にですね、その根拠はという意見は絶対出ますよ。そこをやるだ

けの自信は、僕にはないです。 

 しかし、それはおっしゃるとおりなんです。定住人口を増やすことが一番の目標

です。ですから、今回、定住人口にするために何かということをいろいろ考えてい

たときにですね、１つには、この新幹線開業、それもですね、あわらは駅ができる

というちょっとほかの周辺市町にはないすごい強みがありますから、とにかくそれ

を生かしたいという思いでやります。 

 交流人口も、実は、単なる観光客が来るのと宿泊するのとでは全然違うんです、

落とすお金が。あえてここの交流人口で活力人口と言っているのは、しっかりお金

を落としてくれている宿泊人口というところに目を当てているわけですよ。 

 関係人口につきましても、そこには、今言うふるさと納税とか、それを納めてく

れるような人たちを、来てはくれないけれども納めてくれる人たちも応援団だよね

という、そういう目に見えない、東京に住んでいる人かもしれない、でも、それも

あわらの応援団として活力人口に入れましょうという考え方です。 

 ですから、１個１個の積み上げも大事か分かりませんけど、そういう大きな目標

を掲げると。 

 それと、今、年明けしてですね、この１か月ほど前に、新たにスーパーシティと

いう、スーパーシティなんてどっか都会で何か工業化が進んだところの話かなとい

った話がですね、いや、このあわらでもやればできるかも分からないという、そう

いうようなアイデアをいただいたわけですね。これも本当に生かすことになれば、
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企業が新たな形で帰ってきて人口が増えるかも分からない。 

 残念ながら、このまとめていた段階では、まだスーパーシティの具体的なことま

では入ってなかったんですね。だから、その部分は後から加えたんです。後から加

えましたけれども、議員の皆様もそうでしたけど、僕たちも、新幹線だけでなくて

もう一つ何か必要だという中で、北潟、吉崎、細呂木の活性化で道の駅というのを

考えましたが、もう一つ、じゃ、スーパーシティということやると、いろんな分野

で、いろんな業界で、いろんな動きが出てくるよねって。そうすると、また応援団

も増えるし、もしかしたら定住者が増えるかも分からないという中で加えています

ので、そういう考えの下に、活力人口１０万人ということと、市民が知恵を出し合

って、そして覚悟を持って取り組むということを僕はこの計画で訴えているわけで

す。 

 市が、行政がやったってこの計画は実施できません。いろんな関係団体、市民一

人一人があわらをよくするという強い思いを持たないと、幾ら施策を打ったところ

でこれは実現しないと思いますので。この計画は、僕はそういうものだと思ってい

ますので、そういうことでつくっているということのご理解とご協力をよろしくお

願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 定住人口の２万７,５００人を伸ばせとかということじゃなく

て、当然こういう人口推計を見ると右肩下がりなんですよ。でも、努力とか事業を

打つことによって、それをどれぐらいか持ち上げるというところに１つのポイント

もあるので、そういう理解でもう一度この辺のところを明確にしていただきたいな

と思っております。 

 次に移ります。サテライトオフィス誘致事業についてですが、県において、新年

度から県内にサテライトオフィスを設置する県外の事業者を対象に、開設や運営経

費の一部を市町と連携して助成する制度を創設するとのことです。その予算の規模

と制度の内容について、開設や運営経費の一部助成制度の内容を少し説明していた

だけますでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 経済産業部長、武田正彦君。 

○経済産業部長（武田正彦君） では、制度の中身ということで、今現在想定されてお

ります対象となる業種ですとか補助要件、対象経費、そして補助限度額などについ

て申し上げます。 

 まず、この制度では、対象としましてＩＴ関連事業、それから事務系事業、総務、

人事、そういった管理部門の事業でございます。そういった業種を対象といたしま

す。 

 それから、補助要件につきましては、サテライトオフィスを設置し、業務開始か

ら１年以内に３名以上を雇用することとしております。また、Ｕターン、Ｉターン
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の人につきましては１名以上という２本立てでございます。 

 補助の対象経費でございますが、サテライトオフィスの土地建物の取得、改修の

費用、または賃借の費用、それから、事務に必要となります事務機器等の取得、ま

たはリースの費用でございます。さらに、通信回線の使用料でございます。 

 補助限度額は、県と市合わせまして、３名以上雇用の場合は３年間で総額１,５０

０万円を限度とすると。先ほど申し上げたＵターン、Ｉターン１名雇用の場合は７

５０万円を３年間の限度額とするというような内容でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） ありがとうございます。 

 制度ができてもなかなか事業は進みません。あわら市において、サテライトオフ

ィス誘致をどのような形で進めていくかということを質問させていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 経済産業部長、武田正彦君。 

○経済産業部長（武田正彦君） あわら市におきましてはですね、企業の担当窓口とい

いますか、営業をするというところは専門に持ち合わせておりませんので、福井県

と連携をしてというところで、福井県が、東京事務所、大阪事務所、こういったと

ころの事務所が中心になりまして、県外企業の営業に歩いていただいております。 

 ちなみに、年間１,０００件の営業訪問をされているということでございますし、

新年度からは名古屋にも事務所を開設するというようなことで、まずはそうした窓

口からいただいた情報を県と共有して、あわら市への誘致につなげたいというふう

に考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 全協でもお話ししましたけれども、徳島県の山村の神山町に、

放送関係のバックアップを目的としたサテライトオフィスが、古民家を改造して開

設されております。この神山のサテライトオフィスは人口５,０００人の山村に出現

したんですが、非常に成功をおさめて、全国からその町に、まちおこしの参考事例

として、いろんな方が視察に行っております。その事業者が神山町にサテライトオ

フィスを開設した大きな理由としては、既にそこの山村に高速通信網のインフラが、

ある事情によって整備されていたからだそうです。 

 そこで、スマートシティ政策の推進の質問に移ります。国家戦略基本方針に沿っ

てスーパーシティ区域の指定公募に応募する方針であるとのことですが、スーパー

シティ構想の特区として指定された場合、具体的にどのようなメリットがあるか教

えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 特区に認定された場合どういうメリットがあるかとい
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うご質問でございますが、全員協議会のときにもご説明を申し上げました。この国

家戦略特区と申しますのは、構造改革特区をさらに強力にしたものであるというも

のです。 

 構造改革特区というのは、あわら市でも２つ認定を受けておりますが、国がメニ

ューを用意した規制緩和のメニューですね、そこの中から、自治体が自由にそれを

取捨選択して認定を受けて、それぞれの地域で特区の事業を行うと。 

 あわら市では、幼稚園と保育所の合同活動、合同保育の特区を、全国展開される

前に先駆けてこの認定を受けておりますし、福祉事業における有償運送ですね、い

わゆる福祉事業における白タク事業に関しても、この認定を受けて行っております。

これが構造改革特区です。構造改革特区に関しましては、全国で数千の認定事例が

あるというふうに伺っております。 

 一方、国家戦略特区に関しましては、制度ができてからまだ新しいということも

ございます。２５年でございますので。全国で１０の市、あるいは県が指定をされ

ております。ここの中にスーパーシティが昨年から加わったということでございま

すが、これを特区の認定を受けることによりまして、市と事業者、そして国による

区域会議というものが設置されます。具体的には、その特定の区域に対して国の岩

盤規制を緩和して、どういった事業ができるかという協議を行って、それから始め

ていくというものでございます。 

 これは可能性としてお聞きいただきたいと思いますけれども、例えば、私たちが

インターネットに接続する場合にプロバイダー事業者、あるいは回線事業者との契

約を通して実施をするわけでございます。プロバイダー事業者の事業要件というも

のは、電気通信事業法で、あるいはその政省令で細かく決められておりますが、例

えば、あわら市の区域において、この認定要件が緩和される場合、市自身がその通

信事業者としての資格を取り得るのではないか。そうすることによって、市内全域

を超高速Ｗｉ－Ｆｉ網で覆うことによって、市内全域が巨大なＷｉ－Ｆｉのフリー

スポットになるのではないかということも国と協議をしながら、協議が整えばそれ

が実現するのではないか、そういった可能性が多く秘められているわけでございま

す。そうしたフリースポットが実現することによって、得られるメリットは計り知

れないということはご想像していただけると思います。 

 いずれにいたしましても、特区の認定を受けることによって協議が開始されると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） なかなか具体的なところがちょっとイメージ難しいんですけ

れども、でも、何となくお話聞いただけでも何かできそうだなというものを予感さ

せるようなお話でした。ぜひとも、当町も市もスーパーシティの特区になるように

頑張っていただきたいなと思います。 

 実際問題、近隣の町の応募動向とか、それから、この指定採用の可能性などがも
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し分かるようでしたらちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） この国の公募の前にですね、国では昨年末までに自治

体が取り組むアイデアというものを募集いたしております。これに応募のあった団

体が５７ございました。 

 あわら市はこのアイデアは応募せずに、さらに申し込むわけですから、あわら市

のような自治体もほかにいろいろあるのではないかと思います。ですから、ハード

ルは非常に高いと思います。そのためには事業者等とも協議をしながら取り組んで

いく必要があろうかと思います。 

 近隣の自治体に関して、このアイデアを出した自治体は、県内ではございません。

ただ、石川県加賀市、富山県富山市等がこのアイデアを出しているというものでご

ざいます。 

○副議長（吉田太一君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１１時といたします。 

（午前１０時４６分） 

                                        

○副議長（吉田太一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分） 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 特区になるかどうかはこれからの話ですし、まずは応募する

というところなんで、先ほどちょっと僕も熱くなりましたけれども、冷静にしなが

ら見ていかなあかんなということだと思います。ただ、頑張ってください。 

 それと、たとえそれが駄目だとしてもね、今後はやっぱり、じっくり国のまち・

ひと・しごと創生計画というのを読み込むと、やはりこういった人口減少に対抗す

るものとしてこういったふうな、ちょっとあんまり好きじゃないんだけど、Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５.０とかいうような言葉で出てくるようなデジタル的な対応というのが

ありますよね。だから、市長のほうもたしか全協でもおっしゃいましたけれども、

高速通信網を、あわらでも地方創生の交付金とかそういうのを使いながら、８７台

かな、そういうものもやっていくということは、この特区関係なく進めていくべき

かなと私は思います。 

 逆に、そういったものをやったときの費用とかそういうものを、デメリットみた

いなものがあれば、この際、ちょっと自分の熱を冷ます意味でも、あれば言ってい

ただければと思うんですが。どうぞ。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） スーパーシティ構想になるとですね、いろんな事業の費用と

いうのは、各省庁からどんどん落ちてくるんですわ。そういう意味で、すごいいい
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んです。 

 ただ、今おっしゃるように、もしも駄目でも、高速交通基盤体制についてこの間

お話ししましたけれども、六千数百万ぐらいですかね、そういう積算が出ているん

ですけど、それは、この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が使え

ると言われているんですよ。今、１億４,０００万ほど使わないで置いといてありま

すけれども、それなんかも、財源はそこに求めることは可能だと思っていますが、

それも決められないのは、今のコロナ感染状況とかですね、財政状況によって、ほ

かにコロナの対応とか経済対策で何か打ち出すものが出てくるとなると、どっちを

優先せなあかんかって話にもなりますし、それでもやっぱり一般財源を繰り出して

でもこの際やってしまったほうがいいんじゃねえかって意見もあれば云々なので。

これまた来る５月議会になるんでしょうか、そのときにはしっかりと考え方とかで

すね、やりますし、その前に、４月１６日のですね、特区申請はしますので、絶対

に。それの概要は４月に入ってから、４月の頭にもあるって聞いていますので、そ

ういうところで中間報告するとかですね、それはもう議会のほうと情報交換しなが

ら、できる範囲内とかも言いながら、どういうふうにしていくかについてはご相談

をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 分かりました。 

 この件で最後にちょっとあれなんですが、昨年の福井新聞の記事なんですけども、

坂井市と通信大手のソフトバンクが、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した地域活性

化や市民サービスの向上を目指した連携協定を結んだという記事がありました。注

目すべきは、ソフトバンクの社員１人が、市長特命ＩＣＴ推進エグゼクティブの委

嘱を受けて、週に１回程度、企画情報課に籍を置いて、市政の課題解決に向けての

調査、助言を受けるということが記事に載っていました。 

 今後、こういうことを進めていく中で、こういうスマートシティ政策の推進は、

なかなか行政だけでは進みにくい専門域だと思っております。なので、内部に人材

を求めて育てていくのか、外部人材を活用するかだと思うんですけど、この辺のと

ころをちょっと質問いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） そういう動きからみるとですね、坂井市ももしかしたらスー

パーシティを目指しているのかも分かりません。 

 僕のところも、今話をいただいているのはウェルソックというところの人で、も

ともとソフトバンクのソフトを立ち上げたという、そういう専門家で、その方は、

内閣府とか総務省とかいろんなところのつながりがある中でですね、国のほうから、

これは地方にも広げてくれというようなことがある中で、たまたま沖縄であったり

とか、岩手県だったら小さい市町もやって、あわらもたまたまＩＣＴで今のＧＩＧ
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Ａスクール構想をよりいいものにしていこうという中で、ＮＨＫエンタープライズ

が話を持ってきたときに、それだけじゃなくて、こういう今の動きがあるので、こ

ういう人を紹介しますので、あわらもしっかりやりませんかという話を持ってきて

いただいた話なんですね。 

 今後、おっしゃるように、そういう人の力を借りなあかんし、そういう専門家を

外部から求めていかなければならないとなればですね、当然、そういう人を坂井市

と同じような形でお願いせなあかんようなことになるかも分かりません。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） この件はそこまでとしまして、４番目に、持続可能な行政運

営について再質問させていただきます。 

 指標目標を見ますと、実質公債費比率があります。実質的な借金返済額の大きさ

を、その団体の財政規模に対する割合で表したものです。目標値がですね、令和元

年の７％が令和７年に７.２％になって、俗に言えば上がっていてあまりいい傾向で

はない値になっていますが、これはなぜですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 吉田議員の答弁の中でも申し上げてございますけれども、

税収が減る中であっても、起債の借入れですね、今、芦原温泉駅周辺整備事業です

とか大型の投資事業を行っている関係で起債が増えるということで、若干、目標と

言うとおかしいんですが、増えるような形になっているということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 先ほどの話と全く真逆の話になってしまうんでちょっと申し

訳ないんですけども、この実質公債費比率というのは、財政再生基準が３５％で早

期健全化基準が２５％という基準があって、財政再生基準を超えるような市町とい

うのは１個しかないんです、全国に。それは有名な夕張市です。夕張市というのは、

実は７１.８％って飛び抜けてもう財政を何とかせなんような町ですよね。 

 他の全ての市町は、要するにそんな早期健全化の２５％を超えるような町はない

んですけども、ただ、ちょっと古いんですが、データを見つけましたら、平成３０

年度の決算で、全国平均市町で見ると６.１％でした。あわらの目標値が７.２％に

なっていますと、やっぱり高い数字になっているんじゃないかと。それはそれなり

の理由があればいいとは思うんですけれども。 

 本当に難しいところに来ているとは思うんですけど、どのように考えているか、

同じような話になりますけど、再度お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） こちらも吉田議員の昨日の答弁で申し上げましたけれども、
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県内の市の平均でございます実質公債費比率は、元年度は８.６ということになって

ございます。あわら市におきましては７.０ということで、県内の市の中では３番目

にいいほうという数値になってございますので、若干高めに推移することは確実か

というふうには思っておりますが、さほど心配するような形だとは思っておりませ

ん。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） その総合振興計画の中にグラフが出ていまして、公債費比率

とか、それから債務のね、推移とかが出ていますけど、その中に将来負担比率とい

うのが出ています。将来負担比率というのは、一般会計等の借入金や第３セクター

等までを含めた、将来支払っていく可能性のある負担額の大きさを、その団体の財

政規模に対する割合で表したものと、こうなっております。要するに、将来の財政

を圧迫する可能性を表すものです。 

 これも先ほどと同じようなことで申し上げますと、早期健全化の市町の基準は３

５０％、これを超えるのは全国で１市だけ、夕張市だけです。夕張市はなんと将来

負担比率は４４０％です。平成３０年度の全国の市町の将来負担比率は、平均値が

２８.９です。県のほうは僕は調べてないんで、またそこそこの数字になるかもしれ

ませんし、県全体が、新幹線が来るということで厳しい状況かなと思ったりもして

おりますけれども。 

 そういうことで、あわら市においては、令和元年のデータからいうと４６.１％で、

平均値よりも大きいですよね。さらに、よくグラフを見ると、平成２９年度、３０

年度、元年と、将来負担比率というのが上昇しております。これは周りの環境から

どうしようもないんかもしれませんが、私はそれなりに心配しております。 

 このことをどのように考えているかということもありますし、吉田議員もちょっ

とおっしゃっていましたけれども、この目標値としてね、この将来負担比率も設け

て５年後の数値として掲げる必要があるんじゃないかなと、私もそう思うんですが、

ご意見ください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 総務部長、後藤重樹君。 

○総務部長（後藤重樹君） 今ほどの将来負担比率につきましてでございますが、県内

９市の平均につきましては６６.３％ということになってございます。あわら市、こ

ちらのほうもいいほうかなというふうに申し上げますが、３番目の４６.１％という

のが現状でございます。 

 確かに２９年度、３０年度と徐々に増えてきておりますし、今後も間違いなく増

えるとは思いますが、ここら辺をいかに抑えていくかということで、今後、健全財

政に努めていきたいなというふうには考えてございます。 

 それとですね、今、振興計画の後期基本計画、こちらのほうは将来負担比率につ

きましても目標値、目標の中に掲げるということにしてございますので、よろしく
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お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） ２番、室谷陽一郎君。 

○２番（室谷陽一郎君） 分かりました。そういう形で、いろんな状況だと思うんです

けれども、やはり計画には縛りとか達成目標というのが必要、それがあっての計画

かと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

 税収の減少と大型事業の推進で、本当にかじ取りの難しい局面に来ています。私

たちもそういったものをチェックする機関としても、そういう指標でもって財政を

チェックしていかなければならないかなと思っている次第です。財政指標において

も目標をしっかり持って、しっかりと臨んでいただきたいなと思っています。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

                                        

◇北島 登君 

○副議長（吉田太一君） 続きまして、通告順に従い、１５番、北島 登君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15番（北島 登君） 通告順に従いまして、１５番、北島 登、一般質問を行います。 

 令和３年４月１日施行予定の水道料金及び下水道使用料の改定の考え方について

質問させていただきます。 

 昨年３月定例議会で上程された議案、あわら市下水道条例の一部を改正する条例

の制定について、あわら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

の一連の流れ、値上げ案の考え方を教えてください。 

 施行日が令和２年１０月１日でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により

４月１６日には緊急事態宣言が出され、６月定例議会で６か月延期する修正案が可

決され、令和３年４月１日の施行予定となっております。 

 しかしながら、コロナウイルスの感染者数は、１月８日の７,９４９人が過去最多

となり、現在も不安定な情勢が続く中、長引く影響は深刻さを増すばかりで、あわ

ら市においても市民の生活様式が変わり、福井県唯一の温泉地であるあわら温泉も

冷え込み、多くの市民が大変な思いで我慢と苦しみの日々をお過ごしになられてい

ると思っております。 

 このような状況下での水道料金及び下水道使用料の改定はどうかと考えておりま

す。理事者の考え方についてお伺いしたい。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） まず、１点目の水道料金及び下水道使用料の改定に関する条

例制定の一連の流れ、及び値上げ案の考え方についてのご質問にお答えします。 

 ただ、今回のこのご質問につきましては、非常に重要でございますので、改めて



120 

 

その考えをお答えする前にですね、今の上下水道事業の現状と課題について、若干

お話をさせていただきますのでご了承ください。 

 本市の水道事業においては、人口減少等に伴う料金収入の減収といった問題のほ

かに、いろんな老朽化という問題があるんですけれども、水道事業は、昭和２７年

度から整備を始めたものであることから、古いものでは６０年を超える施設もござ

います。水道管では、総延長２７０キロの管を埋設しておりますが、このうち水道

管の耐用年数である４０年を超える管の割合は、平成３０年度末で５％でありまし

た。これが今後１０年間で１９％に増加し、その後も加速度的に増加していきます。 

 仮に、この水道管を耐用年数である４０年間で全て更新する場合、約８０億円が

必要となり、これは毎年２億円必要となる計算にもなるわけです。こういう問題が

あります。現に、平成３０年度、老朽化に伴う漏水が９１件あったと。これはです

ね、週に２件ほど、こういうようなことが発生しているということになります。こ

ういうような老朽化の対策というのも非常に大きい問題になっています。 

 また、各家庭に水道水を送るには、水道管だけではなくて、水を一旦ためておく

施設が必要であり、３か所の県水受水場であるとか、７か所の配水池、４か所の増

圧ポンプ場など重要な施設がございます。これらの施設の大規模改修や更新費用に

も、今後１０年間で約１１億円が必要というような面もございます。 

 また、ご存じのように、ポンプ施設や水質の適正化を図っていくためには、投薬

の設備であるとか、監視施設であるとか、電気設備など、これも重要でございまし

て、これも１０年、あるいは２０年サイクルで随時更新していくというような面が

あるということがございます。 

 次に、本市の下水道事業でございますが、各家庭などから排出された汚水を、総

延長３０２キロメートルの下水道管で回収しておりまして、市内７１か所のマンホ

ールポンプや４か所の中継ポンプ場を経て、福井県が運営する九頭竜川浄化センタ

ーで最終処理した後、九頭竜川へ放流しているということでございます。その対価

として、水道の使用水量を基に計算した下水道使用料をいただいているわけでござ

います。 

 この下水道事業は、生活環境の改善や河川などの水質改善を目的に早期の整備を

求められ、昭和５５年度から平成初期にかけて、短期間に整備を進めた経緯がござ

います。しかしながら、水洗化人口は平成２９年度をピークに人口減少に転じ、水

洗化人口の減少に歯止めがかかっておりません。このため、排出される下水の量も

年々減少すると予想されておりまして、下水道使用料も毎年度減収する中で、令和

元年度から１０年度までの累計で約２億１,６００万円の減収になるというような

ことも想定されています。 

 下水道事業では、料金収入の減収といった問題を抱え、昭和から平成にかけて集

中的に多額の借入金をしております。こうした工事を進捗した経緯がございまして、

この借入金の返済額が今後増大し、令和２年度では５億９,８００万円でございます

が、令和８年度はピークになりまして、６億６,２００万円という、この借入金の返
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済という問題もございます。 

 市としましては、これまで水道事業、下水道事業の健全化を図る目的で、料金改

定以外に水道メーターの隔月検針や事務の合理化を図るとともに、検針業務の民営

化を図り、職員２名を削減しているなど努力しています。また、水道事業では配水

池の休止を、下水道事業では２つの農業集落排水事業を公共下水道へ統合するなど、

様々な軽減策を講じてまいりましたが、一定の成果は見られたものの、料金等の収

入減を埋めることはできず、両事業の健全化には至っておりません。 

 こうした中、国からの要請もあり、本市において両事業における経営基盤の強化

を図ることを目的に、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を平成３０年度に

策定いたしました。 

 この経営戦略には、人口減少に伴い料金等の収入が減少する中、水道事業におい

ては今後老朽化施設の更新が増えること、下水道事業においては借入金の返済が増

大することなど、この問題の解消に向けて料金等の改正が必要ということが示され

ております。 

 これを受け、令和元年度に、大学教授や税理士のほか、市民や企業、事務所経営

者など９人で構成するあわら市水道料金等検討委員会を立ち上げ、６回にわたり料

金等の改正についての検討をいただきました。 

 この検討の結果、令和２年２月６日に水道事業会計及び下水道事業会計ともに、

今後も安定的に経営を続けるためには、料金等の改定はやむなしとの提言をいただ

いたところです。 

 なお、引上げ幅につきましては、本来、地方公営企業法第１７条の２第２項に定

める独立採算の原則に基づき、経営に伴う料金等をもって経費を充てる必要がある

ことから、水道料金で３２％、下水道使用料では５２％の引上げが必要とされまし

た。しかしながら、一度にこの引上げを実施した場合、市民生活への影響があまり

にも大きいことから、提言では、引上げ幅を段階的に改定することで、激変緩和を

図るべきとされています。 

 このため、引上げ幅といたしましては、まずは令和２年１０月に、基本料金及び

基本使用料をそれぞれ２００円、超過料金及び超過使用料をそれぞれ１０円引き上

げるとともに、毎年度の決算状況を検証した上で、４年後の値上げについて判断す

る旨の提言をいただいています。 

 少子高齢化に伴う社会保障費の増大や新幹線開業に伴う様々な事業、公共施設や

道路、橋梁など社会資本の長寿命化対策に係る経費などが今後見込まれる中、一般

会計が担う市民サービスを低下させることなく、かつ、これ以上両会計の補助金を

増やさないためにも、料金等の改定が必要であると判断し、令和２年、昨年３月の

定例会に水道料金及び下水道使用料改定に係る条例の一部改正案を提出し、議会の

皆様に様々なご議論をいただいた上で可決をしていただきました。 

 しかしながら、昨年３月下旬から４月上旬にかけ、県内において新型コロナウイ

ルス感染者が急増し、４月１４日には福井県で緊急事態宣言が発令されました。こ
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れにより、市内の飲食店や旅館をはじめ企業などが休業し、経済活動が停滞したこ

とで市民生活にも大きな影響があったことから、令和２年６月定例会において、料

金等改定に係る条例施行を半年間延期し、令和３年４月施行とする改正案を可決し

ていただきました。 

 なお、芦原温泉上水道財産区水道事業につきましても、昨年１２月定例会におい

て料金改定の条例案が可決され、市と足並みをそろえて本年４月１日からの施行を

予定しております。 

 次に、２点目の新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、料金の改定はどうか

とのご質問にお答えいたします。 

 本市の水道は、福井県の坂井地区水道用水供給事業が運営する浄水場から水道水

を購入し、配水池や水道管を通して各家庭等に給水しております。この県から受け

入れている水量、すなわち責任水量及び県水単価につきましては、昨年度、そして

今年度と議会の皆様のご尽力をいただきながら、県に対し強く是正を要望してまい

りました。 

 これにより、現在開会されている２月定例県議会に、県水単価を２円引き下げる

条例案が提出されています。この県水単価引下げの議案提出に至るまでには、本市

としては、水道料金を値上げしてもなお、水道事業が赤字になるということ、そし

て、現に、こういう形で条例でもう提案しているんですよというようなことをお示

ししながら、県に強くその改正を促しました。責任水量の見直しが直ちには困難で

あっても、せめて県水単価だけでも是正をしてほしいと強くお願いした経緯がござ

います。県が県水単価を引き下げ、市が料金等の改定をしないとなると、県との信

頼関係を損なわないか、また、県の支援を受けている他の事業にも影響を及ぼすこ

とがないかということを強く懸念しているところでございます。 

 また、料金等の改定を、仮に１年延長した場合には、市の水道料金で３,６８５万

円、下水道使用料で３,８８３万円、財産区の水道料金で２,２３０万円、合わせて

９,７９８万円の収入減となります。これら収入減を、税金を主な原資とする一般会

計で負担することとなれば、既に令和３年度当初予算で９億４,０００万円を取り崩

すとしている財政調整基金をさらに取り崩すことになります。今回、そこの財政調

整基金が多くなったのは、いろんな意味で税収が減るということが大きな原因です。

こういうことがなければですね、可能かも分かりません。しかし、現実問題、これ

を加えると、この財政調整基金を１０億以上取り崩すというような状況になります。 

 もとより、水道及び下水道事業会計は、使用者が負担するとする受益者負担を基

本としています。今回、上下水道の料金等を引き上げないとなると、税金でこれら

を負担することとなり、水道や下水道の使用の有無に関わらず、市民にさらなる負

担を求める結果になると考えております。 

 本市の水道及び下水道事業を取り巻く環境は、給水区域や下水道整備区域の拡大

を続けた時代から、人口減少が進む中、施設の老朽化や人材不足等の課題に対応し

ながら基盤強化を図る時代へと変わってきております。今後、水道事業では安全で
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安心な水道水を安定的に供給していくためには、老朽化した施設の計画的な更新が

必要であります。また、下水道事業においては下水道整備の借入金の返済に不足す

る財源の確保が必要でございます。 

 繰り返しになりますが、水道や下水道にかかる経費は、本来、公営企業法に定め

る独立採算の原則に従い、経営に伴う料金等をもって充てなければならないものと

承知しております。その財源を捻出するための今回の料金等の改定は、人口減少に

伴う収入減が見込まれる中、飲料や炊事、洗濯、入浴などに使用される重要なイン

フラである水道及び快適で文化的な生活を送るために欠くことのできない下水道サ

ービスを安定的に市民に提供するためには、避けては通れないものと考えておりま

す。 

 今回、非常に苦渋の決断ではございますが、こういうことで、予定どおり４月か

ら料金を上げさせていただきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） いや、確かに市長がおっしゃっていることはもっともやなとは

思うんですが、１点だけすごく気になるところが、市長の政策の１番、市長がよく

おっしゃっていた一丁目一番地は、昭和６３年から県との契約での責任水量である

と。 

 現在、あわら市の人口規模の責任水量に減らすことによって、水道事業を円滑に

すると、僕は最初そうなると思っていたんですってね。そしたら、現状はかくかく

しかじかと。まあ分からんでもないです。今後の見通しのことも考えると当然のこ

となのかも分かりませんが、それもコロナの中でばーんって出てきたやね。現状は

どうしようもないということから上下水道料金の値上げ議案が出されて、そして可

決。 

 今現在、申しますと、１日当たり１万６,１８２立米で、年間に換算すると５９０

万６,０００立米となり、これに対して、平成３０年度の実際の使用料は年間３８２

万立米となっている。その差は２０８万６,０００立米で、約３５％が未使用分です。

この差に相当する額は、税抜き単価で立米当たり６５円から６３円に値下げしてい

ただいても、税込みで約１億３,３００万円分は、あわら市が実際の使用量よりも多

く支払っている額となっております。ここんところが一番のポイントやと思うんで

すってね。 

 このうち、芦原温泉上水道財産区から約７,３００万円の定額で毎年負担していた

だいていること、このこともあるようではどうかと思っています。この件について

ご答弁願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 議員おっしゃることはごもっともと承知しております。問題

は、４０年ほど前につくった責任水量とか単価がですね。 
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（「人口減」と呼ぶ者あり） 

○市長（佐々木康男君） 人口減にもかかわらず変えられないという状況です。 

 これまでですね、当初８５円だったのが、平成１２年で７円下げて７８円、平成

２２年からは再度１３円下げて６５円とされてまいりました。それ以後、変わって

ないわけですね。これはですね、一緒に県へ行って、要望だけでなくて、部長、担

当部長のところにも行って何回も何回もやり取りしていますけれども、この差とい

うのはおかしいということなんですが、もともとこの龍ヶ鼻ダムとか上水道の建設

の借入金がまだ返済されていないので、令和５年度までは、ここはいかんともしが

たいという、もう一貫した主張でございます。 

 挙げ句の果てはですね、四、五年前も言われたそうですけど、だったら、あわら

市さんでやられたらいいじゃないですかというようなことまで言われる中でですね、

それでもこちらとしては我慢をして、でもこういう状況で、あわらはもうとにかく

温泉なんか使われてないんですよと、全然違うんですよと。そういう中で、やはり

これは大きい問題だということなので県として何とかしてくれということをずっと

言い続けておりました。 

 今年度におきましては、このコロナの関連する交付金の中でですね、上げられな

かった部分については見てもいいですというようなこととか、あるいは、財産区に

つきましても、こちらが県水受水分を免除する分について、その収入と認めるとい

うことで、コロナ関連のお金も使えたんです。それも県で、もうそういうふうにし

てもらいました。でも、来年、そのお金が使えるかどうかというのは、ちょっと分

からないですね、今。それは年度途中こうなったから、こういう条例も出してたか

らという中で、がーっと強く要望したので、認めてしかりってなったんですけども、

そういうような状況もあるということでございます。 

 あともう一つは、財産区からもですね、長年、このお金につきましては、管理者

もいますけど、もう僕が市長になって以来、本当にいつも何とかして、何とかしろ

という話は聞いています。これも県も簡単に言うんですわ。財産区壊しちゃって、

一緒になってやったらどうって。でも、明治のときに温泉が湧き出てですね、当然、

観光客が増えれば水が要るわけです。掘っても掘ってもお湯しか出てこないところ

に、水道が出ない中で、当時の芦原の人間はですね、牛山の向こうに水源を求めて

自らが行政のお金をかけることなく自分たちで築いてきたという誇りがありますの

で、その部分については、簡単に我々がもうやめてうちがやりますからというよう

なことは言えないという歴史もありますので。 

 ただ、これをですね、今後どうするかということについては、財産区ともしっか

り話していかなあかんということも分かっていますし、管理者にも、そういうこと

で、こういう時期なので一遍にはいかないけれども、徐々に徐々にということもお

話ししています。 

 今回、２円下げることによってですね、財産区からの負担金も、若干ではござい

ますが、ちょっと下がると。それと、今回についても、財産区的には市のほう、母
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屋のほうは上げるので、このコロナ禍においてもですね、去年の秋、このコロナ禍

で大変な時期でも議論いただきまして、４月に上げるということで何とか話をまと

めていただいたという経緯もございます。その辺、財産区についても私としては配

慮していると思っています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） もともと県水は８５円で、平成１２年に７８円、７円減。平成

２２年に６５円、１３円減。今回、浄水の製造原価というのも当然あるでしょうか

ら、２円というのは相当厳しかったんかなって思っているわけですけど、でも、こ

れ、大体１０年スパンぐらいで下げていただいているみたいな感じで、今回２円減

と。それでも、やっぱり先ほど言ったように１億３,０００万円ぐらいは余分な水の

料金を多く支払わなきゃいけないという現状が残ってるわけやね。この２円減で、

それ以外にまた特別な約束事とかが県とあるんなら非常に満足するところなんやろ

うけど、そのあるかないかだけでも聞かせていただきたいと思うんですが、その点

どうでしょう。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 残念ながら、そういう裏約束はございません。ただし、今回、

県はこれを２円下げたことによって、坂井市も水道料金が下がるわけです。そこで、

数千万浮くわけですね。内々ですね、その下がった分を、少しあわらからの責任水

量を引き受けてもらえないかということで、部長がですね、坂井市には行っている

んです。僕が行ってくれって言ったわけじゃないですよ。そういうようなこともさ

れたんですけど、それは坂井市からちょっと丁重にお断りになられたという経緯も

ありまして、ちょっと両市の関係もございますので、それ以上我々は立ち入ること

はしてございません。 

 あと、これからも、今回もですね、重要要望で一丁目一番地で持っていっている

んですね、今年。これは、もう継続的にいく話だし、僕らだけでも駄目なので、議

会そのものもいろいろ動いてもらっているんですわ。そういう動きをしているのは

あわら市だけだと思いますわ、要望だけでなくて。 

 だからその辺もやっていて、それで僕、言われましたよ。市長、１円でも２円で

もいいんかって。でも、僕は、去年の議会でも、ただ上げるだけではあかんぞと。

絶対に県のほうからですね、この県水とか受水単価については、何らか持ってこな

あかんぞという強い後押しがありましたので、そこは、僕はもう恥ずかしながらで

すね、もう２円でもいいと。そういう経緯がございます。 

 これからも、引き続きそういう要望はし続けてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） ちょっと僕、腑に落ちないところが１点あって、この議案が上
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程されて可決されるまでの間、国においては、令和２年３月１８日付で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金支払い猶予などの柔軟な措置及び水道

利用者への周知についての通達があったやね。これ、水道料金値上げとは、根本的

な部分では違うんかも分かりませんけど。でもこれ、やっぱりこういうものをぽん

と出されると、議会としては出してもらうと、やっぱり今上げるときじゃないんじ

ゃねえんかとか、そういう議論になるんやろなと、僕、個人的にはそう感じてね。

その通達が出たにもかかわらず、この大事な通達を３月２４日の本会議前の全協に

一切報告なかったよね。いささかいたずらに感じるんやけど、この原因について伺

いたいんですけど。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 土木部理事、伊藤裕一君。 

○土木部理事（伊藤裕一君） 支払い猶予の件につきましては、３月の全員協議会では

お示ししていないかもしれませんけども、あわら市においては、支払い猶予という

制度を設けておりまして、支払いの猶予については実施をしております。ですので、

支払いの猶予につきましては、実際に行っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） でも、このときって本当に、あの時点で考えると、公共料金や

ら電気やらガス、携帯電話、ＮＨＫに至るまで、猶予措置、そして、ある意味減免

ということも考えられる柔軟な措置を講じろという感じやったと思うんですけど、

そういったことをやっぱり、議案とは直接関係ないんかも分からんけど、やっぱり

そういう影響が蔓延していっているんですよということはやっぱりね、議案の採決

にどう影響するかは別としましても、やっぱり出してほしかったなと、個人的にそ

う思っております。 

 でも本当に、僕の考える本質というのはやっぱり県との契約の責任水量なんです

ってね。確かに、上下水道料金の値上げということも今、現実問題、必要なんかも

分かりませんけど、でも、福井県内の水道料金の推移を見ると、やっぱりあわら市

は高いんやね。お隣の坂井市なんかは安いんやね。福井市はもっと安いんやね。 

 そんなことを考えると、変な話、今のこのご時世って、電気やらガスやらガソリ

ン、灯油、携帯電話、有料チャンネル、プロバイダーに至るまで、全て個人が選択

して獲得してるやね。しかしながら、この水道料金だけは、なすがままといいます

か、この上下水道料金だけは、そこの住居地の町の政策そのままが反映されるんや

ね。そうなると、Ｉターン、Ｕターン、そして、若者が住宅を求める、これはもう

３０年前ぐらいから動いているんでしょうけど、そういうことを考えると、若者が

住みよい町からかけ離れていくんやろなって個人的に考えるんですって。ほかは全

部選択しているんですよ。でも、この部分だけはもうどうしようもないで、だから

もう自分が自治体を選択するという形になってまうんかなって。この点についてど

うお考えですか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） まず、ちょっと順番が逆転しますけど、支払い猶予の申請は

十何件あったんですけど、みんなそれは納めてきました。１件だけ残っていたのが

今ちょっと１か月遅れで出されるということで、猶予は終わったということですね。 

 それから、今おっしゃるとおりですね、福井県内で比べると、確かに高いですね。

何とかせなあかんのですが、この原因は、おっしゃるとおり、僕も県の責任水量、

使ってない、お金をまだ払っている分がそのしわ寄せであると認識しております。

ただ、全国的に見ると、水道料金がそんな飛び跳ねてあわらが高いわけではない。 

 ですから、この根本的な問題は、県水のこれを何とかせなあかんということは本

当に知っています。ただし、僕はですね、３年前に市長になりましたけど、この経

営的な部分の計画をもって改めて危機的な状況だということを知ったわけですね。

こんな話は昔から分かっていたはずで、１０年前に引き上げたときの計画を見ても、

何か３年ごとに料金を上げるというのもしてきてなかったというところにもですね、

ここにきて急にツケが回ってきてしまっているという現状でもあるわけです。 

 ただ、それもですね、何か七、八年前に県に強く言ったらですね、だったらあわ

ら市、坂井市で、この水道事業を全部やれと、公営企業を全部おまえのところでや

れというようなことを言われちゃって、もう何も、ぐうの音も出なかったというよ

うなことは聞いています。 

 ですから、そういうことは、我々の職員の構成とか見ても不可能なんですけど、

とにかく今は令和５年の龍ヶ鼻ダムの返済が終わった段階、そこが節目だとちょっ

と思っていまして、こういうような不公平ということは、杉本知事も分かっている

んですって。分かっているんですよ。分かっているんですけれども、現場からする

と、その計画が計画で完成する前に、県から壊すのは難しいということで、今、責

任水量はちょっとってなっているので、今後はですね、それは議会共々、一緒に粘

り強く言い続けるしかないと思っています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15番（北島 登君） ちょっと教えていただきたいんですけど、先ほど言ったように、

住みよいまちにしてほしいということで、ちょっと違うんじゃないかと言ったんで

すけど、各市町において、移住、定住の推進によっていろんな良策が講じられてい

ると思います。福井市なんかは住みよさランキングで２０１９年は４位で、財政的

によくないって言われながらも２０２０年は５位なんやね。あわら市はちなみにラ

ンキング何位ぐらいに位置しているんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 創造戦略部長、小嶋範久君。 

○創造戦略部長（小嶋範久君） 今手元に資料はございませんが、たしか五十何位であ

ったかと思います。 



128 

 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） 話変わりまして、県内で次にランクインしている敦賀市は全国

で２６位となってしまいましたけど、上下水道料金はどっちも９市の中で最安値で

すね。敦賀市は、上下水道料金の値上げの議案が、あわら市と同様に可決していま

して、４月まで延期ということでしたが、いろいろと考えるものがあったのかなと

推測します。また、半年延ばして１０月まで再延期、一般会計からの補塡は２億８,

５００万円だそうです。これ、もし、あわら市のスケールベースで合わせたら、半

年、現行の料金のままの場合、一般会計からの補塡額というのは幾らぐらいになる

んでしょうか。教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 水道料金で、先ほど３,６００万って言っていましたけど、こ

れだと２,６００万ぐらい減になります。見込めなくなります、半年にすると。 

 全体で、まず、水道料金ですけど、さっき僕、３,６００万円という話をしました

けど、それが半年で２,６００万ですね。下水道料金につきましても、３,８００万

ぐらいが２,６３０万というような数字が出ています。財産区も１,１００万で、全

部で合わせて６,３００万です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） 先ほどの答弁の最後のほうで、これ以上、一般会計から負担す

ることはきついとおっしゃっていましたね。分からんでもないんです。でも、その

ことを受けて、私の考え方では、先ほど室谷議員の一般質問の答弁の中の一部にあ

りました、第３次補正予算の対応が望ましいと思っています。これぐらいの、多分

５,０００万円とか、その程度の金額やったら。それぐらいだったら一般会計という

よりも、どちらかというと、もうコロナの影響を受けての順当な予算かなって感じ

ます。中身は、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための新型コロナウイルス感

染症拡大の防止策や経済回復に向けた取組ということでしょうから、もうこのまん

ま充ててほしいって思うぐらいの内容なんですけど。 

 また、自治体が独自に使える地方創生臨時交付金を活用して、今現在、あわら市

の水道とはちょっと違います口径別の水道なんですけど、基本料金を完全減免、全

額減免で、水は使った分だけの料金ということを行っている自治体もございます。 

 もう今残っているこの１億４,６０４万９,０００円の第３次配分分、この財源と

いうのは、もうこのために捻出していただいた国からの財源としか考えられないん

ですけど、その点どうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 今、繰り越された１億４,０００万の使途については、まだ決
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めていませんけれども、１つには、先ほどから言っています、例のプレミアム商品

券の事業ですね。あれ１回は大体６,０００万かかるんですよ。当初、赤尾さんと話

していたのは、夏と冬２回やなって話をしたんです。一億二、三千万行ってしまう

じゃないですか。ところが、今、スーパーシティ構想の話が出てきて、それ使える

んなら、そこで７,０００万使うのもありやなと。それは、赤尾さんも、スーパーシ

ティやれば、これはもう見違えるようになるんやで、その波及効果は計り知れない

という話なんですね。 

 このお金をですね、半年間抑えて６,０００万抑えるということでもあるんですけ

ど、実際にプレミアム商品券の場合、６,０００万使うと事業者も個人的にもという

波及効果というのか費用対効果は大きいというふうに僕は見ているんですね。見え

ますので。料金は、ただ２００円安くなったというだけで、何のあれもありません

けど。 

 そういう意味においては、それを使うというのはもちろん選択肢としてあるんで

すけど、使い方としては、そっちのほうの、どちらかというと夢を与えてワクワク

ドキドキしてもらうほうが、より経済効果が出てくるんじゃないかなという気がす

るんですけど。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15番（北島 登君） いやはや、１次、２次、３次合わせて６億５,０００万円弱あっ

たんやね。それを考えると、もうごくごく僅かで、至って順当な目的で、至って順

当な額やと感じるんですってね。波及効果と言われるとそれまでのことなんで。 

 最後に確認させていただきます。やはり半年延ばすという考えはありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 昨年はですね、値上げ補塡のために、さっき言ったコロナ対

策を合わせて４,４００万ぐらい使っているんですよ、確かに。これを充てられるか

どうかも実は分からないです、今回は。問合せはしていませんけど、なかなか難し

いと思います。去年はたまたま上げる予定だったのが上げられなかったからという

ことで補塡したということがあるのであれですけど。 

 半年という話ですけれども、これが半年で、じゃ、確実にコロナが収まっていて、

効果があるからそれでよしとされるのか、半年後にやはり駄目だったらまた増やす

のかというようなことで、これはどこかで踏ん切りをつけて市民のご理解を得る必

要があるんじゃないかと思っています。 

 心苦しいですよ、本当に。市議会の選挙を前に、あるいは市長選もある中でです

ね、これを上げるのは本当に、市民にとっては何やってるんやという思いがある方

もいるかも分かりません。でも、それ以上の形で市民生活を支え、経済を活性化さ

せる策をもって理解を得る、それがいいんじゃないかなと僕は思っていますので、

今現時点で市長の考えをということであれば、このまま４月に予定どおり上げさせ
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ていただいて、今のコロナに係るいろんなものを有効に活用してですね、市民から

喜ばれるようにしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） 残念です。変な話、市民からするとね、県からの受水単価がど

んどん下がっていっていて、安くしてもらわなあかんのじゃないかって、普通一般

的に考えてまうんやね。これを値上げというのは非常に残念で、価値観の経営的配

分の中に組み入れていただけなかったんかなって思っております。 

 また、このコロナ禍の中でも、もういろいろなことで苦しんで、ほんのささやか

なちょっとしたことでも市民に寄り添っていただけなかったんやなって、何かちょ

っとね、僕自身、惨めな思いを今感じていますわ。いま一度、最終日まで私なりに

考え、模索させていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 今年度のですね、予算編成を見てもらったら分かりますけれ

ども、これといった新規事業は入っていません。抑えに抑えているんです。市民税

も約３億分入ってこないんです。そうした中でやってもですね、基本的に財調を１

０億近く崩さなあかんという状況です。本当に恥ずかしいぐらいですよ。新規事業、

新しく何やってるんやってなるかも分かりません。 

 今の駅周辺なんて、本当既定路線ですから。あれで今、財調が大きく崩れている

わけじゃないですよ。税収が落ち込むという中でなった。それに小林化工の問題が

さらに上乗せになってしまったということもあり、いろいろなあれがありますので。 

 その辺は、市民に寄り添ってないとかって言われると、寄り添って、寄り添って、

寄り添いながらも、抑えるものは抑えて、財政を抑えてですね、そうやけども、未

来に対する投資はしっかりすると、それがいいんじゃないかと。上げないというこ

とは、結局、後にそういう借金を送るだけという考え方もあるわけですよね。 

 その辺はどうぞご理解をお願いしたいと、最後、もう一度お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○副議長（吉田太一君） １５番、北島 登君。 

○15番（北島 登君） 以上をもって一般質問を終了させていただきます。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○副議長（吉田太一君） 以上で一般質問を終結いたします。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日から３月２２日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、そ

れぞれの常任委員会において審査願います。 

 なお、本会議は、３月２３日に再開いたします。 

 本日はこれをもって散会します。ご苦労さまでした。 
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（午後０時０２分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和３年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               副 議 長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第１０５回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 ４ 日 

                         令和３年３月２３日（火） 

                         午後１時３０分開議 

 

１.開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第 ２号 令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１５号） 

日程第 ３ 議案第 ３号 令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

日程第 ４ 議案第 ４号 令和２年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ５ 議案第 ５号 令和２年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第 ６号 令和２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第 ７号 令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第２号） 

日程第 ８ 議案第 ８号 令和３年度あわら市一般会計予算 

日程第 ９ 議案第 ９号 令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１０ 議案第１０号 令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１１ 議案第１１号 令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算 

日程第１２ 議案第１２号 令和３年度あわら市水道事業会計予算 

日程第１３ 議案第１３号 令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算 

日程第１４ 議案第１４号 令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

日程第１５ 議案第１５号 あわら市議会議員及びあわら市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等の公営に関する条例の制定について 

日程第１６ 議案第１６号 あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１７ 議案第１７号 あわら市債権の管理に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

日程第１８ 議案第１８号 あわら市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

の制定について 

日程第１９ 議案第１９号 あわら市子ども医療費の助成に関する条例及びあわら市母

子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第２０ 議案第２０号 あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
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日程第２１ 報告第 １号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることにつ

いて） 

日程第２２ 議案第２３号 令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１６号） 

日程第２３ 議案第２４号 工事請負契約の締結について（ＪＲ芦原温泉駅自由通路建

築工事（西口階段部）） 

日程第２４ 議案第２５号 工事請負契約の締結について（西口交通広場改良工事（そ

の２）） 

日程第２５ 発議第 １号 あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

日程第２６ 発議第 ２号 あわら市下水道条例の一部を改正する条例等の一部を改正

する条例の制定について 

 

１.閉議の宣告 

１.市長閉会挨拶 

１.議長閉会挨拶 

１.閉会の宣告 
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出席議員（１６名） 

   １番 堀 田 あけみ     ２番 室 谷 陽一郎 

   ３番 山 口 志代治     ４番 仁 佐 一 三 

   ５番 平 野 時 夫     ６番 毛 利 純 雄 

   ７番 吉 田 太 一     ８番 森   之 嗣 

   ９番 杉 本 隆 洋    １０番 山 田 重 喜 

  １２番 八 木 秀 雄    １３番 笹 原 幸 信 

  １４番 山 川 知一郎    １５番 北 島   登 

  １６番 向 山 信 博    １８番 卯 目 ひろみ 

 

欠席議員（０名） 

   

                                        

 

地方自治法第１２１条により出席した者 

 市 長  佐々木 康 男    副 市 長  城戸橋 政 雄 

 教 育 長  大 代 紀 夫    総 務 部 長  後 藤 重 樹 

 創造戦略部長  小 嶋 範 久    市民生活部長  藤 井 正 浩 

 健康福祉部長  糠 見 敏 弘    経済産業部長  武 田 正 彦 

 土 木 部 長  永 井 宏 昌    教 育 部 長  西 川 佳 男 

 会計管理者  青 池 憲 恭    経済産業部理事  伊 藤 隆 信 

 土木部理事  伊 藤 裕 一    芦原温泉上水道財産区管理者  高 橋 啓 一 

                                        

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  島 田 俊 哉    事務局長補佐  早 見 孝 枝 

 主 事  佐々木 良 晃 
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   ◎開議の宣告 

○議長（山田重喜君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山田重喜君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山田重喜君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午後１時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（山田重喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、山口志代治君、

６番、毛利純雄君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第２号から議案第１４号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２から日程第１４までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、予算決算常任委員会に付託し、審査願っておりま

すので、予算決算常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ７番、吉田太一君。 

○７番（吉田太一君） 予算決算常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案第２号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第

１５号）についてから議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

補正予算（第２号）までの補正予算６議案及び議案第８号、令和３年度あわら市一

般会計予算についてから議案第１４号、令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業

会計予算までの当初予算７議案について、二つの分科会を設置し、３月８日から１

０日までの３日間は総務教育厚生分科会、３月１１日、１２日及び１５日に産業建

設分科会を開催しました。各分科会においては、所管事項について慎重に調査いた

しました。 

 これを受け、昨日、委員会を開催し、各分科会長から調査の報告を求め、審査を

進めた結果、議案第８号、議案第９号、議案第１２号、議案第１３号、議案第１４

号は賛成多数で、そのほか８議案については賛成全員で原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 なお、審査内容はかなり膨大なものとなりますので、報告につきましては、主な

質疑の概要と結果についてのみ報告させていただきますことをご了承願います。 

 まず、議案第２号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１５号）について、

主な質疑を所管課ごとに申し上げます。 

 最初に、税務課所管について申し上げます。 
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 固定資産税の令和２年度分について、委員からは、繰延べなのか減免なのかとの

問いがあり、理事者からは、令和２年度については徴収猶予であり、１年間の繰延

べで先送りとし、令和３年度に徴収をする。令和３年度分の固定資産税の事業用家

屋と償却資産については減免措置となり、令和元年度の事業を連続する３か月と令

和２年度のその同じ月の３か月分を比較し、収入が３０％から５０％減少する場合

は２分の１の減免となり、５０％以上になると全額の減免になる。ただ、この減免

については、国から補塡されるとの答弁がありました。 

 次に、政策広報課所管について申し上げます。 

 国勢調査事業における調査員報酬６３５万６，０００円の減額について、委員か

らは、報酬の算出の仕方が変わったのかとの問いがあり、理事者からは、コロナ禍

の状況の中で、郵送やウェブでの調査回答が非常に多かったこともあり、それに伴

う調査員の事務量が減り、減額になったとの答弁がありました。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 

 老人保護施設措置費１,０００万円の減額について、委員からは、措置費の不用額

があるところはどこの施設かとの問いがあり、理事者からは、金津雲雀ケ丘寮で新

規増員を見込んでいたところ、１人減で１年間推移したため不用額となったとの答

弁がありました。 

 また、別の委員からは、施設を空けているよりは措置したほうがいいのではない

かとの問いがあり、理事者からは、そういう方がいれば積極的に雲雀ケ丘寮を活用

したいとの答弁がありました。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 放課後子どもプラン推進事業の放課後子どもクラブ支援員補助業務委託料１００

万円の減額について、委員からは、支援員の数が減ったためかとの問いがあり、理

事者からは、従来シルバー人材センターに長期休みの分を委託していたが、直接雇

っている会計年度任用職員で業務を賄えたので減額になったとの答弁がありました。 

 次に、健康長寿課所管について申し上げます。 

 がん検診事業５００万円の減額について、委員からは、コロナ禍の影響で胃がん

検診等が減ったためかとの問いがあり、理事者からは、県からの通知があり、集団

検診そのものを７月まで見合わせ、７月３１日から実施を開始した。どのがんとい

うことではなく、全体的にがん検診の数が減っているとの答弁がありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 多面的機能支払交付金の２,６７６万２,０００円の減額について、委員からは、

昨年度も減額しているが、新年度も減額することになるのかとの問いがあり、理事

者からは、多面的機能支払交付金の国の予算額は、法制化されて以降、前年度比１

００％で推移しており、全国の要望額が非常に増えている。予算の確保に向けて、

国や県に対して強く要望していくとの答弁がありました。 

 次に、商工労働課所管について申し上げます。 

 商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金の５００万円の減額について、委員
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からは、全く相談もなく実績がなかったのかとの問いがあり、理事者からは、別の

補助メニューとしてスモール・ビジネス支援事業があり、その中で空き店舗・空き

家を活用している方が２名いる。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、小さく

始める傾向があるとの答弁がありました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 県営道路改良事業負担金３２４万９,０００円の減額は、負担金の決定に伴い減額

補正するものです。委員からは、工事がなくなったのかとの問いがあり、理事者か

らは、県営事業から国庫事業へと切り替わり、市負担金がなくなったとの答弁があ

りました。 

 次に、上下水道課所管について申し上げます。 

 合併処理浄化槽設置事業補助金１２７万４,０００円の減額について、委員からは、

実績は何件になったのかとの問いがあり、理事者からは、当初、一般住宅３件分を

予定していたが、補助限度額の低い事業所２件となったため減額となったとの答弁

がありました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 小学校施設整備事業の細呂木小学校トイレ改修工事５,２００万円の増額につい

て、委員からは、校舎の中のトイレは全部改修すると思うが、グラウンドにあるト

イレは洋式化しないのか。また、ほかの学校についても外のトイレの洋式化はどう

なっているのかとの問いがあり、理事者からは、優先順位は、第１として校舎の中

のトイレ、第２は体育館のトイレ、そして最後にグラウンドのトイレと考えており、

現在は校舎の中のトイレを優先的に進めていきたい。また、グラウンドのトイレは、

ほとんどの学校が未改修であるとの答弁がありました。 

 なお、そのほかの所管課については、特段の質疑はございませんでした。 

 次に、議案第３号、令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について申し上げます。 

 一般被保険者療養給付費９,５００万円の減額について、委員からは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による受診控えが起こり、重症化するなどの問題は発生しな

かったのかとの問いがあり、理事者からは、現状では大きな問題はないが、跳ね返

りがあることも考えられるので注視していきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第４号、令和２年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）については、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第５号 令和２年度あわら市水道事業会計補正予算(第２号)について、

主な質疑を申し上げます。 

 水道事業費用特別損失７万３,０００円の増額について、委員からは、不納欠損の

時効の期間はどれくらいかとの問いがあり、理事者からは、水道料金には２年の時

効があるが、所在が不明となった場合には、執行停止という形で不納欠損を即時行

っているとの答弁がありました。 

 次に、議案第６号、令和２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算(第２号)、
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議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては、特段の質疑はありませんでした。 

 続いて、議案第８号、令和３年度あわら市一般会計予算について、所管課ごとの

主な質疑について申し上げます。 

 最初に、総務課所管について申し上げます。 

 まち・むらときめき推進事業補助金２,０００万円について、委員からは、これま

でどれだけの集落が補助金を利用したのか。また、今後、どのように事業を進めて

いくのかとの問いがあり、理事者からは、２年間で５６集落、約１,３００万円の補

助金が執行されており、４年間での事業全体の限度額５,２００万円のうち、現在の

執行状況は２５％程度である。今年度の区長会や地区区長会連絡協議会でも制度の

説明をし、再度周知した。さらに、集落へは市のほうから主体的に声をかけ、申請

に係る事務処理などについてもサポートできるように進めていきたいとの答弁があ

りました。 

 また、別の委員からは、区長会経費の集会施設整備事業補助金の見直しについて、

事業費が２０万円以上なら補助対象になるのかとの問いがあり、理事者からは、今

年度までは補助基本額下限が５０万円であったが、区長からトイレの改修事業の相

談が多くあり、過去の事例からトイレ１器分の整備費が大体２０万円かかることか

ら、単体でも改修の補助の対象にできるよう、補助基本額下限を２０万円に設定し

たとの答弁がありました。 

 次に、税務課所管について申し上げます。 

 賦課徴収経費の償還金利子及び割引料３,０００万円について、委員からは、前年

度比１,０００万円の増額となっているが、コロナ禍のため予定納税されている企業

の利益が見込めないためかとの問いがあり、理事者からは、予定納税している多く

の企業が令和３年３月３１日に決算を迎えるので、還付金が増える可能性がある。

また、固定資産税における課税見直しなどの還付金も含まれているとの答弁があり

ました。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 特別職専用車を入れ替えるとのことだが、なぜこの時期に入れ替えるのかとの問

いがあり、理事者からは、２０余年たっており支障が出ている。費用は必要最低限

に落とし、調整していくとの答弁がありました。 

 次に、政策広報課所管について申し上げます。 

 委員からは、ブランド推進事業について、あわら感幸創造マイスターの今後の活

動と養成セミナーについての問いがあり、理事者からは、令和３年度の講師は、昨

年に引き続き同じ人にお願いしようと考えている。メンバーについては、新しいメ

ンバーを入れた１０人程度と考え、調整をしている。また、セミナーは、２年度に

企画した内容の磨き上げも行い、ツアーの受入れ体制の整備やマネジメント、販売

営業戦略など、実践的な部分も含めた形でセミナーの実施を計画しており、視察を

含め６回程度と考えているとの答弁がありました。 
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 次に、市民協働課所管について申し上げます。 

 空き家対策事業について、委員からは、空き家情報バンク登録奨励金が３万円か

ら２万円に、また空き家取得支援補助金が１００万円から５０万円に減額している

のはなぜかとの問いがあり、理事者からは、空き家バンクに登録する際、事務作業

はほとんど職員のほうで行っており、資料作成の手数料はかからないと考えられ、

限られた予算の中で多くの登録対象者に奨励金を出したいので、補助額を２万円と

した。また、空き家取得支援補助金の１００万円から５０万円の減額は、今年は７

件の実績があったが、市外からの移住者は２件で、市内での移動が５件であった。

本来、県外や市外からの子育て世帯や新婚世帯に移住をしてほしいので、市外から

の人にはこれまでどおり１００万円の上限補助、市内で取得し移り住む人には５０

万の上限補助で活用してほしいとの答弁がありました。 

 次に、市民課所管について申し上げます。 

 戸籍住民基本台帳経費の個人番号カード等関連事務交付金１,０１２万円につい

て、委員からは、昨年と比べ減額計上されているが、マイナンバーカード交付の見

込みがないからなのかとの問いがあり、理事者からは、システム改修は終了してお

り、令和３年度はマイナンバーカードを交付するための予算計上である。より普及

を目指し、集落等に出向き、推進していきたいとの答弁がありました。 

 また、別の委員からは、後期高齢者健康診査事業の人間ドック委託料について、

昨年に比べ減額されているが、コロナ禍の影響かとの問いがあり、理事者からは、

後期高齢者の人間ドックは２年に１回の助成なので、受ける人が多い年と少ない年

があるとの答弁がありました。 

 次に、生活環境課所管について申し上げます。 

 消費者保護推進事業の消費者生活相談について、委員からは、消費者からのトラ

ブル相談は年間どれくらいあり、市で解決できるのかとの問いがあり、理事者から

は、年間約１３０件から１５０件程度ある。市で雇用している消費者生活相談員は、

常勤で国家資格を持っているので、業者と直接話をして交渉を行っている。また、

難しい案件については、県や国に上げて解決することもあるとの答弁がありました。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 

 地域生活支援事業の日中一時支援給付費１００万円について、委員からは、利用

者の実績についての問いがあり、理事者からは、障がいを持った方の家族のために

日中の行動を支援する目的の事業であり、年間延べ２２名の利用者がいるとの答弁

がありました。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 保育カウンセラー配置事業１３５万円について、委員からは、令和２年は４人だ

ったが、５人に増えた理由は何かとの問いがあり、今の４人は女性だが、男性のカ

ウンセラーを１人増やして５人にする。定期的に各こども園を回り、保育教諭や保

護者との面談を通じ、気になる子の関わり方についてのアドバイスを行い、早期支

援に努めていくとの答弁がありました。 
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 次に、健康長寿課所管について申し上げます。 

 在宅老人福祉事業の家族介護継続支援費２２０万円について、委員からは、所得

制限により補助されなくなった支援分を市単独でどのように行うのかとの問いがあ

り、理事者からは、本人課税のある場合と本人が非課税で家族に課税の人がいる場

合も、６万円の上限を超える部分の費用を市単独事業で支援していくとの答弁があ

りました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 松くい虫被害総合対策事業の７５５万円について、委員からは、どのように事業

を実施していくのかとの問いがあり、理事者からは、松くい虫の被害が拡大してい

るため、奥のほうにも行き届くように管理用通路を設け、実施したい。また、一部、

森林環境譲与税も活用し、例年に追加して春に特別伐倒を実施したいとの答弁があ

りました。 

 次に、商工労働課所管について申し上げます。 

 商工振興経費の委託料、企業等魅力紹介ガイドブック製作について、委員からは、

なぜ委託料なのか、印刷製本費ではないのかとの問いがあり、理事者からは、情報

収集や写真撮影、印刷製本全てを含めて委託契約としたいとの答弁がありました。 

 次に、観光振興課所管について申し上げます。 

 観光推進事業のあわら観月の夕べ事業補助金について、委員からは、開催できな

かった場合どれくらいのマイナス影響を受けるのかとの問いがあり、理事者からは、

コロナウイルスワクチン接種が不透明な中で花火が実施できるのかを含め、実行委

員会で協議し、キャンセルする場合はキャンセル料が発生しないタイミングで決定

するとの答弁がありました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 

 道の駅整備事業について、委員からは、市民が納得するようなものでなければ決

していい話ではないので、市民が納得するような計画を練ってほしいとの要望があ

り、理事者からは、基本設計について十分議論するとともに、それまでの間、議会

と協議する時間があるので、その中でも意見を受けながら進めたいとの答弁があり

ました。 

 次に、新幹線まちづくり課所管について申し上げます。 

 芦原温泉駅周辺整備事業について、委員からは、優良建築物等整備事業の内容は

何かとの問いがあり、理事者からは、ビジネスホテル事業者への補助金８８４万３,

０００円であるとの答弁がありました。 

 次に、教育総務課所管について申し上げます。 

 通学援助経費の芦原中学校スクールバス委託料について、委員からは、増額にな

った理由についての問いがあり、理事者からは、従来４つのルートで運行していた

が、コロナ禍の影響で一つの路線の乗車が密になることから、新郷地区で１ルート

増やし、５ルートでの運行を現在行っている。密を解消するため、このまま引き続

き運行していきたいとの答弁がありました。 
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 次に、文化学習課所管について申し上げます。 

 公民館施設管理経費の設備・施設修繕料について、委員からは、修繕対応につい

てどのような状況かとの問いがあり、理事者からは、各公民館から希望を聞き取り、

優先順位をつけて通年ベースで修繕を計画的に行っているとの答弁がありました。 

 それを受け、委員からは、一部しか洋式化されていないトイレ改修について、ど

う計画しているのかとの問いがあり、まだ洋式化が５０％を切っている公民館が幾

つかあるが、指定避難所になっている公民館に関しては、早急に対応していきたい

と考えているとの答弁がありました。 

 次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

 海洋センター管理経費の施設管理費の削減について、委員からは、Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター体育館は、市教育委員会が管理するという話だが、ほかの誰かに施設の管理

を委託するのかとの問いがあり、理事者からは、平日の日中は、スポーツ課が距離

的に近く、管理できる。トリムクラブには農業者トレーニングセンターの平日の日

中の管理をしてもらうことになり、夜の施設管理や清掃等は、今までどおり両施設

ともシルバー人材センターに委託する。あくまでＢ＆Ｇ海洋センター体育館の平日

日中の施設管理をスポーツ課が、農業者トレーニングセンターについてはトリムク

ラブが行うことに変更をするとの答弁がありました。 

 なお、そのほかの所管課については、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第９号、令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算について申し

上げます。 

 委員から、国民健康保険基金について基金残高が多い理由について問いがあり、

理事者からは、前期高齢者交付金がこの基金には影響しており、平成２７年度から

団塊の世代が順に６５歳となり、このため、２年後に精算される前期高齢者交付金

の積立てが２９年から大幅に増加となっている。今後、令和４年度以降は逆転し、

団塊の世代が後期高齢者医療保険に移行するため、今後は前期高齢者交付金が減っ

てくる。なおかつ、後期高齢者に団塊の世代が移行するということは、後期支援金

が増えてくるため、令和４年度以降は県に納める納付金が大幅に増える見込みとな

り、貴重な財源であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１０号、令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予算について

は、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第１１号、令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会計予算につ

いては、特段の質疑はありませんでした。 

 次に、議案第１２号、令和３年度あわら市水道事業会計予算について、主な質疑

を申し上げます。 

 水道事業費用の委託料について、委員からは、包括委託検討業務の内容はどのよ

うなものなのかとの問いがあり、理事者から、包括委託をするための基本調査業務

である。本格的に包括業務委託をすると、職員は４人減らすことができ、トータル

１,０００万円の経費削減になるのではないかとの答弁がありました。 
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 最後に、議案第１３号、令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算、議案第１

４号、令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算については、特段の質疑

はありませんでした。 

 なお、全ての予算について、精査して執行するよう要望いたします。 

 以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 

○議長（山田重喜君） これより、予算決算常任委員長の報告に対する総括質疑を許可

します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、日程第２から日程第１４までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第２号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１５号）

について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第２号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第３号、令和２年度あわら市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第３号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第３号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第４号、令和２年度あわら市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第４号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第５号、令和２年度あわら市水道事業会計補正予算（第２

号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第５号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第６号、令和２年度あわら市公共下水道事業会計補正予算

（第２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第６号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第７号、令和２年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補

正予算（第２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第７号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第８号、令和３年度あわら市一般会計予算について、討論

はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １４番、山川知一郎君。 

○14 番（山川知一郎君） 来年度の一般会計予算について、反対の討論をしたいと思い

ます。 

 合併前の１９９６年（平成８年）度、旧金津町と芦原町、合わせて人口は３万２,

０００人、ここが本市における人口のピークでありまして、その後、２５年たって、

昨年、２０２０年（令和２年）の人口は約２万７,０００人、この間、約５,０００

人減少いたしました。そして、今後も人口減少は続くというふうに予想されており

ます。この点では、市長も私も全く同じ認識だと思いますが、これをいかに打開を

していくかということが、今、大きな問題であるというふうに思います。 

 市長は、新幹線開通に向けた活力人口１０万人を掲げ、ＪＲ駅周辺整備に１２億

７,０００万円を計上し、さらに吉崎に道の駅を建設するとして２,４００万円を計

上しております。 

 しかし、新幹線が開通したとしても、人口増は私は期待できないというふうに考

えます。最大の問題は、新幹線が敦賀まで開通すると、特急「サンダーバード」と

「しらさぎ」を廃止するということになっております。現在まであわら市への観光

客は、関西・中京からの観光客が圧倒的でありまして、関東からはごく一部であり

ます。こういう状況の中で、「サンダーバード」や「しらさぎ」が廃止されれば、関

西や中京からの観光客は激減するというふうに思われます。新幹線開通によって関

東からの観光客が多少増えたとしても、関西・中京からの減少分を補うことはとて

も期待できないというふうに思うわけであります。 

 私は、やるべきことは、鉄道について言えば、新幹線はともかくとして、特急「サ

ンダーバード」「しらさぎ」の存続を何としても続けるということではないかという

ふうに思いますし、そして新幹線関連に莫大な予算を投ずるよりも、本当に暮らし

やすく、子育てしやすいまちをつくるということに重点を置くべきであるというふ

うに思います。 

 一つは、今回、水道料金の値上げが予定されておりますけれども、今でも他の自

治体に比べて高い水道料金の値上げは中止する、また、高い国民健康保険税も、基

金があるわけですから１所帯１万円以上引き下げる、また、子育てでは学校給食費

を無料にするなど、他の自治体と比較して、あわらは本当に暮らしやすく、子育て

しやすいまちだと言われるようにすることが、少子高齢化に歯止めをかける上では

大変重要だというふうに考えるわけであります。そういう点で、新幹線関連の全て

に反対するわけではありませんけれども、必要最小限に経費の見直しをして、もっ



145 

 

と削減すべきであるというふうに考えます。 

 一般会計の二つ目の問題は、予算上は金額としては大したものではありませんけ

れども、マイナンバー制度を推進するというふうになっております。これからスー

パーシティに向けても、一層マイナンバー制度を推進するということでございます

けれども、この制度は個人情報が全て国に握られ、国民に対する管理統制が強化さ

れ、そして人権侵害が発生するおそれがある。今までにも個人情報が流出していろ

んな問題が起こっております。こういう基本的な人権に関わるおそれがある、こう

いうマイナンバー制度は推進すべきではないというふうに考えます。 

 三つ目の問題は、これも金額的には大した問題ではありませんが、自衛官募集の

交付金が２万６,０００円計上されております。昨年からコロナ禍で国の財政も大変

厳しい状況になっているにもかかわらず、日本の防衛予算は７年連続伸び続けてお

り、令和３年度の予算は５兆３,４００億円、史上最高の金額になっております。 

 そして、最近は、日本を守るためには敵基地攻撃能力を保有することが必要とい

う議論が高まっております。敵基地からミサイルが発射されて攻撃されるおそれが

ある場合には、あっちのミサイルが発射される前に、日本からそのミサイルをたた

くべきだというのが敵基地攻撃論でありますが、これは明らかに先制攻撃というこ

とになります。今まで自衛隊は、あくまで日本の国を守るために専守防衛に徹する

というふうになっておりましたけれども、この専守防衛論も逸脱して、明確に憲法

９条に違反するものであります。こういう自衛官の募集業務はやめるべきであると

いうふうに考え、この３点で一般会計予算に反対するものでございます。 

 どうか皆さんのご理解とご賛同を心からお願いして、討論といたします。 

○議長（山田重喜君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） これで討論を終わります。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第８号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第８号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第９号、令和３年度あわら市国民健康保険特別会計予算に

ついて、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １４番、山川知一郎君。 

○14番（山川知一郎君） 国民健康保険会計予算に反対の討論をいたします。 

 国民健康保険税が高過ぎるというのは、多くの市民の声ではないでしょうか。今、

あわら市の国保会計の基金残高、令和２年度末の見込額は４億８,４００万円となっ
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ております。国保加入世帯は３,０００所帯余りでございますから、１所帯１万円引

き下げることは、この基金を活用すれば十分可能であるというふうに考えます。 

 今後、団塊の世代が国保から抜けていく、後期高齢者保険に入っていく、そうい

うためにこの基金は必要だというような意見もございますけれども、また、１所帯

１万円引き下げると、１回切りでは終わらないというようなことで、いつまでも基

金は使えないと、いろんな議論はありますけれども、しかし、ずっと残高を見ると、

だんだん国保残高は増えてきております。今、この中から３,０００万円余りを出し

て引下げに充てるということは、十分可能であるというふうに思います。 

 ぜひそういう点で議員各位のご賛同をお願いするものでございます。 

○議長（山田重喜君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） これで討論を終わります。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第９号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第９号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１０号、令和３年度あわら市後期高齢者医療特別会計予

算について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１０号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１０号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１１号、令和３年度あわら市農業者労働災害共済特別会

計予算について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１１号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１１号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１２号、令和３年度あわら市水道事業会計予算について、

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１２号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１２号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１３号、令和３年度あわら市公共下水道事業会計予算に

ついて、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１３号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１４号、令和３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

予算について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１４号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立多数です。 

 したがって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第１５号から議案第２０号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第１５から日程第２０までを、会議規則第３５条の規定に
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より、一括議題といたします。 

 これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、

各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（山田重喜君） 初めに、総務教育厚生常任委員長の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ５番、平野時夫君。 

○５番（平野時夫君） 総務教育厚生常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る３月８日から１０日までの３日間、市長、副市長、教育長及び

担当部課長の出席を求め、当委員会に付託されました議案第１５号、あわら市議会

議員及びあわら市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

の制定についてをはじめ、議案４件について慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案４件につきましては、いずれも所要の措置であり、挙手採決の

結果、全て賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第１５号、あわら市議会議員及びあわら市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等の公営に関する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、選挙運動の機会均等を図ることで、多様な人材の立候補を促進すること

を目的に、選挙経費の一部を公費により負担するため条例の制定を行うものです。 

 委員からは、選挙運動用自動車の使用、ビラ及びポスターの作成の単価が限度額

を超えた場合はどうなるのかとの問いがあり、理事者からは、限度額を超えた部分

は、契約をした業者から候補者の方に請求されるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１６号、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について申し上げます。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、個人所得課税の見直しが令和３年１月１日に

施行されたため、国民健康保険税の軽減判定所得基準について所要の改正を行うも

のです。 

 委員からは、給与所得控除や公的年金控除が１０万円引き下げられ、基礎控除が

１０万円引き上げられたことにより、軽減判定基準の７割軽減、５割軽減、２割経

減の基準が上がるのかとの問いがあり、理事者からは、基準が上がるということで

はなく、現行の基準に合わせるような形で調整をするものであり、今までとほぼ同

じ状態であるとの答弁がありました。 

 続いて、議案第１７号、あわら市債権の管理に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について申し上げます。 

 本案は、地方税法施行令等の改正に伴い、延滞金の割合の特例に関する用語を見

直す所要の改正を行うもので、委員からの特段の質疑はありませんでした。 

 最後に、議案第１９号、あわら市子ども医療費の助成に関する条例及びあわら市

母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上

げます。 
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 本案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の改正

に伴い、医療機関等における個人番号によるオンラインでの保険資格確認に対応す

るため所要の改正を行うもので、委員からの特段の質疑はありませんでした。 

 以上、総務教育厚生常任委員会の報告といたします。 

○議長（山田重喜君） 続きまして、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １８番、卯目ひろみ君。 

○18番（卯目ひろみ君） 産業建設常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る３月１１日、１２日、１５日の３日間にわたり、市長、副市長

及び担当部課長の出席を求め、当委員会に付託されました議案第１８号、あわら市

新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定についてをはじめ、議案２

件について慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案２件について挙手採決の結果、全て賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項について申し上げます。 

 議案第１８号、あわら市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定

について申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を支援するために

創設した利子補給制度の財源を積み立てる基金を設置するもので、特段の質疑はあ

りませんでした。 

 次に、議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について申し上げます。 

 本案は、ＪＲ芦原温泉駅自由通路下に設ける西口トイレを道路の附属物または構

造物の一部として整備するため、所要の改正を行うもので、特段の質疑はありませ

んでした。 

 以上、産業建設常任委員会の報告といたします。 

○議長（山田重喜君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） 暫時休憩いたします。再開は１４時４５分といたします。 

（午後２時３２分） 

                                        

○議長（山田重喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時４５分） 

○議長（山田重喜君） これより、日程第１５から日程第２０までの討論、採決に入り

ます。 
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○議長（山田重喜君） 議案第１５号、あわら市議会議員及びあわら市長の選挙におけ

る選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の制定について、討論はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１５号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１６号、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１６号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１７号、あわら市債権の管理に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１７号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１８号、あわら市新型コロナウイルス感染症対策利子補

給基金条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 
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○議長（山田重喜君） これより、議案第１８号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第１９号、あわら市子ども医療費の助成に関する条例及び

あわら市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第１９号を採決します。 

 本案に対する総務教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（山田重喜君） 議案第２０号、あわら市道路の構造の技術的基準等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第２０号を採決します。 

 本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎報告第１号の上程・提案理由説明 

○議長（山田重喜君） 日程第２１、報告第１号、専決処分の報告について（損害賠償

の額を定めることについて）を議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 報告に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました報告第１号、専決処分の報告につい

ての提案理由を申し上げます。 
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 本案は、除雪により地下式消火栓の蓋がずれてできた穴に相手方が運転する車両

の前輪がはまり、車両前のバンパーを破損させた事故に対する損害賠償の額を定め

ることについて、３月１５日付で専決処分を行ったものであります。 

 本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定による議会の委任によ

る専決処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

○議長（山田重喜君） 報告第１号は、これをもって終結いたします。 

                                        

   ◎議案第２３号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２２、議案第２３号、令和２年度あわら市一般会計補正

予算（第１６号）を議題とします。 

○議長（山田重喜君） 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第２３号、令和２年度あわら市

一般会計補正予算（第１６号）について、提案理由を申し上げます。 

 議案第２３号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１６号）につきまして

は、歳入歳出にそれぞれ２,４３９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ１９６億９,７１７万４,０００円とするものであります。 

 それでは、補正の内容について、歳出の主なものをご説明いたします。 

 農林水産業費では、農業振興費で持続的生産強化対策事業補助金１,０２５万３,

０００円、園芸・水稲育苗ハウス雪害復旧支援事業補助金１,２１４万９,０００円

を増額しております。 

 災害復旧費では、道路橋りょう災害復旧費で道路橋りょう災害復旧工事１９９万

７,０００円を増額しております。 

 続きまして、歳入の主なものをご説明いたします。 

 国庫支出金では、道路橋りょう災害復旧事業負担金６００万４,０００円を減額す

る一方、持続的生産強化対策事業補助金１,０２５万３,０００円を計上しておりま

す。 

 県支出金では、園芸・水稲育苗ハウス雪害復旧支援事業補助金５６７万３,０００

円を計上しております。 

 その他、繰越金では、前年度繰越金１,７４７万７,０００円を増額する一方、市

債では、公共土木施設災害復旧債３００万円を減額しております。 

 次に、繰越明許費でありますが、農林水産業費で農業ハウス雪害復旧支援事業２,

２４０万２,０００円を追加し、災害復旧費で道路橋りょう災害復旧事業を増額して

おります。 

 以上が補正予算の概要であります。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山田重喜君） 本案に対する質疑を許可します。 
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○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２３号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 議案第２３号、令和２年度あわら市一般会計補正予算（第１６

号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第２３号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２３号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第２４号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２３、議案第２４号、工事請負契約の締結について（Ｊ

Ｒ芦原温泉駅自由通路建築工事（西口階段部））を議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第２４号、工事請負契約の締結

について（ＪＲ芦原温泉駅自由通路建築工事（西口階段部））の提案理由を申し上げ

ます。 

 本工事請負契約は、ＪＲ芦原温泉駅自由通路建築工事（西口階段部）について、

３月１１日に条件付一般競争入札を執行いたしました。 

 その結果、竹野建設株式会社角谷木材建設株式会社令和２年度ＪＲ芦原温泉駅自

由通路建築工事（西口階段部）特定建設工事共同企業体が落札し、同社と３月１８

日に仮契約を締結したところであります。 

 つきましては、同社と本契約を締結いたしたく、あわら市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 

 以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申

し上げます。 
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○議長（山田重喜君） 本案に対する質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２４号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 議案第２４号、工事請負契約の締結について（ＪＲ芦原温泉駅

自由通路建築工事（西口階段部））について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第２４号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第２５号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２４、議案第２５号、工事請負契約の締結について（西

口交通広場改良工事（その２））についてを議題とします。 

○議長（山田重喜君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） ただいま上程されました議案第２５号、工事請負契約の締結

について（西口交通広場改良工事（その２））の提案理由を申し上げます。 

 本工事請負契約は、西口交通広場改良工事（その２）について、３月１１日に条

件付一般競争入札を執行いたしました。 

 その結果、土田土建株式会社株式会社石川工務店令和２年度西口交通広場改良工

事（その２）特定建設工事共同企業体が落札し、同社と３月１８日に仮契約を締結

したところであります。 

 つきましては、同社と本契約を締結いたしたく、あわら市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 

 以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申

し上げます。 
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○議長（山田重喜君） 本案に対する質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています議案第２５号につきましては、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 議案第２５号、工事請負契約の締結について（西口交通広場改

良工事（その２））について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、議案第２５号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎発議第１号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２５、発議第１号、あわら市議会会議規則の一部を改正

する規則の制定についてを議題とします。 

○議長（山田重喜君） 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） ８番、森 之嗣君。 

○８番（森 之嗣君） 議長のご指名がありましたので、発議第１号、あわら市議会会

議規則の一部を改正する規則の制定について、趣旨説明を申し上げます。 

 全国市議会議長会の定める標準市議会会議規則の一部改正に伴い、本規則の所要

の改正を行うものであります。 

 改正の内容につきましては、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を

促進する環境整備を図る観点から、住民が議員として活動するに当たっての制約要

因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を

明文化するとともに、出産について産前・産後期間にも配慮した規定の整備を図る

ことと併せ、行政手続等において原則として押印を廃止する政府の政策動向を踏ま

え、市議会に対する請願に係る署名押印の見直しを行い改正するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願い

いたします。 
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 なお、規則案につきましてはお手元に配付のとおりでありますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（山田重喜君） これより、本案に対する質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています発議第１号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 発議第１号、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制

定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 討論なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、発議第１号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１号は、原案のとおり可決することに決定されました。 

                                        

   ◎発議第２号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（山田重喜君） 日程第２６、発議第２号、あわら市下水道条例の一部を改正す

る条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

○議長（山田重喜君） 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １５番、北島 登君。 

○15 番（北島 登君） 議長のご指名がございましたので、１５番、北島 登、発議第

２号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついての趣旨説明を行いたいと思います。 

 令和３年４月１日施行予定の水道料金及び下水道使用料の改定について、議会に

おいて修正をお願いいたしたく、賛成者を得て上程させていただいております。 

 一言で申し上げますと、簡単に申し上げるならば、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴い、上下水道等の料金の値上げを、現在の現状を鑑み、せめてもの、

半年間の延期をお願いする案でございます。 

 昭和６３年、県との契約の責任水量を現在のあわら市の人口規模に合った責任水

量に減らすことによって、水道の円滑化がなされると最初は理解していました。そ
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したら、どうでしょう。現状がどうしようもないから、上下水道料金の値上げ議案

が、若干の反対はあれども可決。現状を申し上げますと、年間５,５９０万６,００

０㎥、１㎥当たり６５円から６３円に値下げとのことですが、税込みで１億３,３０

０万円分は、あわら市が実際に使用している量よりも、それ以外に多く払っている

額とのことです。お分かりでしょうが、使われていない水の負担の一部を責任転嫁

するように市民に補わせているのはいかがかと感じております。ですから、この議

決に質問をいたしましたし、絶望に感じ、本質を確認していただくために上程させ

ていただきました。 

 理事者は、関わる経費約５,０００万円を一般財源化、財政調整基金を取り崩して

行うのはつらいとのことでしたが、過去はそれ以上の高料金対策として一般会計か

ら捻出しております。 

 佐々木市長は、就任から現在まで起債は４億６,３００万円を増やし、財政調整基

金は６億３,５００万円を取り崩しております。３年間で約１１億円が現在よりも多

くの事業に使われ、市政発展に努めていると思いますが、このように、一方で多く

の予算が使われている中、市民やあわら温泉などに直結する上下水道に関わる経費

約５,０００万円を捻出するのはつらいというのは、甚だ矛盾を感じております。 

 現在の新型コロナウイルスの第３波では、感染者は１月８日に約８,０００人、過

去最多となり、現在においても変異株が第４波を引き起こすのではないかと不安な

情勢が続いている中、長引くコロナの影響は深刻さを増すばかりで、あわら市にお

いても市民生活の様式が変わり、福井県唯一の温泉地であるあわら温泉も冷え込み、

多くの市民が大変な思いで我慢と苦しみの日々をお過ごしになられていると思いま

す。このような状況下での水道料金及び下水道使用料の改定はどうかと考えており

ます。半年間の延期をお願いいたしたいと思っております。 

 改正案はお手元に配付のとおりでございます。 

 どうか議員各位のご理解と心温まるご賛同をお願いいたします。 

○議長（山田重喜君） これより、本案に対する質疑を許可します。 

○議長（山田重喜君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） ただいま議題となっています発議第２号につきましては、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じ

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 異議なしと認めます。 

○議長（山田重喜君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（山田重喜君） 発議第２号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例等の一

部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（山田重喜君） 反対ですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） １３番、笹原幸信君。 

○13 番（笹原幸信君） 発議第２号、あわら市下水道条例の一部を改正する条例等の一

部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 

 今回発議されている条例は、本市の上下水道料金と財産区水道事業の上水道料金

の値上げを半年間延期しようとするものですが、あわら市の上下水道の料金値上げ

については、当初、昨年の１０月から値上げ予定だったものを昨年の６月定例会に

おいて、コロナ禍での市民負担増の状況において、議会として半年間の値上げを延

期したものであります。今年４月から値上げが実施されることになりました。 

 この上下水道事業会計及び財産区水道会計においては、地方公営企業法の適用を

受け、料金収入をもって経営を行うという独立採算制が基本原則となっています。 

 しかしながら、人口減少や節水機器の普及、観光宿泊客の減少などの理由から使

用量は減少の一途をたどり、それに伴って上下水道料金収入は毎年減り続け、上下

水道事業会計は、一般会計からの多額の補助金なしでは維持が困難な状況となって

います。市の上下水道事業会計は、今回の値上げを実施しても、令和３年度におけ

る両会計への一般会計からの補助金は、合わせて３億３,０００万円を超える額が予

定されているとのことであります。 

 このような厳しい財政状況を踏まえ、令和元年６月から料金改定の協議を重ね、

今回の値上げに踏み切り、議会としてもこれを妥当なものとして議決をしたもので

あります。 

 また、財産区においても、観光宿泊客の減少などから給水量は減少の一途をたど

り、平成３０年度から３年連続の赤字決算が見込まれるという大変厳しい財政状況

となっており、市の上水道料金と歩調を合わせる形で今回の値上げを提案し、議会

としても昨年の１２月定例会において、これを妥当であるとの判断から議決したも

のであります。 

 仮に、市税をはじめとする財源が潤沢に見込める状況であれば、上下水道料金の

再延期も考慮すべきだとは思いますが、今後さらに人口減少、少子高齢化の進展な

どにより、なお一層の厳しい財政運営が求められることは確実であると考えます。 

 このような厳しい財政状況の中、令和６年春の北陸新幹線芦原温泉駅開業を見据

えた元気で魅力あるまちづくりを着実に前進させることをはじめ、人口減少、少子

高齢化の中にあっても持続可能な市政運営を行い、市民生活をよりよい方向に変化

させるスマート自治体の実現など、取り組むべき課題は山積しております。 

 また、コロナ禍の状況において、感染防止対策と経済活動の両立に取り組み、コ

ロナ以降の諸施策に取り組んでいくためには一般財源の充実が欠かせないと思うわ

けであります。 

 以上のことから、上下水道会計への多額の繰り出しにも限界があり、４月からの

上下水道料金値上げは、使用量に応じて受益者が負担するという原則において、将
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来の安定的な料金収入の確保を図らなければならないと思うものであります。そう

いう観点から、４月１日からの値上げはやむを得ない措置であると思います。 

 一方、行政においては、今後とも引き続き上下水道事業における歳出の削減に努

めるとともに、民間専門業者への委託等による経営基盤強化など、最大限の努力を

すべきだと思うものであります。 

 以上、発議第２号については反対しますので、議員各位のご賛同をよろしくお願

い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（山田重喜君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） これで討論を終わります。 

○議長（山田重喜君） これより、発議第２号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（山田重喜君） 起立少数です。 

 したがって、発議第２号は、否決することに決定しました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（山田重喜君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（山田重喜君） 閉会に当たり、市長より発言の申出がありますので、これを許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（山田重喜君） 市長、佐々木康男君。 

○市長（佐々木康男君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会におきましては、２月２５日の開会以来、２７日間にわたり、提案いた

しました議案につきまして慎重にご審議をいただきました。また、全ての議案につ

いて妥当なるご決議を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 先ほど議決されました総額１５３億円に上る令和３年度一般会計予算をはじめと

する各会計の執行に当たりましては、議員の皆様から賜りました貴重なご意見、ご

指摘等を踏まえ、誠心誠意全力で取り組んでまいります。 

 さて、新年度予算では、北陸新幹線開業や新型コロナウイルス感染症の流行など、

あわら市を取り巻く社会情勢が大きく変化する中、持続可能な行政運営を堅持しつ

つ、１０年先、２０年先を見据えた各種施策を盛り込みました。 

 これらの施策を着実に展開していくとともに、令和３年度から５年間の中長期的

な市の羅針盤ともなる第２次あわら市総合振興計画後期基本計画で掲げる「誰もが 
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夢や希望を持ち 元気に笑顔で暮らす 活力あふれるまちへ」の実現を目指し、ま

ちづくりや人づくりなどに全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 あわせて、基本目標である活力人口１０万人あわら市の創造を達成できるよう移

住定住の促進を図り、定住人口の減少を極力抑えるとともに、市民と一丸となって

地域と多様に関わる関係人口や、まちににぎわいをもたらす交流人口を創出、拡大

するための施策を力強く展開してまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染拡大防止や市民生活、経

済活動の復興のため、新年度から始まる市民へのワクチン接種事業が対策の重要な

柱となります。接種を希望する全ての市民が安全かつ円滑に接種できるよう、接種

体制の構築や接種会場の準備、市民への周知などについて、しっかりと準備を進め

てまいります。 

 引き続き、北陸新幹線開業や新型コロナウイルス感染症対策など、重要課題への

対応に万全を期すとともに、将来を見据えた市勢発展や市民生活の向上のための各

種施策について着実に推進できるよう、全力を尽くしてまいる所存でございますの

で、さらなるご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 令和２年度もあと１週間余りとなりましたが、議員各位におかれましては、くれ

ぐれも健康にはご留意いただき、引き続き本市の発展のためご活躍されますことを

ご祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（山田重喜君） 閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 今定例会におきましては、お金のかからない選挙及び選挙運動の機会均等等を公

費負担で実現するための選挙公営に関する条例の制定をはじめ、令和２年度の節目

となる補正予算や新年度の市政運営に関わる各当初予算について、妥当なるご決議

をいただき、誠にありがとうございました。 

 今年度を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症により、日本のみならず世

界中の人々が尊い命や健康を奪われ、日々の生活、経済、産業にも多大な影響を受

けた１年となりました。 

 また、あわら市においては、１年延期となりましたが、令和６年春の北陸新幹線

芦原温泉駅開業を見据えたまちづくりを着実に前進させることをはじめとし、人口

減少、少子高齢化対策、スマート自治体の実現など、課題は山積しております。今

後も、多くの市民の声に耳を傾けながら、議会と執行機関がしっかりと議論し、よ

りよいあわら市を目指していきたいと考えております。 

 また、このたび３月末で定年退職されます職員の方々には、長年にわたり市勢発

展にご尽力いただきまして、大変お疲れさまでございました。退職されましても健

康には十分注意され、第二の人生を堪能されるとともに、一市民としてあわら市発

展のご協力をいただきますよう、改めてお願いを申し上げます。 
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 さて、４月もいよいよ近づき、新年度がスタートいたします。議員各位には、コ

ロナ感染など健康には十分ご留意され、議員活動にますますご精進されますようお

願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労さまで

ございました。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（山田重喜君） これをもちまして、第１０５回あわら市議会定例会を閉会いた

します。 

（午後３時２６分） 
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